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１ 管内の概況 

（１） 管内の状況 

青森県の中央を南北に貫く八甲田連峰の東側から太平洋に至るまで丘陵地が広がっている。 

当部の管内は、この丘陵地を中心とした東西約４５km、南北約８０km の地域で、総面積は２，

０５５k ㎡と県全体の約２１%に当たり、県内６地域県民局地域健康福祉部の中で最大の広さを有

している。 

管内の気候は、北部を除くと積雪は比較的少ないものの、６月から９月にかけて太平洋から冷た

い偏東風（ヤマセ）が吹き付け、冷害の要因となっていることが特色として挙げられる。 

また、十和田湖及び奥入瀬川周辺の地域は国立公園に指定され、丘陵地域には小川原湖をはじめ

多くの湖沼、河川を有し、希少な動植物等の豊かな自然環境にも恵まれている。 

 

（２） 管内地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

       

 

                                 

 

 

 

上北地域県民局 地域健康福祉部 
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（上北地方福祉事務所・ 

七戸児童相談所） 

上北地域県民局 地域健康福祉部 

(十和田庁舎) 

○保健総室 

(上十三保健所) 
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（３） 市町村別面積、人口及び人口密度 

市町村名 
人 口（人） 世帯数 

H23.9.30 
面積（㎢） 

人口密度(人) 

(1 ㎢当たり) H22.9.30 H23.9.30 増減 

十和田市 66,080 65,758 ▲322 26,971 725.67 90.61 

三 沢 市 42,250 42,234 ▲16 18,557 120.09 351.69 

野辺地町 14,940 14,769 ▲171 6,527 81.61 180.97 

七 戸 町 17,900 17,679 ▲221 6,874 337.23 52.42 

六 戸 町 10,619 10,530 ▲89 3,881 84.06 125.27 

横 浜 町 5,172 5,130 ▲42 2,116 126.55 40.54 

東 北 町 19,834 19,616 ▲218 7,091 326.71 60.04 

六ヶ所村 11,234 11,181 ▲53 4,543 253.01 44.20 

管内合計 188,029 186,897 ▲1,132 76,860 2054.93 90.95 

 
１ 人口及び世帯数は、平成２４年９月３０日現在の「住民基本台帳」より 

２ 面積は、平成２３年１０月１日現在の国土交通省国土地理院 

「全国都道府県市区町村別面積調」より 

３ 人口密度は表中の人口を面積で除したもの。 

 

※ 平成１７年１月１日 十和田市・十和田湖町合併。(十和田市) 

  平成１７年３月３１日 七戸町・天間林村合併。(七戸町) 

             上北町・東北町合併。(東北町）  

 

   当部管内の人口ピラミッド（５歳階級）  左側が男性、右側が女性。 
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職業安定所別の求人倍率の状況
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 （４）上十三地域の人口１人当たり市町村民所得 
 １人当たり市町村民所得 

（千円） 
青森県全体値に対する比 

（％） 

十和田市 ２，３１２ ９７．７ 

三沢市 ２，２２１ ９３．８ 

野辺地町 ２，１４１ ９０．５ 

七戸町 １，９８８ ８４．０ 

六戸町 ２，１６６ ９１．５ 

横浜町 １，８４０ ７７．８ 

東北町 １，９７６ ８３．５ 

六ヶ所村 １４，１７５ ５９９．１ 

上十三地域 ２，８５３ １２０．６ 

青森県 ２，３６６ ― 

平成２１年 市町村民経済計算より  

 

 （５）上十三地域の有効求人倍率 

有効求人倍率の推移（全国、青森県）

0.3 0.3 0.31
0.35

0.42 0.44
0.48

0.38
0.29

0.39

0.56 0.56

0.69

0.86

0.98
1.06

1.02

0.77

0.45

0.56

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

（倍）

青森

全国

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森労働局「求人倍率の状況」より  
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２ 沿革 

   （１）～（３）は平成１４年４月１日、十和田保健所、三沢保健所、上北地方福祉事務所、八 

  戸児童相談所七戸支所が上北地方健康福祉こどもセンターに統合となる前の各部の沿革 

 

（１） 保健総室 

昭和２２年 ７月 １日 七戸保健所が開設する。（七戸町役場の一部を借りる。）管轄区域５町 

１１村（野辺地町、七戸町、三本木町、百石町、大三沢町、浦野舘村、 

甲地村、六ヶ所村、天間林村、十和田村、大深内村、藤坂村、四和村、 

下田村、六戸村、横浜村） 

昭和２７年 ５月 １日 三本木保健所が開設する。（上北郡三本木町大字三本木字南金崎官地） 

管轄区域３町５村（三本木町、大三沢町、百石町、十和田村、藤坂村、

四和村、六戸村、下田村） 

昭和２９年 ３月 １日 三本木保健所大三沢支所が設置する。（大三沢町役場西部支所の一部を 

借用する。） 

  昭和３３年 ９月 １日 大三沢町が三沢市となる。 

昭和３３年１１月２１日 三本木保健所が十和田保健所に、大三沢支所が十和田保健所三沢支所 

に改称する。 

昭和３５年 ８月    十和田保健所及び十和田保健所三沢支所は型別再編成によりＲ４型と 

なる。管轄地域２市３町１村（十和田市、三沢市、百石町、十和田湖町、 

六戸町、下田村） 

昭和３７年 ４月 １日 保健所の機構改正により保健婦係が新設される。 

昭和４０年 １月 １日 十和田保健所三沢支所は昇格し、新保健所法（昭和２２年９月５日法 

律第１０１号）に基づく三沢保健所として発足する。十和田保健所は十 

和田市、十和田湖町、六戸町を管轄、三沢保健所は三沢市、百石町、下 

田村を管轄する。 

昭和４０年 ３月 ２日 十和田保健所Ｒ５型となる。（注） 

昭和４１年 ７月 ２日 十和田保健所Ｌ５型となる。（注） 

昭和４４年 ８月１３日 現在地が市有地から県有地となり、敷地番は十和田市西二番町 55 の 4

に変更（住所は十和田市西二番町 10 の 15） 

昭和４７年 ４月 １日 青森県行政組織規則の改正により、保健所は総務課、環境衛生課、保 

健予防課、保健婦課の四課制となる。 

昭和４９年 ３月３０日 七戸保健所庁舎移転。（七戸町蛇坂 57 の 27）管轄区域５町２村（野 

辺地町、七戸町、横浜町、上北町、東北町、天間林村、六ヶ所村） 

昭和５０年 ９月２２日 十和田保健所が同一敷地内に新築移転する。 

昭和５７年 ４月 １日 十和田保健所Ｌ４型となる。（注） 

平成 元年１１月 １日 十和田保健所上十三地域保健医療推進協議会を設置、事務局を担当す 

る。 

平成 ４年 ４月 １日 青森県行政組織規則の改正により、保健所は総務課、環境衛生課、保 

健予防課、健康増進課の四課制となる。 

 

 （注）かつて保健所は、Ｕ型（都市型）、Ｒ型（農山漁村型）、Ｌ型（人口希薄地域型）に大別され

ていた。 
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平成 ９年 ４月 １日 保健所の再編成により、七戸保健所が廃止され、十和田保健所の管轄 

区域は１市５町１村となる。（十和田市、七戸町、十和田湖町、六戸町、 

上北町、東北町、天間林村）また、三沢保健所の管轄区域は１市２町１ 

村（三沢市、野辺地町、横浜町、六ヶ所村）となり、県行政組織規則等 

の一部改正により、百石町及び下田町は八戸保健所の管轄区域となる。 

 

（２） 旧福祉総室 

  昭和２６年１０月 １日 社会福祉事務所設置に関する条例（昭和 26 年９月 19 日青森県条例第

62 号）により、上北社会福祉事務所として二課制(庶務、福祉）で開設

する。（七戸町字七戸 48 の３上北地方事務所庁舎） 

  管轄区域は５町１１村（野辺地町、七戸町、三本木町、百石町、大三

沢町、横浜村、浦野舘村、甲地村、四和村、大深内村、藤坂村、天間林

村、六戸村、六ヶ所村、十和田村、下田村） 

  昭和２９年 ５月 １日 県条例７号により、上北地方福祉事務所と改称する。 

  昭和３０年 ２月 １日 三本木町、大深内村、藤坂村、四和村が合併し、三本木市となる。（後

に十和田市と改称）（管内管轄地域は４町８村） 

  昭和３３年 ９月 １日 大三沢町が三沢市となる。（管内管轄地域は３町８村） 

              その後、十和田村、六戸村、横浜村、浦野舘村、甲地村、下田村が町

制を施行し、管内管轄地域は次の９町２村となる。 

              野辺地町、七戸町、百石町、十和田湖町、六戸町、横浜町、上北町、 

              東北町、下田町、天間林村、六ヶ所村 

  昭和３９年 ４月 １日 三課制（庶務、保護、福祉）に組織替する。 

  昭和４３年 ５月 １日 十勝沖地震による破損が著しく入居不可能となり、以後三度の庁舎移

転をする。 

  昭和４４年 ４月 １日 二課制（総務、保護）に組織替する。 

  昭和４８年 ４月 １日 三課制（総務、保護、福祉）に組織替する。 

  昭和５３年 ４月 １日 新福祉事務所構想により六法総合担当制に移行し、四課制（総務、福

祉第一、福祉第二、福祉第三）となる。 

  平成 ３年 ４月 １日 現庁舎新築により現在地に移転する。（七戸町字蛇坂 55 の 1） 

  平成 ５年 ４月 １日 平成２年６月の福祉関連８法改正に伴う福祉事務所の組織改正により、 

四課制（総務、福祉調整、福祉推進第一、福祉推進第二)となる。 

  平成 ９年 ４月 １日 県行政組織規則等の一部改正により、百石町及び下田町が三戸地方福

祉事務所の所管となる。管内管轄地域は７町２村（野辺地町、七戸町、

十和田湖町、六戸町、横浜町、上北町、東北町、天間林村、六ヶ所村） 

 

（３） 旧こども相談総室 

  平成１２年 ４月 １日 八戸児童相談所七戸支所として七戸合同庁舎内に設置される。管轄区 

域２市７町２村（十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、十和田湖町、 

六戸町、横浜町、上北町、東北町、天間林村、六ヶ所村） 
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（４） 上北地方健康福祉こどもセンター 

  平成１４年 ４月 １日 県行政機構の一部改正により、上北地方健康福祉こどもセンターが開

設され、総務企画室、保健部、福祉部、こども相談部が設置される。上

十三保健所、上北地方福祉事務所、七戸児童相談所は上北地方健康福祉

こどもセンター併置となる。 

            ア 総務企画室が設置され、センターの庶務事務、企画を担当する。 

            イ 保健部の保健予防課及び生活衛生課は旧十和田保健所庁舎に、健康増

進課は旧三沢保健所庁舎に配置となる。 

  十和田保健所及び三沢保健所は統合し、上十三保健所と改称する。 

ウ 福祉部は福祉調整課、福祉推進第一課、福祉推進第二課の三課体制と

なる。  

エ こども相談部はこども相談第一課、こども相談第二課の二課体制とな 

る。  

八戸児童相談所七戸支所は七戸児童相談所と格上げになる。 

  平成１５年 ４月 １日（福祉部）組織改正により福祉推進課が生活保護単法制となる。 

平成１６年 ４月 １日（福祉部）組織改正により福祉推進課が保護課となる。 

  平成１７年 １月 １日 十和田市と十和田湖町が合併し十和田市となる。 

  平成１７年 ３月３１日 七戸町と天間林村が合併し七戸町となる。東北町と上北町が合併し 

             東北町となる。 

  平成１８年 ３月３１日（保健部）行政改革により三沢庁舎が廃止される。 

  平成１８年 ４月 １日（保健部）健康増進課が十和田庁舎に配置となる。 

  平成１９年 ３月３１日 組織改正により上北地方健康福祉こどもセンターが廃止となる。 

 

（５） 上北地域県民局 地域健康福祉部 

  平成１９年 ４月 １日 組織改正により、上北地域県民局地域健康福祉部が開設され、企画調

整室、保健総室、福祉総室、こども相談総室が設置される。上十三保健

所、上北地方福祉事務所、七戸児童相談所は上北地域県民局地域健康福

祉部併置となる。 

            ア 企画調整室は部の庶務事務、企画を担当する。 

            イ 保健総室は指導予防課、生活衛生課、健康増進課の三課体制となる。 

ウ 福祉総室は福祉調整課、保護課の二課体制となる。 

エ こども相談総室は二課体制から、障害・地域支援と養護・非行等支援

の二グループ制となる。 

  平成２０年 ４月 １日 組織改正により、企画調整室は廃止、福祉総室とこども相談総室が統 

             合されて、福祉こども総室となる。 

            ア 部の庶務事務、企画は保健総室指導予防課が担当する。 

            イ 福祉こども総室は福祉調整課、保護課、こども相談課の三課体制とな

る。



３ 機構図と分掌事務 

（１） 機構図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部内の庶務、医事、薬事、感染症、エ

イズ、結核、医師・看護学生実習、保

健統計調査、保健・医療・福祉包括ケ

アシステム等 

母子保健、健康づくり事業、栄養改善、

歯科保健、在宅ケア、精神保健福祉、

難病等 

食品衛生、生活衛生等 

社会福祉法人・福祉施設等指導監査 

市町村施行事務指導監査 

児童扶養手当等の各種手当の認定 

母子相談及び母子・寡婦福祉資金の貸付等 

配偶者からの暴力に関する相談 

 

〒039-2594 

七戸町字蛇坂55-1 

TEL 0176-62-2145 

FAX 0176-62-2454 

（福祉調整課・保護課） 

TEL 0176-60-8086 

FAX 0176-62-8087 

（こども相談課） 

（ 

次  長 

次  長 

こ ど も 相 談 課  

・ 

保 護 課  生活保護 

福 祉 調 整 課  

監 査 担 当 総 括 主 幹 

健 康 増 進 課  

生 活 衛 生 課  

指 導 予 防 課  

福祉こども総室長 

【福祉こども総室】 

（上北地方福祉事務所・七戸児童相談所） 

〒034-0082 

十和田市西二番町10-15 

TEL 0176-23-4261 

FAX 0176-23-4246 

保 健 総 室 長 

上
北
地
域
県
民
局 

地
域
健
康
福
祉
部
長 

（
福
祉
こ
ど
も
総
室
長
事
務
取
扱
） 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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要護児童の一時保護・児童の養護・障害・

非行・不登校・育成に関する相談、児童虐

待防止及び子育て支援、里親の育成、市町

村児童相談体制への支援、心理判定・心理

治療、医学診断 

【保健総室】（上十三保健所） 
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（２） 分掌事務 

保健総室 

指導予防課 

 １ 部内の庶務に関すること。 

２ 各種地域計画・市町村計画支援に関すること。 

３ 青森県保健医療計画に関すること。 

４ 健康危機管理に関すること。 

５ 感染症予防に関すること。 

６ 結核予防に関すること。 

７ 医務関係施設の許認可及び監視指導に関すること。 

８ 薬務関係施設の許認可及び監視指導に関すること。 

９ 人口動態、保健統計調査に関すること。 

10 保健・医療・福祉包括ケアシステムの推進に関すること。 

11 地域保健・医師・看護学生研修等に関すること。 

生活衛生課 

１ 食品営業関係施設の許認可・登録及び監視指導に関すること。 

２ 食中毒防止、不良食品対策に関すること。 

３ 対ＥＵ輸出ホタテ貝サンプリング事業に関すること。 

４ 生活衛生営業施設等の許認可及び検査確認等に関すること。 

５ 特定建築物衛生対策に関すること。 

６ 飲料水の衛生対策に関すること。 

７ 温泉及び化製場等に関すること。 

健康増進課 

１ 健康づくり事業（健康あおもり２１・圏域計画）の推進に関すること。 

２ 特定給食施設栄養管理指導に関すること。 

３ 長期療養児療育相談指導に関すること。 

４ 未熟児・妊産婦の訪問指導に関すること。 

５ 産後の育児サポートの推進に関すること。 

６ 歯科保健の推進に関すること。 

７ 精神保健福祉の推進に関すること。 

８ 難病対策の推進に関すること。 

９ 介護予防の推進に関すること。 

10 地区組織の育成（食生活改善推進員、保健協力員等）に関すること。 
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福祉こども総室 

福祉調整課 

１ 障害者自立支援法、保育事務等に係る市町村法施行事務指導監査に関すること。 

２ 社会福祉法人・福祉施設並びに介護保険事業所及び指定障害福祉サービス事業所の指導監

査に関すること。 

３ 社会福祉施設許認可業務に関すること。 

４ 老人福祉・身体障害者福祉及び知的障害者福祉の広域的連絡調整に関すること。 

５ 母子寡婦福祉資金の貸付及び償還に関すること。 

６ 児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。 

７ 民生委員・児童委員に関すること。 

８ 配偶者からの暴力防止に関すること。 

９ 災害総括に関すること。 

10 日本赤十字事業に関すること。 

保護課 

１ 生活保護に関すること。 

  野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村 

こども相談課 

１ 児童の養護（虐待を含む）・保健・障害・非行・育成等に係る相談、調査、指導及び措置 

  に関すること。 

２ １歳６か月児・３歳児精神発達精密健康検査及び事後指導に関すること。 

３ 児童環境づくり支援事業に関すること。 

４ 市町村要保護児童対策地域協議会支援に関すること。 

５ 子ども虐待防止対策事業に関すること。 

６ 心理判定・心理治療に関すること。 

７ 医学診断及び指導に関すること。 

８ 社会福祉統計に関すること。 

９ 里親会の育成指導に関すること。 

10 電話相談に関すること。 

11 虐待ホットラインに関すること。
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（３） 各総室課別・職種別職員数 

（平成 24年 4月 1日現在） 

 

職 種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総室名 

・課別 

一

般

職

員 

 医

師 

獣

医

師 

薬

剤

師 

保

健

師 

管

理

栄

養

士 

診

療

放

射

線

技

師 

農

業 

運

転

技

能

員 

非 

常 

勤 

    

 

 

 

合 

 

 

 

計 

身

体

障

害

者

福

祉

司 

知

的

障

害

者

福

祉

司 

児

童

福

祉

司 

ケ

│

ス

ワ

│

カ

│ 

児

童

心

理

司 

再

任

用

職

員 

婦

人

相

談

員 

母

子

自

立

支

援

員 

就

労

支

援

相

談

員 

市

町

村

児

童

家

庭

相

談

支

援

員 

嘱

託

医 

児

童

福

祉

等

補

助

職

員 

非

常

勤

事

務

員 

地域健康

福祉部長     
①                   

 
   1 

 【保健総室】 

保健 

総室長 
      1             

 
   1 

次長 1                       1 

指導 

予防課 
3        3 2  1  2 1     

 
  1 12 

生活 

衛生課 
       5 1    1       

 
   7 

健康 

増進課 
3         10 1    3     

 
3   17 

小 計 7      1 5 4 12 1 1 1 2 4      3  1 38 

 【福祉こども総室】 

福祉こど

も総室長 
①                   

 
   ① 

次長 1                       1 

総括主幹 4                       4 

福祉 

調整課 
6 1 ①             3  1 1  

 
  1 9 

保護課 18    16          3    1  2   21 

こども 

相談課 
7   5  2         3     1 ①  1 1 10 

小 計 36 1  5 16 2         9  1 1 1 1 2 1 2 45 

合  計 43 1 1 5 16 2 1 5 4 12 1 1 1 2 13  1 1 1 1 5 1 3 83 

※ 地域健康福祉部長は福祉こども総室長事務取扱（表中①として再掲） 

※ 福祉調整課の身体障害者福祉司と知的障害者福祉司は兼務（表中①として再掲） 

※ こども相談課の嘱託医は保護課嘱託医と兼務（表中①として再掲） 



 - 11 -  

４ 平成２４年度上北地域県民局地域健康福祉部運営方針 

 

（１） 部基本方針 

住民が健康で安心して暮らせる社会づくりのために、保健総室・福祉こども総室の連携を強化し、

保健・医療・福祉サービス総合的一体的な提供を図るため、次のとおり運営する。 

 

ア 保健総室では、地域保健法の基本方針の趣旨を踏まえ、健康危機管理の強化、健康増進法に基

づく健康づくりの促進、保健医療福祉が緊密に連携したケア提供の推進をするとともに、食品衛

生法等関係法令に基づく食品衛生、生活衛生関係施設に対する監視指導及び自主衛生管理の促進

を図る。 

イ 福祉こども総室では、福祉関係各法業務の適正な実施を図るため、関係機関との連携強化に努

めるほか、市町村における福祉サービス業務の実施体制の整備等への積極的な支援を行っていく

とともに、指導監査等の充実による地域福祉活動を行う法人・施設への支援など、地域福祉の向

上に努める。 

  また、複雑多様化する児童相談に迅速かつ適切に対応し、地域における児童虐待未然防止活動

や要保護児童地域対策協議会等への支援のさらなる充実・強化を図る。 
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（２） 各総室重点目標及び具体的事項 

（保健総室） 

ア 重点目標 

（ア） 健康危機管理体制の強化 

（イ） 健康づくり及び安全づくりの推進 

（ウ） 保健医療福祉が連携したケアの推進 

（エ） 食品衛生及び生活衛生等に対する監視指導の徹底 

イ 具体的事項 

（ア） 健康危機管理体制の強化 

ａ 新型インフルエンザ地域医療体制の整備 

     ｂ 危機管理現地対策本部等の体制整備 

     ｃ 在宅結核患者支援体制（地域ＤＯＴＳ）の確立 

     ｄ 医療施設における医療安全・院内感染対策への支援 

（イ） 健康づくり及び安全づくりの推進 

     ａ 健康上十三２１の推進及び市町村計画の支援 

     ｂ 喫煙・飲酒対策の推進 

     ｃ 肥満・糖尿病予防対策の推進 

ｄ ８０２０運動の普及啓発 

ｅ こころの健康づくりの推進 

ｆ 食育の推進 

ｇ 十和田市のセーフコミュニティ活動への支援 

（ウ） 保健医療福祉が連携したケアの推進 

     ａ 保健医療福祉包括ケアを推進し、地域連携パスの上十三地域における展開を図る 

     ｂ 妊産婦が安心して出産子育てを進めることができるよう、関係機関のネットワークの強

化を推進する。 

     ｃ 社会復帰施設利用促進と社会適応訓練事業制度活用の推進 

     ｄ 障害当事者の会及び家族会の自立支援及びボランティア組織活動の支援 

ｅ 難病患者の在宅療養支援の充実 

ｆ 地域・職域が連携した自殺総合対策のためのネットワークの強化 

ｇ 育児不安や虐待ハイリスク者への総記対応及び虐待の予防のため、関係機関のネットワ

ークの強化を推進する 

  （エ） 食品衛生及び生活衛生施設等に対する監視指導の徹底 

     ａ 重点監視項目の設定及び年間監視計画による効率的、効果的な監視指導の実施 

ｂ 営業者等に対する自主衛生管理の啓発及び指導の徹底 

ｃ 食品衛生知識の向上を図るための衛生講習会の実施 

ｄ 入浴施設におけるレジオネラ症発生防止のための自主衛生管理の徹底 

     ｅ 飲用井戸及び貯水槽により供給される飲用水の衛生を確保するための管理指導の実施 
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（福祉こども総室） 

ア 組織目標 

（ア） 遅滞のない福祉サービスの提供 

（イ） 指導監査の効率化 

（ウ） 生活保護（変更）申請等に対する迅速な初動調査の実施 

（エ） 児童相談業務における実施体制の強化 

（オ） 収入未済の解消に向けた取り組みの強化 

イ 取組方針 

（ア） 遅滞のない福祉サービスの提供 

 標準処理期間の設定があるものはその期間内、また設定がない場合でも速やかに対応す

る。 

  （イ） 指導監査の効率化 

  指導監査実施後、速やかに監査結果を通知し、指摘があった場合は速やかに改善報告を

求め、指導結果を法人、施設の運営に確実に反映させる。 

（ウ） 生活保護（変更）申請等に対する迅速な初動調査の実施 

  生活保護申請については、申請後３日以内に法第２９条による資産調査を実施、１週間

以内に初回面接を実施する。 

  保護変更申請、請求書については、受理後１週間以内に調査を実施する。 

（エ） 児童相談業務における実施体制の強化 

  虐待通告における４８時間以内の児童の安全確認の厳守。 

  虐待通告は即日、その他の相談についても１週間以内に受理会議を開催し、当面の調

査・診断の方針を決定する。 

（オ） 収入未済の解消に向けた取り組みの強化 

収入未済対策会議を定期的に開催し、滞納者個々の滞納原因を把握の上、納入指導方法

等の検討により納入指導を実施し、母子寡婦福祉資金償還金等の収入未済の解消を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

５ 平成２４年度 健康相談等日程表 
 （保健総室） 

１ ※印は、「実施日」が祝祭日である等の事情により、「実施曜日」以外の日になっています。 

２ ＨＩＶ（エイズ）、Ｂ型及びＣ型肝炎検査、骨髄バンク、精神保健関係のご相談は、なるべく予約をしてご利用ください。

 
種      類 

対    象 

（内  容） 
受付時間 実施曜日 

２４年 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

１０月 

 

１１月 

 

１２月 

２５年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 
 
 
 
 
上 

 

 

十 

 

 

三 

 

 

保 

 

 

健 

 

 

所 
 

結 核 診 査 協 議 会  15:30～16:30 
第 ２ 水 １１ 

 

 

９ １３ １１ ８ １２ １０ １４ １２ ９ １３ １３ 

第 ４ 水 ２５ ２３ ２７ ２５ ２２ ２６ ※３１ ２８ ２６ ２３ ２７ ２７ 

結核健康診断及び精密検診 結核患者家族及び接触者 

結 核 登 録 患 者 

9:00～11:00 第 １ 火 ３ ※８ ５ ３ ※7/31 ４ ２ ６ ４ ※８ ５ ５ 

9:00～11:00 第 １ 木 ５ ※１０ ７ ５ ２ ６ ４ ８ ６ ※１０ ７ ７ 

Ｑ Ｆ Ｔ 検 査 家族・接触者で必要な者 9:00～11:00 
第 １ 火 ３ ― ５ ３ ※7/31 ４ ２ ６ ４ ※８ ５ ５ 

第 ３ 火 １７ ※２２ １９ １７ ２１ １８ １６ ２０ １８ ※２２ １９ ※２６ 

ＨＩＶ（エイズ）に 

関 す る 相 談 
一 般 県 民 13:00～14:00 

第 １ 火 ３ ※８ ５ ３ ※7/31 ４ ２ ６ ４ ※８ ５ ５ 

第 ３ 火 １７ ※２２ １９ １７ ２１ １８ １６ ２０ １８ ※２２ １９ ※２６ 

Ｂ型及びＣ型肝炎検査 一 般 県 民 
（告 知） 第 １ 火 ３ ※８ ５ ３ ※7/31 ４ ２ ６ ４ ※８ ５ ５ 

11:00～12:00 第 ３ 火 １７ ※２２ １９ １７ ２１ １８ １６ ２０ １８ ※２２ １９ ※２６ 

骨髄バンク登録相談 骨髄バンク登録希望者 9:00～10:00 第 ４ 火 ２４ ※２９ ２６ ２４ ２８ ２５ ２３ ２７ ２５ ※２９ ２６ ※１９ 

療  育  相  談 発達が気になる児童 

継続 
9:30～10:30 
新規 
10:30～11:00 

指 定 月 

(第４水) 
※１１ ２３ ２７  ２２ ※１９ ２４ ２８ ※１９ ２３  ※１３ 

女 性 健 康 相 談 思春期から更年期に至る女性 10:00～10:30 第 ３ 火 １７ １５ １９ １７ ２１ １８ １６ ２０ １８ １５ １９ １９ 

精 神 保 健 福 祉 相 談 精神・神経・飲酒等の相談 13:00～14:00 第 ３ 水 １８ １６ ２０ １８ １５ １９ １７ ２１ ※１２ ※２３ ※１３ ※１３ 

相三 
談沢 
セ市 
ン保 
タ健 
｜ 

療  育  相  談 発達が気になる児童 

継続 
9:30～10:30 
新規 
10:30～11:00 

指 定 月 

(第４水) 
   ２５       ２７  

‐14 
- 
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（福祉こども総室こども相談課） 

 平成２４年度１歳６か月児・３歳児精神発達精密健康診査及び事後指導実施日程 

実施年月日 曜日 実施市町村 実施会場 

平成２４年 ５月１８日 （金） 十和田市 十和田市保健センター 

      ５月２４日 （木） 六ヶ所村 六ヶ所村保健相談センター 

      ５月２５日 （金） 東北町 東北町保健福祉センター 

      ６月 １日 （金） 六戸町 六戸町就業改善センター 

      ６月 ７日 （木） 三沢市 三沢市保健相談センター 

      ６月１５日 （金） 野辺地町 野辺地町健康増進センター 

      ７月 ２日 （月） 七戸町 七戸町天間林保健センター 

      ８月１０日 （金） 横浜町 横浜町保健センター 

      ８月２７日 （月） 十和田市 十和田市保健センター 

      ８月３１日 （金） 三沢市 三沢市保健相談センター 

      ９月 ７日 （金） 六戸町 六戸町就業改善センター 

      ９月１８日 （火） 六ヶ所村 六ヶ所村保健相談センター 

１０月１２日 （金） 東北町 東北町保健福祉センター 

     １１月 ２日 （金） 七戸町 七戸町天間林保健センター 

１１月１９日 （月） 三沢市 三沢市保健相談センター 

     １２月 ７日 （金） 六戸町 六戸町就業改善センター 

     １２月１０日 （月） 野辺地町 野辺地町健康増進センター 

平成２５年 １月１８日 （金） 十和田市 十和田市保健センター 

      １月２４日 （木） 六ヶ所村 六ヶ所村保健相談センター 

１月３１日 （木） 三沢市 三沢市保健相談センター 

２月１４日 （木） 横浜町 横浜町保健センター 

３月 １日 （金） 七戸町 七戸町天間林保健センター 

３月１２日 （火） 東北町 東北町保健福祉センター 

３月１４日 （木） 野辺地町 野辺地町健康増進センター 
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第２ 各総室の事業概要 

 

 

各 課 共 通 
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１ 地域健康福祉対策企画・支援事業 

市町村が実施する身近な保健福祉サービスは、市町村だけでは対応が難しい専門的・技術的判断

を必要とする場合があるため、地域健康福祉部の持つ機能を活用し、各種計画の策定支援や地域保

健福祉従事者支援等を、市町村の要請に応じ行った。 

併せて、部の情報発信機能を強化し、保健福祉関連情報の収集・提供等を行った。 

 

（１） 地域保健福祉に関する情報の収集、活用及び提供 

当部からの情報提供として、上北地域県民局地域健康福祉部ホームページを公開した。 

ア ホームページ 

（ア）内  容  各総室の業務内容紹介、関係機関リンク集、所在地図等 

  （イ）更新回数  随時 

 

 

２ 部内の連絡調整 

部内各総室間の連携を強化し、業務を円滑に推進するため、運営会議を実施している。 

 

ア 平成２３年度開催状況 

名 称 会 議 内 容 参集範囲 開催時期 

部内会議 
・共通課題への検討及び連絡調整 

・情報提供等 
各総室の課長以上の職員 

１回 

４月 
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３ 債権管理の体制 

債権管理については、平成１９年４月１日に定めた「上北地域県民局地域健康福祉部収入未済解消対

策要綱」に基づき、主に収入未済対策会議を開催し、収入未済の解消に努めることとしている。 

 

（１）事務分担 

ア 収入未済対策会議の招集･･･各総室長 

イ 償還指導等      ･･･発生各総室で対応 

 

（２） 収入未済対策会議 

ア 開催予定時期･･･９月、２月 

イ 検討事項 

（ア） 納入金等長期に滞納（納入期限後概ね６ヶ月を経過）している債務者の状況分析及び債務

者に対する具体的指導方針の検討・策定に関すること。 

（イ） 上記の指導方針の実施状況の管理に関すること。 

（ウ） その他納入促進を図るために必要と認められること。 

ウ 構成員 

（ア） 各総室･･･総室長、次長、債権に関する課長（査察指導員を含む）、ケース担当者、徴収 

        事務（債権）担当者、その他納入指導に関係のある職員 

 

（３） 償還指導等 

長期に滞納しているケースについて、収納未済対策会議での検討結果を踏まえ、各総室が家庭訪問

等により償還指導等を行う。 
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４ 収入未済対策会議の開催状況 

収入未済金のうち、保護課は、生活保護費に係る返還金、福祉調整課は、母子寡婦福祉資金貸付金に

係る償還金が多額となっている。また、こども相談課は、施設入所に係る費用徴収金の未納額が多額と

なっている。 

このことから「収入未済解消対策要綱」により、平成２３年度において収入未済対策会議を下記のと

おり開催し、償還指導等を行った。 

なお、平成２４年度においても収入未済対策会議を開催し、会議での検討結果を踏まえ、各総室が収

入未済の早期解消に努めることとする。 

（１） 生活保護費返還金 

実施年月日 ケース検討数 備   考 

H23.9.26  ８ 
過年度に調定（返納命令）を行った 63条・78条・戻入のうち、

納入の見込があるもの。 

H24.3.8  ２ 

 第１回会議となったケースのうち、会議後に納入が全くない

もの及び現年度に調定（返納命令）を行った 63条・78条・戻入

のうち、納入が全くないもの。 

 

（２） 母子福祉資金貸付金償還金 

実施年月日 ケース検討数 備   考 

H23.9.27 １１ 
納入のないケースのうち、会議にかける事により、徴収可能

になると思われるもの。 

H24.3.9  ７ 
 納入のないケースのうち、会議にかける事により、徴収可能

になると思われるもの。 

 

（３） 児童福祉施設入所に係る費用徴収金 

実施年月日 ケース検討数 備   考 

H23.9.30  ８ 
 施設入所を継続し、長期間納入がなく、生活困難により未納

となっているケース。 

H24.3.7  ７ 
 施設入所を継続し、長期間納入がなく、生活困難により未納

となっているケース。 

 

（４） 児童扶養手当徴収金 

実施年月日 ケース検討数 備   考 

H23.9.27 ２ 
 納入のないケースのうち、会議にかける事により、徴収可能

になると思われるもの。 

H24.3.9 ２ 
 納入のないケースのうち、会議にかける事により、徴収可能

になると思われるもの。 
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（５） 未熟児養育医療一部負担金 

実施年月日 ケース検討数 備   考 

H23.9.20 ３ 
 納入のないケースのうち、会議にかける事により、徴収可能

になると思われるもの。 

H24.3.1 ３ 
 納入のないケースのうち、会議にかける事により、徴収可能

になると思われるもの。 
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５ 歳入・歳出関係 

（１） 一般会計 

ア 歳入 

（ア）証紙収入を除く歳入                         （単位：円） 

款 目 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

 

 
児童福祉費 2,899,940 1,280,080 0 1,619,860 

過年度収入 9,348,910 250,406 1,323,070 7,775,434 

民生負担金 12,248,850 1,509,916 1,323,070 9,415,864 

 
健康推進費 1,699,70 1,695,430 0 4,320 

過年度収入 79,044 8,000 0 71,044 

環境保健負担金 1,778,794 1,703,430 0 75,364 

分担金及び負担金 14,027,644 3,213,346 1,323,070 9,491,228 

 
 土地建物等 3,000 3,000 0 0 

環境保健使用料 3,000 3,000 0 0 

 
 健康推進費 0 0 0 0 

環境保健手数料 0 0 0 0 

使用料及び手数料 3,000 3,000 0 0 

 
 

総務費 0 0 0 0 

民生費 24,702,118 15,912,246 0 8,789,872 

過年度収入 40,434,229 3,542,087 8,466,702 28,425,440 

雑入 161,447 161,447 0 0 

雑入 65,297,794 19,615,780 8,466,702 37,215,312 

諸収入 65,297,794 19,615,780 8,466,702 37,215,312 

合計 79,328,438 22,832,126 9,789,772 46,706,540 

 

（イ）証紙収入による歳入         （単位：円） 

細 節 件 数 金 額 

総務学事課 60 45,000 

医療施設等許可 7 226,000 

薬事 65 1,028,500 

温泉 39 1,365,000 

食品関係営業許可 740 9,026,250 

公衆浴場営業許可 3 66,000 

旅館営業許可 1 22,000 

理容所等開設検査 16 256,000 

クリーニング所開設検査 1 16,000 

建築物衛生管理業者登録 9 315,000 

合  計 941 12,365,750 
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  イ 歳出                                 （単位：円） 

款 科  目 令 達 額 支出済額 残   額 

総務費 財産管理費 149,205 149,205 0 

民生費 

社会福祉総務費 304,600 304,340 260 

福祉事務所費 9,011,470 8,459,157 552,313 

老人福祉費 186,000 160,000 26,000 

婦人福祉費 49,000 39,000 10,000 

障害者福祉費 47,471,625 47,286,173 185,452 

地域福祉費 13,000 13,000 0 

児童福祉総務費 1,200,000 1,097,098 102,902 

児童措置費 18,563,000 15,498,774 3,064,226 

児童相談所費 6,038,570 5,785,452 253,118 

障害児福祉費 7,000 7,000 0 

母子福祉費 428,450,460 428,297,170 153,290 

生活保護総務費 5,320,000 5,083,973 236,027 

扶助費 962,202,000 952,332,897 9,869,103 

国民健康保険費 11,000 11,000 0 

環 境 

保健費 

結核対策費 1,829,600 1,677,071 152,529 

予防費 886,540 776,192 110,348 

生活習慣病対策費 369,895 354,051 15,844 

母子保健対策費 624,080 487,960 136,120 

精神保健福祉費 1,113,200 962,496 150,704 

食品衛生費 1,297,760 1,293,869 3,891 

生活衛生総務費 735,370 735,370 0 

生活衛生指導費 93,000 93,000 0 

保健所費 10,227,000 10,018,515 208,485 

医務費 979,656 313,920 665,736 

薬務費 467,000 335,461 131,539 

企画調整費 790,602 737,102 53,500 

合  計 1,498,390,633 1,482,309,246 16,081,387 
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（２）母子寡婦福祉特別会計 
ア 歳入                                  （単位：円） 

款 目 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

 

 
現年度収入 43,274,939 39,631,816 0 3,643,123 

過年度収入 35,672,719 3,484,051 0 32,188,668 

母子福祉資金貸付金収入   0  

 
現年度収入 941,550 941,550 0 0 

過年度収入 1,145,881 103,002 0 1,042,879 

寡婦福祉資金貸付金収入 2,087,431 1,044,552 0 1,042,879 

 
現年度収入 0 0 0 0 

過年度収入 67,000 32,000 0 35,000 

雑入・母子寡婦 67,000 32,000 0 35,000 

諸収入 81,102,089 44,142,419 0 36,909,670 

 

イ 歳出                                  （単位：円） 

款 科  目 令 達 額 支出済額 残  額 

母子寡婦

福祉資金

貸 付 費 

指導調査費 352,000 352,000 0 

母子福祉資金貸付費 53,000,000 45,705,000 7,295,000 

寡婦福祉資金貸付費 1,800,000 612,000 1,188,000 

合  計 55,152,000 46,669,000 8,483,000 
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保 健 総 室 

＜上十三保健所＞ 

 

 

Ⅰ 指導予防課関係業務 
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１ 衛生教育  

 住民の暮らしの中の健康問題などについて、広く衛生思想の普及向上を図ることを目的

に、地域住民に対して衛生教育を実施しており、平成２３年度は４４回の衛生教育を実施

した。  

平成２４年度も同程度実施予定である。  

 

（１） 平成２３年度衛生教育実施状況 
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計 

再掲 

結 

核 

エ
イ
ズ 

回数 13 10 0 6  1 5 15  4   0 0 0 44 

 

 

 

 

 

 

平成２３年度衛生教育実施状況

食品
9%

栄養・健康増進
34%

成人・老人
11%

母子
2%

精神
14%

感染症
30%
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２ 医務関係  

 管内の全病院をはじめ、一部の診療所、施術所等に対し、「医療従事者の勤務実態の状況」、

「医療に係る安全管理のための体制整備状況」などを重点に監視・指導を実施した。  

  

（１） 医務関係施設数          （平成２４年３月３１日現在） 

市町村名 
 
 
 
 
 
区 分 

総

数 

十

和

田

市 

三

沢

市 

野

辺

地

町 

七

戸

町 

六

戸

町 

横

浜

町 
東

北

町 

六

ヶ

所

村 

病院 13 5 4 1 1 1  1  

 病床数 1,961 1,008 494 199 120 30  110  

 一 般 1,087 445 288 151 120 30  53  

 精 神 699 559 140       

 結 核 0                 

 感染症 4 4          

 療 養 171  66 48      57  

診療所 96 40 17 6 9 5 3 9 7 

 無 床 68 25 15 3 6 4 3 7 4 

 有 床 28 15 2 3 3 1     2    2 

病床数 一 般 365 188 11 57 54 9    22 24 

 療 養 45 27   3   15  

歯科診療所 72 29 18 9    5 3 1 4 3 

助産所 2 1          1 

施術所 175 81 26 16 17 9 3 18 3 

歯科技工所 27 13 8 2 1 3    

衛生検査所 0         

介護老人保健施設 8 4 1 2 1     
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（２）医療従事者数 

 項目 

 

職種 

実数 人口１０万対 

上十三 青森県 全国 上十三 青森県 全国 

医師 221 2,636 295,049 120.3 191.9 230.4 

歯科医師 94 781 101,576 51.2 56.9 79.3 

薬剤師 233 2,012 276,517 126.8 146.5 215.9 

保健師 101 571 45,028 55.0 41.6 35.2 

助産師 15 297 29,672 8.2 21.6 23.2 

看護師 1,163 11,354 952,723 632.9 826.7 744.0 

准看護師 862 6,102 368,148 469.1 444.3 287.5 

理学療法士 
常勤換算 

20.2 

常勤換算 

393.8 

常勤換算 

47,541.2 
11 28.7 37.1 

作業療法士 
常勤換算 

21.0 

常勤換算 

385.0 

常勤換算 

30,795.0 
11.4 28.0 24.0 

言語聴覚士 
常勤換算  

2.0 

常勤換算  

82.2 

常勤換算  

9,663.1 
1.1 6.0 7.5 

管理栄養士・栄養士 
常勤換算 

35.8 

常勤換算 

234.3 

常勤換算 

23,967.0 
19.5 17.1 18.7 

診療放射線（Ｘ線）技師 
常勤換算 

49.5 

常勤換算 

433.4 

常勤換算 

39,154.6 
26.9 31.6 30.6 

臨床（衛生）検査技師 
常勤換算 

69.1 

常勤換算 

539.4 

常勤換算 

49,144.4 
37.6 39.3 38.4 

歯科衛生士 92 703 103,180 50.1 51.2 80.6 

歯科技工士 64 591 35,413 34.8 43.0 27.7 

 

（３） 医療監視の状況 

年 度 23 22 21 20 

区 分 
対 象 

施 設 数 

実 施 数 対 象 

施 設 数 

実 施 数 対 象 

施 設 数 

実 施 数 対 象 

施 設 数 

実 施 数 

実施率 % 実施率 % 実施率 % 実 施 率 % 

病  院 13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

100.0 100.0 100.0 100.0 

一般診療所 96 
15 

98 
24 

101 
5 

100 
32 

15.6 24.5 5.0 32.0 

歯科診療所 72 
28 

72 
7 

69 
2 

69 
2 

38.9 9.7 2.9 2.9 

助 産 所 2 
0 

2 
0 

1 
0 

1 
0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

施 術 所 174 
34 

163 
0 

161 
7 

160 
3 

19.5 0.0 4.3 1.9 
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（４） 救急医療機関の状況 

 「救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令）」に基づいて、医療機関の申し出を受  

けて知事が救急病院、救急診療所として指定している。現在、次の６施設が指定を受けてい  

る。  

（平成２４年３月３１日現在）  

番号 施 設 名 所 在 地 電話番号 

1 十和田市立中央病院 十和田市西十二番町１４－８ 0176-23-5121 

2 十和田第一病院 十和田市東三番町１０－７０ 0176-22-5511 

3 三沢市立三沢病院 三沢市大字三沢字堀口１６４－６５ 0176-53-2161 

4 公立野辺地病院 野辺地町字鳴沢９－１２ 0175-64-3211 

5 公立七戸病院 上北郡七戸町字影津内９８－１ 0176-62-2105 

6 六戸町国民健康保険病院 上北郡六戸町大字犬落瀬字後田４２－１ 0176-55-3121 
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３ 薬事関係 

 薬局・医薬品販売業、毒物劇物販売業について、「有資格者による実務管理」、「薬局における医薬

品の業務に係る医療の安全を確保するための措置」、「販売方法」などを重点に監視・指導を実施した。 

 

（１）  薬事関係施設数                                                                 

（平成２４年３月３１日現在） 

 
             市町村名 
  
 
 
   区  分 

総
数 

十

和

田

市 

三

沢

市 

野

辺

地

町 

七

戸

町 

六

戸

町 
横

浜

町 

東

北

町 

六

ヶ

所

村 

薬局   66   29   15    6    7    3 1    5  

一般販売業(みなし店舗)    2    1             1     

卸売販売業    6    2    2  1    1    

 

一般 2 2        

小規模 2  1  1     

特定品目 4 2  1     1 

サンプル 0         

薬種商販売業(みなし店舗) 19     4   4    1    5         3    2 

店舗販売業 32 18 6 3 2   2 1 

配置販売業    7    2    1    1    3  

配置従事者   20   7   5    1  2        5  

特例販売業   9    6    1    1           1 

  一般    0               

  歯科    0         

  ガス    4    2    1            1 

  綿 0                 

高度管理医療機器販売業等 55 28 8 6 5 1  2 5 

管理医療機器販売業  311  127   60   32   26   20    5   27   14 

  販売業 292  120   58   30   24   17    5   24   14 

  賃貸業  3   2   1          

 販売業賃貸業 16 5 1 2 2 3  3  

医療機器修理業    3    3        

毒物劇物販売業  157 70  22   7   14   11    3   13   17 

  一般   70   33   13    3    4    2          2   13 

  農業用   82   32   9    4   10   9    3  11    4 

  特定    5   5           
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（２） 薬事監視の状況 

年   度 ２３ ２２ ２１ ２０ 

区   分 
対 象 実施数 対 象 実施数 対 象 実施数 対 象 実施数 

施設数 実施

率% 

施設数 実施

率% 

施設数 実施

率% 

施設数 実施

率% 

製造業 

医薬品 1 
0 

1 
1 

1 
0 

1 
0 

0 100.0% 0 0 

薬局 7 
0 

6 
2 

5 
0 

5 
2 

0 33.3% 0 40 

輸入販売業 医薬品 1 
0 

1 
0 

1 
0 

1 
0 

0 0.0% 0 0 

薬局 66 
25 

69 
34 

66 
7 

66 
21 

37.8 49.2% 10.6 31.8 

医薬品 

販売業 

一般 2 
2 

5 
4 

5 
0 

7 
0 

100.0 80.0% 0 0 

卸売 8 
3 

6 
4 

3 
1 

3 
0 

37.5 66.7% 33.3 0 

薬種商 19 
25 

43 
22 

51 
13 

56 
17 

131.6 51.2% 25.5 30.3 

店舗 32 
3 

12 
3 

3 
0 

- 
- 

9.4 25.0% 0 - 

配置 7 
0 

7 
1 

7 
0 

7 
0 

0 14.3% 0 0 

特例 4 
3 

9 
5 

11 
1 

13 
0 

75.0 55.6% 9.1 0 

高度管理医療機器 
366 

55 
355 

63 
339 

1 
414 

37 

・管理医療機器販売業 15.0 17.7% 0.3 8.9 

毒物

劇物 

製造業 2 
0 

2 
1 

2 
0 

2 
0 

0 50.0% 0 0 

販売業 157 
35 

153 
26 

135 
20 

154 
11 

22.3 17.0% 14.8 7.1 

麻薬取扱施設 120 
51 

120 
60 

117 
22 

118 
36 

42.5 50.0% 18.8 30.5 

 

（３） 薬物乱用防止活動 

  関係機関及び青森県薬物乱用防止指導員等の協力を得ながら､不正大麻・けしの除去に努めた。 

また、各種会合等を利用した薬物乱用防止啓発活動や学校での薬物乱用防止教室への協力を行った。 

ア 不正大麻・けしの除去本数 

（ア） 大麻除去本数 

 平成23年 平成22年 平成21年 平成20年 

管内（本数／箇所数） 138,048／48 2,355／59 33,226／53 2,495／13 

県 （本数／箇所数） 482,971／261 74,843／311 189,036／291 148,585／128 

（イ） けし除去本数 

    平成23年 平成22年 平成21年 平成20年 

管内（本数／箇所数） 382／23 730／21 360／15 1,942／10 

県 （本数／箇所数） 6,721／288 3,100／199 2,846／322 9,204／106 
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 イ 講習会等の啓発活動 

事業名 開催年月日 開催場所 対象者 参加人員 
備考 

（講師等） 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運
動及び国連支援募金 

平成23年6月20日
～7月19日 

管内の薬局・薬
店等の協力店舗 

住民等   
ポスター掲示
募金箱設置 

薬物乱用防止指導員 
上十三地区協議会 

平成23年7月1日 
十和田合同庁舎
会議室 

上十三地区薬
物乱用防止指
導員 

33 総会 

(薬物乱用防止指導員による
)各種会合を利用した啓発及
び産業祭りなどのイベント
を利用した啓発 

随時 各地 住民等 多数 
町内会、婦人
会、各市町村
産業祭等 

薬物乱用防止指導員上十三
地区協議会街頭キャンペー
ン 

平成23年11月22日 
ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ十
和田店 

住民等 12 啓発資材配布 

 

（４） 献血状況 

  献血の推進のため、管内市町村関係機関等の協力を得て、地域住民に献血思想の普及啓発を図り、 

献血者の確保に努めた。 

 
区 分  

 
 

市町村名   

平成２３年度献血実績 
平成２３年度 

目標量 
(全血献血) 

(L) 

平成２３年度 
目標達成率 
（全血献血） 

(%) 

全血献血 確保量 
（全血献血） 

(L) 
200ml 
(人) 

400ml 
(人) 

十 和 田 市 405 1,837 815.8 656.0 124.4 

三 沢 市 151 1,279 541.8 416.0 130.2 

野 辺 地 町 111 360 166.2 112.0 148.2 

七 戸 町 34 338 142.0 144.0 98.6 

六 戸 町 49 176 80.2 64.0 125.3 

横 浜 町 5 87 35.8 48.0 74.6 

東 北 町 51 378 161.4 144.0 112.1 

六 ヶ 所 村 71 872 363 256.0 141.8 

管 内 計 877 5,327 2,306.2 1,840.4 125.3 

青 森 県 5,150 29,890 11,926.0 11,488.0 95.1 
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４ 感染症関係 

（１）エイズ予防関係 

ア 相談・検査状況           ※結果告知のみは相談件数に計上しない。 

年度 

採血件数 相談件数 相談方法 

男 女 男 女 
電話 来所 

男 女 男 女 

２１ １９ １３ ４７ ２９ ２１ １２ ２６ １７ 

２２ ２１ ８ ４３ ２３ ２２ １５ ２１ ８ 

２３ １６ １０ １９ ６ １７ ５ ２ １ 

 

 

（２）ウイルス性肝炎（平成１９年より事業スタート） 

ア 相談 

年度 

採血件数 相談件数 相談方法 

男 女 男 女 
電話 来所 

男 女 男 女 

２１ ４ ５ ５９ ７６ ２１ ３４ ３８ ３８ 

２２ ０ ３ ２４ ２３ １２ １７ １２ ６ 

２３ ２ ２ ２ ２ ２ ６ １ １ 

 

 

イ 治療費助成 

申請内容 
インターフェロン治療 核酸アナログ製剤治療 

新規 延長 新規 更新 

年度 23 22 21 23 22 21 23 22 21 23 22 21 

十和田市 5 13 13 3 6 7 3 13 

 

12 

 

三沢市 4 5 2   3 1 7 5 

野辺地町 3 3 2 1 1 1    

七戸町 2 2 2 1 2 1 1 1 1 

六戸町 1  2    1 2 2 

横浜町   1       

東北町 1     1 1 3 2 

六ヶ所村 1  6   1  3 3 

管外  1 4  1   3 2 

計 17 24 32 5 9 14 7 32 27 

    ※核酸アナログ製剤治療は、平成２２年度より助成対象に加わった。 
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（３）感染症発生状況 

ァ 感染症発生届出 

平成 22 年度は、三類感染症の腸管出血性大腸菌感染症が３件（うち O157 が 3 件）、四類感染症

ではつつが虫病 1 件、ライム病 1 件、５類感染症では麻しん 3 件、クリプトスポリジウム症 4 件、

ウイルス肝炎 1 件であった。 

 

（全数把握感染症年次別状況） 

年次 

区分 
２３ ２２ ２１ ２０ １９ 

三類 

細菌性赤痢      

腸管出血性大腸菌感染症 ５ ３ ７ ２ １１ 

パラチフス      

四類 

つつが虫病 ７ １ ２ ２ ３ 

レジオネラ症   １ １  

野兎病    ２  

ライム病  １    

五類 

ウイルス性肝炎  １   １ 

クリプトスポリジウム症  ４ ９   

劇症型溶血性レンサ球菌感染症    １  

後天性免疫不全症候群 １    １ 

破傷風      

梅毒 ３   １ １ 

麻しん  ３ ３ ４ １（１） 

                               （ ）は定点把握感染症 

 

（４）新型インフルエンザ対策地域協議会 

   平成２３年１２月２６日  出席者３８名 

    内容：１ 青森県新型インフルエンザ対策行動計画[改訂版]について 

       ２ 青森県新型インフルエンザ対策行動マニュアル[改訂版]について 

３ 上十三地域新型インフルエンザ医療確保シート平成２３年度版（案）について 

４ 上十三地域新型インフルエンザ医療提供体制シート（案）について 
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（５）感染症予防普及啓発活動 

感染症の発生情報や標準予防策、発生時の対応についての知識を普及することにより、感染症の

発生を予防しまん延を防ぐことを目的として実施した。 

実 施 

年月日 
対象者・参加人数 内    容 

平成 23年 

5 月 6日 

北里大学１学年 

      ３７０名 

「性感染症予防」 

指導予防課 泉舘 三枝 

平成 23年 

9 月 12日 

社会福祉施設 

上北療護園  ６０名 

「感染症の基礎知識」 

 上十三保健所長 宮川 隆美 

平成 23年 

12月 13日 

社会福祉施設 

アルテリーベ ５７名 

「感染症の基礎知識」 

  指導予防課 泉舘 三枝  

 

（６）感染症発生動向調査状況 

ア 週報告 管内医療機関定点（内科３、小児科６、眼科２、基幹１）よりされている。 

疾患名 報告件数 疾患名 報告件数 

インフルエンザ 2,287 百日咳 3 

ＲＳウイルス感染症 150 ヘルパンギーナ 142 

咽頭結膜熱 34 流行性耳下腺炎 910 

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 219 急性出血性結膜炎 51 

感染性胃腸炎 1,045 流行性角結膜炎 0 

水痘 612 細菌性髄膜炎 0 

手足口病 1,072 無菌性髄膜炎 0 

伝染性紅斑 65 マイコプラズマ肺炎 0 

突発性発疹 243 クラミジア肺炎（オウム病を除く） 0 

                          (第 1 週～第 53 週／平成 23 年 12 月末） 

 

 

イ 月報告  管内医療機関定点（STD２、基幹１）よりされている。 

ＳＴＤ発生状況 薬剤耐性菌発生状況 

疾患名 報告件数 疾患名 報告件数 

性器クラミジア 118 メシチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 8 

性器ヘルペスウィルス感染症 17 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 7 

尖形コンジローマ 10 薬剤耐性緑膿菌感染症 0 

淋菌感染症 14   

                                  (平成 23 年 12 月末) 
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（６）予防接種実施状況 

ア 定期の予防接種（一類疾病） 

（ア） ジフテリア・百日咳・破傷風                     （地域保健・健康増進事業報告より抜粋） 

 Ⅰ期-1 Ⅰ期-2 Ⅰ期-3 Ⅰ期-追加 2期(二種混合) 

市町村 年 対象者 接種者 率 対象者 接種者 率 対象者 接種者 率 対象者 接種者 率 対象者 接種者 率 

管内 

21 1,992 1，385 69.5 2.018 1,415 70.1 2,230 1,413 63.4 3,406 1,507 44.2 2,685 1,545 57.5 

22 2,000 1,474 73.7 2,057 1,423 69.2 2,138 1,363 63.8 3,076 1,493 48.5 2,734 1,634 59.8 

23 1,895 1,429 75.4 1,991 1,433 72.0 2,181 1,516 69.5 3,219 1,423 44.2 2,526 1,560 61.8 

十和田市 

21 679 411 60.5 752 432 57.4 887 427 48.1 1,748 518 29.6 1,432 446 31.1 

22 761 515 67.7 804 500 62.2 918 485 52.8 1,452 471 32.4 1,499 511 34.1 

23 669 455 68.0 734 463 63.1 842 478 56.8 1,615 482 29.8 1,424 571 40.1 

三沢市 

21 600 438 73.0 636 437 68.7 689 450 65.3 907 488 53.8 501 396 79.0 

22 527 406 77.0 554 389 70.2 572 374 65.4 837 471 56.3 501 435 86.8 

23 584 424 72.6 623 404 64.8 700 422 60.3 816 416 51.0 444 395 89.0 

野辺地町 

21 143 81 56.6 115 87 75.7 123 90 73.2 166 88 53.0 131 128 97.7 

22 175 101 57.7 169 95 56.2 155 80 51.6 179 105 58.7 123 121 98.4 

23 131 99 75.6 123 101 82.1 110 102 92.7 163 78 47.9 123 116 94.3 

七戸町 

21 115 110 95.7 119 115 96.6 134 120 89.6 147 109 74.1 160 155 96.9 

22 113 99 87.6 108 100 92.6 101 97 96.0 180 137 76.1 177 158 89.3 

23 126 103 81.7 108 103 95.4 108 98 90.7 162 107 66.0 145 136 93.8 

六戸町 

21 89 78 87.6 89 74 83.1 89 72 80.9 72 54 75.0 100 99 99.0 

22 116 60 51.7 109 59 54.1 100 54 54.0 99 47 47.5 110 109 99.1 

23 69 65 94.2 69 65 94.2 69 64 92.8 83 73 88.0 99 95 96.0 

横浜町 

21 34 27 79.4 29 27 93.1 24 24 100.0 47 26 55.3 60 60 100.0 

22 34 29 85.3 38 26 68.4 24 24 100.0 44 30 68.2 38 38 100.0 

23 31 29 93.5 32 31 96.9 35 35 100.0 28 26 92.9 43 40 93.0 

東北町 

21 155 135 87.1 154 134 87.0 160 122 76.3 153 116 75.8 199 180 90.5 

22 158 156 98.7 158 148 93.7 144 139 96.5 139 137 98.6 185 174 94.1 

23 137 133 97.1 144 138 95.8 155 131 84.5 173 135 78.0 166 136 81.9 

六ヶ所村 

21 177 105 59.3 124 109 87.9 124 108 87.1 166 108 65.1 102 81 79.4 

22 116 108 93.1 117 106 90.6 124 110 88.7 146 95 65.1 101 88 87.1 

23 148 121 81.8 158 128 81.0 162 122 75.3 179 106 59.2 82 71 86.6 

 

（イ） 急性灰白髄炎（ポリオ） 

 1回目 2回目 

 

市町村 年 対象者 接種者 率 対象者 接種者 率 

管内 

21 2,405 1,431 59.5 3,120 1,478 47.4 

22 2,650 1,311 49.5 3,436 1,377 40.1 

23 2,386 1,079 45.2 2,968 1,069 36.0 

十和田市 

21 886 409 46.2 1,222 469 38.4 

22 998 441 44.2 1,270 424 33.9 

23 960 242 25.2 1,236 273 22.1 

三沢市 

21 866 522 60.3 1,212 479 39.5 

22 1,063 352 33.1 1,457 409 28.1 

23 740 331 44.7 1,052 328 31.2 

野辺地町 

21 99 91 91.9 125 106 84.8 

22 103 81 78.6 155 93 60.0 

23 115 95 82.6 131 81 61.8 

七戸町 

21 173 75 43.4 161 96 59.6 

22 135 121 89.6 151 105 69.5 

23 227 96 42.3 166 106 63.9 

六戸町 

21 89 67 75.3 89 76 85.4 

22 87 72 82.8 86 62 72.1 

23 73 56 76.7 74 53 71.6 

横浜町 

21 35 29 82.9 28 28 100.0 

22 28 28 100.0 36 35 97.2 

23 26 25 96.2 22 21 95.5 

東北町 

21 137 131 95.6 135 118 87.4 

22 147 137 93.2 178 160 89.9 

23 147 142 96.6 163 131 77.5 

六ヶ所村 

21 120 107 89.2 148 106 71.6 

22 89 79 88.8 103 89 86.4 

23 98 92 93.9 124 76 61.3 
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（ウ）麻しん・風しん 

 １期 2期 3期 4期 

※ MR （ 麻 し
ん・風しん混
合）ワクチン
は、平成 18
年度から 1
歳児（1期）
及び就学前
の年度（2期）
の 2回接種。 

 
※ 平成 20年度

から 13 歳相
当 年 齢 (3
期：中学 1
年 )及び 18
歳相当年齢
(4期：高校 3
年)が 5 年の
時限で加わ
っている。 

 

市町村 年 対象者 接種者 率 対象者 接種者 率 対象者 接種者 率 対象者 接種者 率 

管内 

21 1,730 1,437 83.1 1,655 1,536 92.8 1,874 1，703 90.9 1,974 1,725 87.4 

22 1,650 1,293 78.4 1,564 1,449 92.6 1,866 1,686 90.4 2,007 1,717 85.6 

23 1,651 1,487 90.1 1,538 1,452 94.4 1,906 1,789 93.9 1,891 1,715 90.7 

十和田市 

21 584 474 81.2 607 567 93.4 704 614 87.2 733 624 85.1 

22 575 412 71.7 529 486 91.9 635 554 87.2 732 608 83.1 

23 617 498 80.7 512 481 93.9 690 640 92.8 722 643 89.1 

三沢市 

21 546 450 82.4 455 417 91.6 485 431 88.9 468 402 85.9 

22 501 373 74.5 441 387 87.8 480 434 90.4 479 410 85.6 

23 448 443 98.9 452 427 94.5 488 440 90.2 441 399 90.5 

野辺地町 

21 115 93 80.9 100 99 99.0 122 122 100.0 150 149 99.3 

22 118 93 78.8 118 118 100.0 131 130 99.2 136 128 94.1 

23 89 87 97.8 105 105 100.0 122 122 100.0 143 139 100.0 

七戸町 

21 147 115 78.2 110 109 99.1 180 176 97.8 186 171 91.9 

22 129 104 80.6 110 109 99.1 152 149 98.0 180 170 94.4 

23 137 111 81.0 126 124 98.4 175 166 94.9 166 155 93.4 

六戸町 

21 66 65 98.5 87 77 88.5 91 86 94.5 105 92 87.6 

22 71 65 91.5 80 78 97.5 98 88 89.8 82 72 87.8 

23 79 74 93.7 87 87 100.0 112 111 99.1 108 105 97.2 

横浜町 

21 27 26 96.3 32 26 81.3 32 30 93.8 45 38 84.4 

22 23 22 95.7 30 30 100.0 60 50 83.3 56 39 72.2 

23 33 30 91.0 30 25 83.3 38 35 92.1 41 36 87.8 

東北町 

21 132 122 92.4 164 157 95.7 173 167 96.5 193 180 93.3 

22 143 138 96.5 161 154 95.7 199 186 93.5 221 198 89.6 

23 126 126 100.0 133 123 92.5 181 180 99.4 165 152 92.1 

六ヶ所村 

21 113 92 81.4 100 84 84.0 87 73 83.9 94 69 73.4 

22 90 86 95.6 95 87 91.6 111 95 85.6 121 92 76.0 

23 122 118 96.7 93 80 86.0 100 95 95.0 105 86 81.9 

（エ）日本脳炎 

（注）東北町は、日本脳炎２期の接種の積極的勧奨をしていないため対象者は０と見なされるが、希望

すれば接種自体はできるため、接種者が対象者を上回る。 

 １期-1 1期-2 1期-追加 2期 

※ 日本脳炎の
定期予防接
種は厚生労
働省勧告通
知（平成 17
年 5 月 30
日）により、
積極的勧奨
を差し控え
ている。 

 

市町村 年 対象者 接種者 率 対象者 接種者 率 対象者 接種者 率 対象者 接種者 率 

管内 

21 7,277 12 0.2 7,308 11 0.2 4,313 2 0.0 872 0 0.0 

22 7,840 1,039 13.3 7,737 828 10.7 4,337 10 0.2 3,995 0 0.0 

23 4,270 3,012 70.5 4,307 2,880 66.9 2,821 1,108 39.3 1,349 226 16.8 

十和田市 

21 4,248 1 0.0 4,248 1 0.0 4,248 0 0.0 0 0 0 

22 4,224 406 9.6 4,224 307 7.3 4,228 1 0.0 3,325 0 0.0 

23 1,137 944 72.0 1,231 884 71.8 1,537 378 24.6 1,231 157 12.8 

三沢市 

21 3,029 11 0.4 3,060 10 0.3 65 2 3.1 872 0 0.0 

22 2,924 205 7.0 2,925 175 6.0 25 8 32.0 582 0 0.0 

23 1,312 876 66.8 1,312 841 64.1 443 283 63.9 29 29 100.0 

野辺地町 

21             

22 99 76 76.8 99 69 69.7 0 0 0.0 0 0 0.0 

23 260 157 60.4 278 161 57.9 154 84 54.5 0 0 0.0 

七戸町 

21             

22 107 66 61.7 107 49 45.8 0 0 0.0 0 0 0.0 

23 370 259 70.0 393 230 58.5 120 58 48.3 0 0 0.0 

六戸町 

21             

22 108 102 94.4 96 85 88.5 84 1 1.2 88 0 0.0 

23 181 142 78.5 196 179 91.3 157 132 84.1 89 38 42.7 

横浜町 

21             

22 35 25 71.4 17 15 88.2 0 0 0.0 0 0 0.0 

23 152 88 57.9 88 82 93.2 17 16 94.1 0 0 0.0 

東北町 

21             

22 129 55 42.7 55 36 65.5 0 0 0.0 0 0 0.0 

23 523 348 66.5 518 324 62.5 182 73 40.1 0 2 （注） 

六ヶ所村 

21             

22 214 104 48.6 214 92 43.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

23 335 198 59.1 291 179 61.5 211 84 39.8 0 0 0.0 
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（オ）結核 

市町村 年 対象者 接種者 率 

 

管内 

21 1,300 1,257 96.7 

22 1,436 1,389 96.7 

23 1,420 1,331 93.7 

十和田市 

21 320 310 96.9 

22 524 497 94.8 

23 454 403 88.8 

三沢市 

21 451 424 94.0 

22 399 385 96.5 

23 441 407 92.3 

野辺地町 

21 91 90 98.9 

22 86 86 100.0 

23 98 97 99.0 

七戸町 

21 110 108 98.2 

22 96 96 100.0 

23 99 98 99.0 

六戸町 

21 69 69 100.0 

22 55 51 92.7 

23 64 63 98.4 

横浜町 

21 24 24 100.0 

22 33 33 100.0 

23 25 25 100.0 

東北町 

21 142 142 100.0 

22 143 141 98.6 

23 126 126 100.0 

六ヶ所村 

21 93 90 96.8 

22 100 100 100.0 

23 113 112 99.1 

 

イ 定期の予防接種（二類疾病） 

（ア）インフルエンザ 

  60～65歳未満 65歳以上  

市町村 年 対象者 接種者 率 対象者 接種者 率 

 

管内 

21 135 61 45.2 46,212 29,324 63.5 

22 110 68 61.8 48,190 30,129 62.5 

23 113 80 71.0 47,184 29,353 62.2 

十和田市 

21 42 19 45.2 15,709 8,843 56.3 

22 20 20 100.0 17,178 9,847 57.3 

23 22 22 100.0 16,198 9,751 60.2 

三沢市 

21 44 15 34.1 8,483 5,506 64.9 

22 41 24 58.5 8,494 5,428 63.9 

23 49 23 46.9 8,589 5,318 61.9 

野辺地町 

21    4,189 2,668 63.7 

22    4,400 2,414 54.9 

23    4,300 2,246 52.2 

七戸町 

21 17 5 29.4 5,290 3,473 65.7 

22 18 7 38.9 5,344 3,462 64.8 

23 15 7 46.7 5,378 3,445 64.1 

六戸町 

21 4 4 100.0 3,005 1,750 58.2 

22 3 1 33.3 3,017 2,042 67.7 

23 6 4 66.7 3,045 1,963 64.5 

横浜町 

21 14 7 50.0 1,549 991 64.0 

22 12 5 41.7 1,572 953 60.6 

23 12 10 83.3 1,577 879 55.7 

東北町 

21 14 11 78.6 5,596 4,357 77.9 

22 16 11 68.8 5,781 4,166 72.1 

23 9 14 64.2 5,728 4,052 70.7 

六ヶ所村 

21    2,391 1,736 72.6 

22    2,404 1,817 75.6 

23    2,374 1,699 71.6 



 - 38 - 

５ 結核予防関係 

 平成２３年の管内の新登録結核患者は２８人で前年より２人の増加であった。 

 

（１） 結核患者登録状況 

ア 新登録患者数、年齢階級・市町村別      

                               （ 平成２３年 ） 

   年齢          
   階級 
市町村 

0～4 5～9 10～14 15～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 ７０～ 計 

十和田市     １ １ 
（３） 

１ 
（１） 

 
（４） 

 
（５） 

９ １２ 
（１３） 

三沢市  
 

(１) 
 

(１) 
 

 
（２） 

 
（４） 

 
（２） 

１ 
（２） 

１ 
（２） 

８ 
（１） 

１０ 
（１５） 

野辺地町       
 

（１）   １ 
１ 

（１） 

七戸町       
（１） 

  １  １ 
（１） 

六戸町      
 

（２） 
   １ 

１ 
（２） 

横浜町           ０ 

東北町        １  
（１） 

 １ 
（１） 

六ヶ所村      
 

（１） 
 

（１） 
 

（１） 
 

２ 
（１） 

２ 
（４） 

計  
 

(１) 
 

（１） 
 

１ 
（２） 

１ 
（１１） 

１ 
（５） 

２ 
（７） 

２ 
（８） 

２１ 
（２） 

２８ 
（３７） 

（潜在性結核感染症は（  ）内に別掲） 

 

 

イ 新登録患者数、活動性分類別、市町村別 

  （平成２３年）  

 活動性 

分類 

 

市町村 

活動性結核 

潜在性結核感染症 

（別掲） 総数 

性別 肺結核活動性 肺外 

結核 

活動性 
男 女 

喀痰塗抹陽性 そ の 他 の 

結核菌陽性 

菌陰性・ 

そ の 他 初回治療 再治療 

十和田市 １２ ９ ３ ５  ３ ２ ２ １３ 

三 沢 市 １０ ８ ２ ６  １ １ ２ １５ 

野辺地町 １ １  １     １ 

七 戸 町 １ １      １ １ 

六 戸 町 １ １  １     ２ 

横 浜 町         ０ 

東 北 町 １ １  １     １ 

六ヶ所村 ２ １ １ １     ４ 

計 ２８ ２２ ６ １５  ４ ４ ５ ３７ 
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ウ 年末現在登録者数、年齢階級・市町村別 

                                    （平成２３年末現在） 

  年齢 
階級 

市町村 
0～4 5～9 10～14 15～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 ７０～ 計 

十 和 田 市     
２ 
 

２ 
（３） 

４ 
（１） 

２ 
（６） 

２ 
（５） 

１０ 
 

２２ 
（１５） 

三 沢 市  
 

（１） 
 

（２）  
１ 

（３） 
２ 

（６） 
 

（４） 
１ 

（４） 
４ 

（３） 
１７ 
（１） 

２５ 
（２４） 

野 辺 地 町      
（４） 

 
（１） 

 
（２） 

１ 
（３） 

 
（２） 

４ 
 

５ 
（１２） 

七 戸 町     
１ 

（１） 
 

（１） 
 

２ 
（１） 

 
１ 
 

４ 
（３） 

六 戸 町      
 

（３）     
 

（３） 

横 浜 町      １ 
 

    １ 
 

東 北 町      
 

（２） 
 

２ 
（２） 

 
（１） 

１ 
 

３ 
（５） 

六 ヶ 所 村      
 

（１） 
 

（１） 
 

（１） 
１ 
 

１ 
（１） 

２ 
（４） 

計  
 

（１） 
 

（２）  
４ 

（８） 
５ 

（１７） 
４ 

（８） 
８ 

（１７） 
７ 

（１１） 
３４ 
（２） 

６２ 
（６６） 

                                    （潜在性結核感染症は（   ）内に別掲） 

 

エ 年末現在登録者数、活動性分類別、市町村別 

（平成２３年末現在） 

 

 性別 活動性結核 

不活動 
性結核 

活動性 
不明 

潜在性結核感染症 
（別掲） 

総数 

  肺結核活動性 

肺外 
結核 
活動性 

男 女 

登録時 
喀痰塗抹陽性 

登録時 
その他 
の結核 
菌陽性 

登録時 
菌陰性 
その他 治療中 観察中 初回 

治療 
再治療 

十 和 田 市 ２２ １６ ６ ２  １  ２ １５ ２ ９ ６ 

三 沢 市 ２５ １７ ８ ５  １ １ ２ １３ ３ １３ １１ 

野 辺 地 町 ５ ３ ２ １     ４  １ １１ 

七 戸 町 ４ ２ ２      ４  １ ２ 

六 戸 町 ０           ３ 

横 浜 町 １  １      １    

東 北 町 ３ ３  １     ２  １ ４ 

六 ヶ 所 村 ２  ２      ２  ２ ２ 

計 ６２ ４１ ２１ ９  ２ １ ４ ４１ ５ ２７ ３９ 
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（２）結核健康診断及び精密検診実施状況 

 （平成２３年度） 

 結核健康診断 

精密検診 接触者検診 

家族 その他 

ツベルクリン反応検査 ３ ５ ０ 

Ｑ  Ｆ  Ｔ  検  査 ７０ 
２１０ 

（１１） 
１ 

胸 部 Ｘ 線 検 査 １１９ 
３６０ 

（４５） 
９ 

潜 在 性 結 核 感 染 症 １６ ３７ ０ 

結 核 ０ ０ ０ 

注（ ）内は、医療機関等に委託して実施した件数の再掲 

 

（３） 結核診査協議会の診査状況 

   区分 
年度 

感染症法 
第３７条関係 

感染症法 
第３７条の２関係 

計 備考 

平成２３年度 ４８件 ８３件 １３１件 保留１件 

 

 

（４） 訪問指導状況等 

  ア 訪問指導は新規届出患者を優先し、訪問件数は実数で３８件、延べ１１４件実施した。 

イ 電話相談１１８件、来所相談４２件実施した。 
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（５） 結核対策事業実施状況 

事業名 回数 開催年月日 開催場所 対象者・参加人数 内 容 

結核医療等 

関係者研修  

〈医療機関〉 

１回 
平成 23年 

12月 21日 

サンロイヤル  

とわだ 

病院医師、 

歯科医師等 

140名 

講演 

結核院内感染対策について 

講師 

保健総室長 宮川 隆美 

結核医療等 

関係者研修  

〈老人施設等〉 

４回 

平成 23年 

4 月～平成 

24年 3月 

老人施設、 

一般企業等 

利用者、家族、 

職員、その他 

101名 

・ 結核とはどんな病気か 

・ 結核感染経路について 

・ 発病と感染の違い 

・ 結核健康診断について 

講師 

保健総室長 宮川 隆美 

予防知識の 

普及啓発 
１回 

平成 23年 

9 月 24日 

～  30日 

管内市町村 地域住民等 

パンフレット配布 

「早く気づいてそのせき結

核かも？」 

地域型 DOTS 

推進事業 
 

平成 23年 

4 月～平成 

24年 3月 

管内市町村 

結核登録患者 

延人数 190名 

（実数 60名） 

・退院患者 DOTS検討会出席 

・訪問、電話、所内面接等に

よる服薬支援 
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６ 会議関係 

（１） 上十三地域保健医療推進協議会 

   地域保健医療推進協議会は、青森県保健医療計画に基づく地域における保健医療活動を効果的に

推進するために、二次保健医療圏ごとに設置されている。 

   なお、平成２３年度は上十三地域保健医療推進協議会、医療対策部会、保健対策部会いずれも開

催していない。 

 

  ア 委員名簿 

（ア） 上十三地域保健医療推進協議会 （任期：平成２４年２月１日～平成２６年１月３１日） 

委員区分 所属団体名 役職名 氏名 

保健医療福祉に 

従事している者 

上十三医師会 会長 石井 淳夫 

(社)上十三歯科医師会 会長 沼山 助直 

(社)青森県薬剤師会上十三支部 支部長 伊藤 博次 

高松病院 院長 高松 幸作 

十和田市立中央病院 事業管理者 蘆野 吉和 

三沢市立三沢病院 院長 坂田 優 

公立野辺地病院 院長 三上 泰徳 

公立七戸病院 院長 佐々木 博海 

学識経験者 十和田・三沢地域産業保健センター コーディネーター 古川 あき 

関係団体の 

役職員 

上北郡町村会 会長 野坂 充 

(社)青森県看護協会上十三支部 支部長 三上山 京子 

青森県栄養士会上十三地区会 会長 佐藤 愛子 

上十三管内保健協力員連絡会 監事 田畑 スミエ 

十和田市社会福祉協議会 常務理事 立﨑 享一 

行政機関の 

役職員 

十和田市 市長 小山田 久 

三沢市 市長 種市 一正 

上北教育事務所 所長 勝野 義彦 

その他関係者 
特定疾患患者会 

「みさわ・もみじの会」 
会計 出戸 敏子 

（平成２４年３月３１日現在） 
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イ 上十三地域保健医療推進協議会部会 

（ア） 医療対策部会        （任期：平成２４年２月１日～平成２６年１月３１日） 

委員区分 所属団体名 役職名 氏名 

保健医療福祉に 

従事している者 

公立七戸病院 院長 佐々木 博海 

六戸町国民健康保険病院 院長 松山 淳 

十和田済誠会病院 院長 江渡 篤子 

十和田東病院 院長 和田 幸子 

十和田市立中央病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科技師長 山谷 光仁 

学識経験者 社会福祉法人福祉の里 理事長 山本 孝司 

関係団体の 

役職員 

上十三医師会 副会長 小嶋 泰彦 

(社)上十三歯科医師会 専務理事 高屋 茂 

(社)青森県薬剤師会上十三支部 副支部長 伊藤 博次 

十和田地域広域事務組合消防本部 参事 森 一仁 

(社)青森県看護協会上十三支部 支部長 三上山 京子 

のぞみケアセンター 所長 吉田 あや子 

上十三管内保健協力員連絡会 副会長 新渡戸 弓子 

行政機関の 

役職員 

三沢市健康推進課 課長 山本 智香子 

野辺地町健康増進センター 所長 濵中 理智子 

（平成２４年３月３１日現在） 

 

 

（イ） 保健対策部会        （任期：平成２４年２月１日～平成２６年１月３１日） 

委員区分 所属団体名 役職名 氏名 

保健医療福祉に 

従事している者 

六ヶ所村尾駮診療所 医長 船越 樹 

特別養護老人ホーム公立松風荘 園長 田村 民男 

学識経験者 
十和田・三沢地域産業保健センター コーディネーター 古川 あき 

上北中北部保育研究会 会長 和田 貢穂 

関係団体の 

役職員 

上十三医師会 理事 篠田 晋 

(社)青森県歯科医師会 理事 村上 淳一 

(社)青森県薬剤師会上十三支部 副支部長 小笠原 恵子 

青森県栄養士会上十三地区会 会長 佐藤 愛子 

上十三保健所管内食生活改善推進員協議会 会長 川村 和子 

上北地方養護教員会 代表 冨田 智代 

上北労働基準協会 専務理事 川上 文男 

行政機関の 

役職員 

十和田市健康推進課 課長 成田 誠 

七戸町健康福祉課 課長 田中 順一 

（平成２４年３月３１日現在） 
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（２） 上十三保健所感染症診査協議会 

   「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第２４条の規定に基づき、第１８条

（就業制限）、第１９条（入院の勧告・措置時の報告）、第２０条（入院期間の延長）に関する事項を

審議するために設置している。 

 

           （任期：平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日） 

氏   名 所 属 団 体 名 役 職 名 

工藤 優 十和田市立中央病院 副院長 

泉山 伸 泉山内科医院 院長 

苫米地 玲子 人権擁護委員  

 

（３） 上十三保健所結核診査協議会 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第２４条の規定に基づき、第１８

条（就業制限）、第１９条（入院の勧告・措置時の報告）、第２０条（入院期間の延長）及び第３７

条の２（結核医療費適正公費負担の申請）に関する事項を審議するために設置している。 

 

           （任期：平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日） 

氏   名 所 属 団 体 名 役 職 名 

川村 邦明 かわむらクリニック 院長 

泉山 伸 泉山内科医院 院長 

繁在家 啓子 人権擁護委員  
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７ 実習・関係者研修 

（１）医師臨床研修 

医師臨床研修が制度化されたことにより、当部保健総室において平成１７年度より地域保健研修

を開催した。平成２３年度は十和田市立中央病院研修医４名及び防衛医科大学校（自衛隊三沢病院）

研修医１名を受け入れ、延べ２５人日の研修を実施した。 

当保健所地域保健研修では上北地域の福祉事務所、児童相談所が実施するユニットプログラムの

ほかに、保健所研修の一環として十和田市、三沢市の健康づくり担当課の協力を得て研修プログラ

ムを履行した。 

ア 実施状況 

区分 

年度 

十和田市立中央病院 防衛医科大学校 

実人員 研修日数 実人員 研修日数 

２１ ４人 ５日 ４人 ５日 

２２ ４人 ５日 ６人 ５日 

２３ ４人 ５日 １人 ５日 

 

  イ 研修プログラムの協力機関 

 上十三保健所地域保健研修では地域健康福祉部各機関が実施するユニットプログラムのほかに、

受け入れする病院の所在地として十和田市、三沢市の協力を得て研修プログラムに組み込んだ。 

 また、平成２３年度の研修協力を得た関係機関は以下のとおりである。 

協力機関名 プログラム内容 

１ 
十和田市健康推進課 

三沢市健康推進課 

健康づくり対策ほか 

・保健衛生施策の概要と事業の見学及び

実地演習 

２ 
上北地域県民局地域健康福祉部 

福祉こども総室 

・福祉の行政施策の概要説明、 

・児童相談所事業概要及び虐待ケース対

応等の説明 
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Ⅱ 生活衛生課関係業務 
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１ 食品衛生関係 

 食品の安全性を確保するために、「青森県食品衛生監視指導計画」に基づき、営業施設等の監視指導、

不良食品の排除及び食品衛生講習会の実施等により、食中毒等健康被害の発生防止、食品衛生の向上及

び食品衛生に関する正しい知識の普及啓発に努めている。 

（１） 営業許可を要する業種・施設・許可・監視等の状況 

               （平成２４年３月３１日現在） 

食 堂 ・ ﾚ ｽ ﾄ ﾗ ﾝ 805 40 76 63 396 233
仕 出 ・ 弁 当 75 6 11 9 88 51
旅 館 121 3 2 11 138 93 3
そ の 他 1,520 63 99 128 465 390
臨 時 566 79 127 88 264 271

370 26 41 21 177 153
4 4 8

2 2 2
1 1 1

354 14 21 18 274 183
6 6
6 6 3
1 1 1 3

25 2 2 2 15 43
17 1 1 9 6
205 23 14 19 63 83

9 1 10 3
84 4 7 6 42 44
568 15 25 26 171 212

1 1
25 4 25 69
375 8 19 12 211 201

3 3
8 1 1 9 40

6 6 2

35 2 2 1 17 7

5 3 3
26 3 3 14 12
5 2 2

35 1 4 2 17 21
12 7 7
45 2 1 1 23 15
176 14 3 6 179 85

4 4 3

18 1 1 2 19 14
7 1 2 5

5 1 2 3

5,530 311 469 421 2,666 2,271 0 3 0 0 0

5,482 615 452 551 2,692 2,369 0 1 0 0 0

5,581 659 446 614 2,786 2,362 0 2 0 0 0

乳  類  販  売  業　(臨  時)

食  肉  販  売  業　(臨  時)

件

数

監

視

指

導

廃
棄
命
令

行　政　処　分
営
業
禁
止

営
業
停
止

改
善
命
令

そ
の
他

食 肉 処 理 業

特 別 牛 乳 搾 取 処 理 業

乳 類 販 売 業

食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業

喫 茶 店 営 業

魚  介  類  販  売  業 (臨  時)

缶 詰 又 は 瓶 詰 食 品 製 造 業

魚 介 類 せ り 売 営 業

集 乳 業

乳 製 品 製 造 業

件

数

監

視

計

画

魚 介 類 販 売 業

菓 子 製 造 業

乳 処 理 業

施

設

数

営

　
業

業種

施

設

数

廃

止

継
　
続

新
　
規

許可件数

飲食店営業

合　　　　　計

豆 腐 製 造 業

み そ 製 造 業

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業
マ ー ガ リ ン 又 は シ ョ ー ト ニ ン グ 製 造 業

食 品 の 放 射 線 照 射 業

あ ん 類 製 造 業

平成２１年度

添 加 物 製 造 業

清 涼 飲 料 水 製 造 業

氷 雪 製 造 業

氷 雪 販 売 業

醤 油 製 造 業

平成２２年度

食 肉 販 売 業

納 豆 製 造 業

食 肉 製 品 製 造 業

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

め ん 類 製 造 業

酒 類 製 造 業

ソ ー ス 類 製 造 業

そ う ざ い 製 造 業
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※ 市町村別営業許可施設数                   （平成２４年３月３１日現在）

987 669 208 158 77 59 207 143 579 3,087

164 54 19 53 19 13 38 8 2 370

3 1 4

0

2 2

1 1

84 54 41 30 20 27 54 34 16 360

1 3 1 1 6

1 1

4 2 3 3 5 4 4 25

6 2 1 4 1 1 2 17

102 39 13 16 11 5 7 12 205

7 2 9

47 9 5 6 3 5 7 2 84

194 103 56 49 32 20 68 41 6 569

14 5 1 2 2 1 25

129 53 25 35 25 19 49 32 11 378

4 2 1 1 8

0

1 3 2 6

0

11 6 1 11 3 1 2 35

2 2 1 5

10 1 7 3 2 3 26

2 2 1 5

21 2 3 5 1 1 2 35

9 1 1 1 12

21 2 3 13 3 1 2 45

46 23 9 28 8 14 39 9 176

1 3 4

0

7 1 7 2 1 18

3 1 1 2 7

1 2 1 1 5

1,880 1,031 397 433 210 179 494 292 614 5,530

1,881 1,037 412 434 210 178 487 286 557 5,482

1,896 1,059 423 441 222 188 504 303 545 5,581

飲 食 店 営 業

野

辺

地

町

　　　　　　市町村

業種

乳 処 理 業

マーガリン又はショートニング製造業

み そ 製 造 業

集 乳 業

魚 介 類 販 売 業

食 肉 処 理 業

食 肉 販 売 業

食 肉 製 品 製 造 業

合計

食品の冷凍又は冷蔵業

缶詰又は瓶詰食品製造業

喫 茶 店 営 業

あ ん 類 製 造 業

清 涼 飲 料 水 製 造 業

氷 雪 製 造 業

醤 油 製 造 業

ソ ー ス 類 製 造 業

乳 類 販 売 業

平 成 ２ ２ 年 度

平 成 ２ １ 年 度

特 別 牛 乳 搾 取 処 理 業

乳 製 品 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業

魚 介 類 せ り 売 営 業

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

アイスクリーム類製造業

添 加 物 製 造 業

六

ヶ

所

村

そ

の

他

（

移

動

販

売

等

）

合

計

菓 子 製 造 業

六

戸

町

横

浜

町

十

和

田

市

三

沢

市

東

北

町

七

戸

町

氷 雪 販 売 業

食 品 の 放 射 線 照 射 業

酒 類 製 造 業

豆 腐 製 造 業

納 豆 製 造 業

め ん 類 製 造 業

そ う ざ い 製 造 業
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（２） 営業許可を要しない業種・施設・監視等の状況 （平成２４年３月３１日現在） 

施 設 数 監視計画件数 監視指導件数

学 校 7 7 7

病 院 ・ 診 療 所 38 20 11

事 業 所 21 6 1

そ の 他 147 96 45

16 5 0

34 17 8

289 87 92

201 101 97

373 187 153

210 105 151

0 0 0

10 3 75

0 0 0

62 19 104

1,408 653 744

野 菜 果 物 販 売 業

そ う ざ い 販 売 業

菓 子 （ パ ン を 含 む ） 販 売 業

食 品 販 売 業 （ 上 記 以 外 ）

添加物（法第７条の規定により規格が定め
られたものを除く）製造業

添 加 物 の 販 売 業

計

氷 雪 採 取 業
器具・容器包装おもちゃの製造業又は販売業

業 種 別

給 食 施 設

乳 さ く 取 業

食 品 製 造 業

 

 

（３） 魚介類行商及びアイスクリ－ム行商の登録状況 

23 22 21

新 規 0 0 0

更 新 0 0 0

従 業 員 0 0 0

新 規 3 1 1

更 新 0 0 0

従 業 員 21 16 14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　度
　区　　分

魚 介 類 行 商

ア イ ス ク リ ー ム 類 行 商

 

 

（４） 大規模調理施設等に対する重点監視指導 
大規模調理施設、広域流通食品の取扱施設及び過去に食中毒をおこした施設を対象に年２回実施

するなど、重点的に監視指導を行っている。 

① 大規模調理施設等；仕出し・弁当・旅館＝延べ１４４件の実施 

② 給食施設；学校・病院等・事務所・保育所・社会福祉施設等＝延べ６４件の実施 

なお、病院については、医療監視及び栄養指導と連携して効果的な監視指導を行った。 

 

（５） 産直等に対する個別対策監視指導 
道の駅等の産直施設や観光地における食品の安全性確保及び大規模な大会等における食中毒等

の発生を未然に防止するため、監視指導を行っている。 

①道の駅等の農産直売所において、販売される食品の適正表示、毒きのこに対する注意喚起 

等の監視指導を実施した。 

②春季及び冬季の観光シーズンを前に、焼山・十和田湖畔地区の旅館、飲食店等の監視指導を行

った。 

③平成２３年度全国高等学校総合体育大会の開催に先立ち、関連施設の旅館、土産品販売店等９

８件の監視指導を行った。 
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（６） 夏期及び年末一斉取締り監視指導 

食中毒が多発する夏期及び食品の流通量が増加する年末において、厚生労働省が示す方針を踏ま

え、県が委嘱している食品衛生推進員を活用する等、効率的な監視指導を行っている。 

① 夏期一斉取締りにおいて、１７食品の収去検査、許可を要する営業施設１６８件及び許可を 

 要しない販売業等５７件の監視指導を行った。 

② 食中毒防止キャンペ－ンにおいて、道の駅等３店舗で延べ２日、食品衛生推進員等と協力し 

 広報、着ぐるみ、チラシ等を利用することにより、約１０００名の消費者に対して食中毒予防 

 の普及啓発を図った。 

③ 年末一斉取締りにおいて、許可を要する営業施設１６２件及び許可を要しない販売業等５１ 

 件の監視指導を行った。 

 

（７） 食品の収去検査 

県内の流通食品や広域に流通される県産食品等について、年間を通じた計画的な収去を行い、そ

れぞれ微生物、食品添加物、アレルギ－物質及び有害物質等(鉛等、残留農薬、放射性物質)の検査

結果に基づき指導を行っている。 

① 流通食品及び乳等検査：魚介類、鶏卵、食肉、そうざい、菓子類、牛乳等７５食品を収去 

② 有害物質等検査：土産品、県産農産物等２２食品を収去 

 

（８） 不良食品等(苦情、管外・県外依頼)の調査指導 

県内外で発見された不良食品等に関する調査件数は２６件あり、製造施設及び販売施設等での食

品取扱い状況を調査し、原因の追求並びに再発防止対策の徹底を図った。 

  また、消費者苦情に関する調査件数は１９件あり、営業者等に対して適正な指導を行った。 

 

細

　
　
菌

化
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（９） 対ＥＵ輸出ホタテガイサンプリング 

むつ湾東部生産海域の野辺地定点において、農林水産部水産振興課・地方独立行政法人青森県産

業技術センター水産総合研究所と連携し、年間を通じたサンプリング計画に基づき６月に１回、１

２月から３月までは毎週、検体の採取・搬送を行い、生産海域の管理強化を図っている(平成２３年

度実績；延べ９回)。 
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（10） 食中毒等健康被害発生状況 

食中毒等健康被害が発生した場合には、「青森県食中毒調査処理マニュアル」に基づき速やかに

対応するとともに、二次汚染等被害の拡大防止に努めている。 

また、近年ノロウイルス、カンピロバクターを原因とする食中毒が多発していることから、それ

ぞれの食中毒対策を強化している。 

 

 

 

 

（11） 食品衛生教育 

食中毒等の予防、食品衛生思想の普及啓発及び食品衛生知識の向上を図るために、食品関係営業者

及び一般消費者等に対して食品衛生講習会を実施している。 

 

回数 受講者 回数 受講者 回数 受講者

5 309 4 313 6 172

2 37 6 140 4 168

14 353 9 249 10 240

12 326 15 505 17 601

6 77 4 86 3 59

39 1,102 38 1,293 40 1,240

21

給食施設従事者

農林水産加工関係者

　　　　　　　　               年度
�
　
  区分

22

その他

合計

23

食品関係営業者

食品衛生責任者

一般消費者

 

患者数

（人） 細 菌 ウイルス 自 然 毒 化学物質 不 明

23 5 48 1 3 1 1

22 4 13 1 2 1

21 2 16 20

0

病 因 物 質
年 度 発生件数

（再掲）

死者（人）

0
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２ 生活衛生関係 
 

（１） 生活衛生営業六法関係監視指導 

   住民の日常生活と密接な関係のある理容、美容、クリ－ニング、旅館、公衆浴場、興行場の生活

衛生営業六法関係について、各々、関係法令に基づき許可・確認を行うとともに、施設の衛生水準

の維持・向上を図るために、計画的な監視指導を行っている。 

ア 許可(確認)等の状況                   （平成２４年３月３１日現在） 

年度 ホテル 旅館
簡易
宿所

下宿 一 般 その他

1 3

5 11 2(1) 1 3 14 1 1

3 8 1(1) 13 1

8 1 1 1

10 14 2(1) 2 5 1 2 1

5 12 16(15) 2 1 1

�

22

21

6 12

22

21

3

2

23

23

興
行
場

施設区分

許 可
（確認）

廃 止

1

9

1(1)

8(4)8 16

旅 館 公 衆 浴 場

許可等

理
容
所

美
容
所

クリーニン
グ所（取次
所再掲）

 
 

イ 監視指導の状況                      （平成２４年３月３１日現在） 

ホテル 旅 館
簡 易
宿 所

下 宿 一 般 その他

23 82 81 18 74 9 42 1 2

22 74 83 11 91 24 21 3 2

21 127 170 2 82 18 37

公 衆 浴 場 興
行
場

　　　 施設区分
�
年　度

理
容

所

美
容

所

クリーニング所
（取次所再掲）

15 (1)

66 (1)

67 (66)

旅 館

 

 

ウ 市町村別営業施設数                    （平成２４年３月３１日現在） 

ホテル 旅 館
簡 易
宿 所

下 宿 一 般 その他

十 和 田 市 130 166 7 83 67 8 11 7 4

三 沢 市 75 120 11 25 23 2 15 1

野 辺 地 町 36 43 13 2 2 5

七 戸 町 32 47 9 33 1 9 1

六 戸 町 15 12 12 1 6 1 1

横 浜 町 11 14 4 2 1

東 北 町 34 34 1 16 3 13

六 ヶ 所 村 19 30 15 1 4 2

19 177 132 13 64 12

22 年 度 354 470 19 184 133 13 62 13 5

21 年 度 359 473 20 186 120 13 63 13 5

合 計
341

クリーニング所
（取次所再掲）

61 ( 34 )

32 ( 15 )

11 ( 7 )

10 ( 7 )

5 ( 1 )

1 ( 0 )

14 ( 4 )

興

行

場

5
76

　 　 施設区分
 
市町村

理

容

所

美

容

所

352 466

旅 館 公 衆 浴 場

6 ( 3 )

140 ( 71 )

147 ( 74 )

147 ( 74 )
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（２） レジオネラ症発生防止対策 

「青森県レジオネラ症の入浴施設における発生の予防に関する条例」に基づき、旅館業及び公衆

浴場業の施設１３５件について、水質基準の遵守及び施設の衛生管理指導を行った。 

 

（３） 水道及び飲料水関係監視指導 

水道法、青森県小規模水道規制条例、簡易専用水道事務取扱要領及び青森県飲用井戸等衛生対策

要領に基づき、飲料水の衛生確保を図るために、施設の適正維持管理指導等を行っている。 

 各種水道施設の状況                 （平成２４年３月３１日現在） 

種別 上水

道 

簡易 専用 小規模 飲用井戸 簡易専用 小規模 
計 

市町村 水道 水道 水道 一般 業務用 水道 受水槽 

十和田市 1 8 4 44 312 82 54 33 538 

三 沢 市 1   6   74 48 37 30 196 

野辺地町 1   1   70 19 9 5 105 

七 戸 町 1   1 6 55 23 7 2 95 

六 戸 町 ※1     3 731 42 2 1 780 

横 浜 町   1   1 1,342 17 2   1,363 

東 北 町 1 5 2   180 30 8   226 

六ヶ所村 1   2   24 3 38 5 73 

計 7 14 16 54 2,788 264 157 76 3,376 

２２年度 8 18 15 57 2,819 259 159 83 3,418 

２１年度 9 19 15 57 2,819 258 157 97 3,431 
※六戸町は八戸圏域水道企業団の上水道区域に組み込まれている。 

  

（４） 建築物衛生監視指導 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、特定建築物(興業場、百貨店等で

床面積が 3,000㎡以上、学校で床面積が 8,000㎡以上の建築物)について、衛生的な環境の確保を図

るために施設の適正維持管理指導を行うとともに、登録営業者に対して清掃作業及び清掃用機器の

維持管理方法等の指導を行っている。 

ア 施設・監視の状況（※( )は監視件数）           （平成２４年３月３１日現在） 

種別 
市町村 

興行場 百貨店 店 舗 事務所 学 校 旅 館 その他 計 

十和田市 1 3 4 5 1 8(7) 3 25(7) 

三沢市  1 1 2  7(5) 4 15(5) 

野辺地町  1    1  2 

七戸町  1(1)      1(1) 

六戸町    1    1 

横浜町         

東北町     1   1 

六ヶ所村  1  7   2 10 

計 1 7(1) 5 15 2 16(12) 9 55(13) 

22年度 1 6(2) 5(3) 15 2 15(13) 10 54(18) 

21年度 0 6 8 14 2 17(10) 11 58(10) 

 



 - 54 - 

イ 登録営業所の状況（※( )は監視件数）           （平成２４年３月３１日現在） 

十 和 田 市 1 1(1) 3(2) 1 2 8(3)

三 沢 市 3(1) 2 1(1) 2 8(2)

野 辺 地 町 1 1

七 戸 町 1(1) 1(1)

六 戸 町

横 浜 町

東 北 町 1 1

六 ヶ 所 村 6(2) 5(1) 1 1 13(3)

計 11(3) 0 1(1) 12(4) 2(1) 0 0 1 5 32(9)

22 年 度 11(4) 0 1 12(3) 2(1) 0 0 1 5(2) 32(10)

21 年 度 7(2) 0 1 9(1) 2(1) 0 0 1(1) 5 25(5)

計
飲料水
貯水槽
清掃業

ねずみ・
昆 虫 等
防 除 業

環境衛生
総合管理業

環境衛
生一般
管理業

排水管
清掃業

空気調和
ダ ク ト
清 掃 業

 　　種　別

市町村

建築物
清掃業

空気環境
測 定 業

飲 料 水
水 質
検 査 業

 

 

 

（５） 遊泳用プ－ル施設等の監視指導 

多数人が利用する遊泳用プ－ルにおける衛生水準の確保を図るために、「遊泳プールの衛生基準に

ついて(平成 19 年 5 月 28 日 厚生労働省保健局長通知)」に基づき、水質基準、施設基準及び維持

管理基準の遵守指導を行うとともに、「プールの安全標準指針(平成１９年３月 文部科学省・国土

交通省)」に基づくプールの安全確保のための適正な管理運営等を指導している。 

なお、管内には十和田市(６)、三沢市(４)、野辺地町(１)、七戸町(２)、六戸町(１)、東北町(４)及

び六ヶ所村(２)の２０施設あるが、５施設は休止中である。平成２３年度は１５施設全ての監視指

導を行った。 

 

 

（６） 化製場等の監視指導 

化製場等に関する法律及び青森県化製場等に関する条例に基づき、施設の衛生水準等を確保する

ため指導を行っている。 

① 化製場：七戸町(１施設－飼料) 

② 化製場法第８条施設：三沢市（１施設－ペットフード）、七戸町（１施設－肥料） 

③死亡獣畜取扱場：十和田市(２施設－埋却)、三沢市(１施設－埋却)、 

七戸町(２施設－解体焼却、埋却) 
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（７） 温泉関係監視指導 
   温泉法及び青森県温泉保護対策要綱に基づき、温泉資源の保護及び温泉の利用の適正化を図るた

めに、温泉利用許可指針の遵守指導等を行っている。 

 

  ア 温泉(源泉)数及び許可の状況                  (平成 24 年 3 月 31 日) 

 
 
市町村 

区 分 
源泉数 

掘削申請 

(掘さく許可) 

増掘申請 

(増掘許可) 

動力申請 

(動力許可) 

利用申請 

(利用許可) 

利用 

承継 
備考 

年 度 

十和田市 

23 40 1（ 1 ）  1（ 1 ） 16（ 16 ）   

22 40 1（ 1 ）      4（ 4 ）   

21 40    3（ 3 ）   

三 沢 市 

23 26 1（ 1 ）  1（ 1 ） 4（ 4 ）   

22 25    4（ 4 ）   

21 25       

野辺地町 

23 10       

22 10       

21 10   1（ 1 ） 5（ 5 ）   

七 戸 町 

23 17    1（ 1 ） 2（ 2 ）   

22 17    1（ 1 ）    

21 17   1（ 1 ）    

六 戸 町 

23 12    7（ 7 ）   

22 12       

21 12       

横 浜 町 

23 1    2（ 2 ）   

22 1       

21 1       

東 北 町 

23 34 1（ 1 ）  1（ 1 ）    

22 34   1（ 1 ） 3（ 3 ）   

21 34    1（ 1 ） 2（ 2 ）   

六ヶ所村 

23 4   1（ 1 ） 8（ 8 ）   

22 3 1（ 1 ）      

21 3       

合 計 

23 144 3（ 3 ） 0  5（ 5 ） 39（ 39 ）   

22 142 2（ 2 ） 0 2（ 2 ） 11 ( 11 ）   

21 142 0 0 3（ 3 ） 10（ 10 ）   

 
イ 温泉(源泉)及び利用施設の監視指導状況           (平成２４年３月３１日現在) 

23 80 39 41

22 98 20 78

21 59 23 36

　　　        区　分
年　度

備　　考
合　　　計
（件　数）

源泉・掘さく
動力（増掘）

利用施設
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Ⅲ 健康増進課関係業務 
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１ 健康づくり事業関係 

（１） 「健康上十三２１」の推進について 

 上十三地域の早世の減少と健康寿命の延伸を目標に、発病を予防する一次予防の重視を基本に、重

点戦略４領域（①栄養・食生活 ②こころの健康づくり ③たばこ ④アルコール）と、その他の領域

（①身体活動・運動 ②歯の健康 ③糖尿病 ④循環器病 ⑤がん）の行動目標を掲げ、各領域で健康づ

くりを推進した。 

   

（２） 「市町村健康づくり計画」の推進について 

 各市町村健康づくり推進協議会等を通して、健康づくり推進状況を把握し、効果的推進について支

援した。 

 

（３） 各市町村健康づくり推進協議会等への参加 

保健所長が、全市町村の健康づくり推進協議会等の委員として委嘱され、各市町村の推進協議会等

へ出席した。 

なお、十和田市生涯健康づくり推進協議会には専門部会が組織されており、その部会の委員として、

健康増進課長及び健康づくり（母子・精神）担当者が委嘱され、出席した。 

市町村名 期 日 会 議 名 出 席 者 

十和田市 

平成 23年 9月 29日 心の健康づくり部会 健康づくり（精神）担当者 

平成 23年 10月 7日 母子保健部会 健康増進課長 

平成 23年 10月 26日 生活習慣病予防部会 保健所長、健康増進課担当 

平成 22年 10月 27日 市民健康部会 欠席 

平成 23年 11月 10日 生涯健康づくり推進協議会 保健所長、健康増進課長 

必要時開催 調整部会  

三 沢 市 
平成 23年 4月 26日 歯の健康づくり推進協議会 健康増進課長、健康増進課担当 

平成 23年 5月 16日 健康推進対策協議会 保健所長、健康増進課担当 

野辺地町 
平成 23年 5月 27日 健康づくり推進協議会 保健所長、健康増進課担当 2名 

平成 23年 11月 8日 健康づくり推進協議会 健康増進課長 

七 戸 町 平成 23年 1月 24日 健康づくり推進協議会 保健所長、健康増進課 

六 戸 町 
平成 23年 6月 27日 健康づくり推進協議会 保健所長、健康増進課長 

平成 23年 3月 22日 健康づくり推進協議会 健康増進課長 

横 浜 町 
平成 23年 7月 25日 健康づくり推進協議会 保健所長、健康増進課担当 

平成 24年 2月 20日 健康づくり推進協議会 保健所長、健康増進課担当 

東 北 町 平成 24年 2月 9日 健康づくり推進協議会 保健所長、健康増進課担当 2名 

六ヶ所村 
平成 23年 6月 23日 健康づくり推進協議会 保健所長、健康増進課担当 

平成 23年 11月 10日 健康づくり推進協議会 保健所長、健康増進課長 
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（４） 喫煙対策推進事業 

喫煙は、肺がんや虚血性心疾患、慢性閉塞性肺疾患など多くの疾患の危険因子であり、また、喫煙

者だけでなく、周囲の非喫煙者にも健康被害を及ぼすことから、喫煙対策は生活習慣病を防止する上

で重要な課題である。 

そこで、喫煙による健康障害に対する予防意識の普及啓発を図り、「健康あおもり２１」（たばこ領

域）の基本指針及び行動目標を実現することを目的に、防煙・禁煙教室、受動喫煙防止対策推進のた

めの研修会や空気クリーン施設の登録を行った。 

 

ア 防煙教室・禁煙教室実施状況 

 期 日 場 所 内   容 講 師 参加者数 

１ 
平成 23年 

7月 19日 

三沢市立第三

中学校 

講話 

「タバコとみなさんの健康」 

※教室開催について、三沢市と 

上十三保健所が協議・企画した。 

三沢市保健相談セ

ンター 

山口 文衣保健師 

三沢市立第三中学

校１学年生徒１４

名 

担当教員１名 

計１５名 

２ 
平成 24年 

2月 1日 

十和田市合同

庁舎 

「青森県と上十三地域の喫煙状

況の比較」 

講話 

「喫煙と健康～禁煙のすすめ

～」 

上十三保健所 

健康増進課 

技師 木村 梨沙  

十和田市学校薬剤

師会会長 

細川 隆哉 氏 

管内市町村喫煙対

策担当者７名 

上北地域県民局職

員３２名 

その他希望者６名 

計４５名   

 

イ 研修会及び広報活動・調査等 

  （ア）６月１５日、６月２９日の特定給食施設研修会において、空気クリーン施設のパンフレット

を配布し、受動喫煙防止対策と空気クリーン施設推進事業の説明を行った。（参加者人数は、６

月１５日  １０９名、６月２９日９２名） 

  （イ）保健所の給食施設巡回指導の際に、空気クリーン施設推進事業について周知。 

（ウ）依頼に応じて教材等の貸し出しの実施 

＜貸出先＞ （平成２４年３月末現在） 

貸出先 件数 

計 ５件 

市町村 １件 

学校関係 ４件 

他保健所 ０件 

 ＜貸出物品＞ 

肺の模型、ＤＶＤ、たばこ教育セット、パネル 
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ウ 健康あおもり推進隊『空気クリーン施設（受動喫煙防止対策実施施設）』・『空気クリーン車（受

動喫煙防止対策実施車両）』推進事業 

平成１５年５月 1 日から施行された健康増進法において、受動喫煙による健康への 悪影響を

排除するために、多数の者が利用する施設管理者は、受動喫煙防止する措置 を講ずるよう努め

なければならない旨が規定された。 

このことから、施設管理者及び飲食店経営者、タクシー会社管理者に対し、禁煙の 措置を講

ずるよう支援し、住民の良好な健康づくりのための環境整備に資することを 目的に、「空気ク

リーン施設」の登録制度の普及を促進した。（平成２４年３月末現在で２６７施設登録） 

 

空気クリーン施設  施設種別・市町村別登録状況 （平成２４年３月末現在） 

＊施設種別 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 計 

十和田市 4  19 39 2  5  6  4 5 84 

三 沢 市 6 2 8 19   2  4    41 

野辺地町   6 11   1      18 

七 戸 町 7 8 15 10 3 7 5  1 1 12  69 

六 戸 町 2 2 7 5  2   2  2  22 

横 浜 町 1  4 1     2    8 

東 北 町   6 4  2    1  2 1 16 

六ヶ所村 1  5 2   1      9 

合  計 21 12 70 91 7 9 14 0 16 1 20 6 267 

＊施設種別：１官公庁 ２文化施設 ３教育・保育施設 ４医療施設 ５福祉・介護施設 ６体育施設 ７事業所 

８公共交通機関 ９飲食店 １０宿泊施設 １１その他施設 １２タクシー車輌 

＊喫煙対策推進事業実施要綱が平成２０年度に改正になり「空気クリーン施設」の条件は、禁煙のみと

なった（分煙は認めず）。 

 

（５） 保健協力員の育成 

保健協力員が活動に関する学習と情報交換を行い、活動を活性化するとともに、健  康づくり

の推進に役立てることを目的に総会、研修会、役員会を実施した。 

 

ア 上十三保健所管内保健協力員連絡会役員会 

回数 期 日 場 所 内   容 参加者数 

１ 
平成 23年 

6月 21日（火) 

上十三保健所 

１ 平成２３年度事業計画について 

２ 情報交換（各市町村の活動目標等） 

３ その他 

保健協力員 ８名 

市町村職員 ８名 

保健所職員 ２名 

２ 
平成 24年 

3月 1日（木) 

１ 平成２３年度事業報告について 

２ 平成２４年度事業計画について 

３ 情報交換 

保健協力員 ８名 

市町村職員 ８名 

保健所職員 ４名 
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イ 上十三保健所管内保健協力員連絡会総会及び研修会 

期 日 場 所 内   容 参加者数 

平成 23年 

9月 12日（月） 

野辺地町 

中央公民館 

＜総会＞ 

１ 平成２２年度事業報告及び決算報告 

２ 平成２３年度事業計画及び予算案 

保健協力員 ９７名 

市町村職員 １２名 

保健所職員   ４名 

＜研修会＞ 

研修テーマ:「地域が支える医療」 

講師：NPO法人 地域医療を育てる会 

         久保田 健太郎氏  

＜活動発表＞ 

野辺地町フォークダンス披露 

演者：野辺地町フォークダンス研究会  

 

ウ 役員研修会 

期 日 場 所 内   容 参加者数 

平成 23年 

7月 21日（木） 
上十三保健所 

１ 自殺対策朗読劇 
テーマ：借金問題は必ず解決できます  
演者：上十三保健所管内保健協力員役員 
２ 情報交換 

保健協力員 １５名 

市町村職員  ７名 

保健所    ３名 

 

エ 管内市町村保健協力員数              （平成２３年度） 

市町村名 保健協力員数 市町村名 保健協力員数 

十 和 田 市 ２２１ 六 戸 町 ７５ 

三 沢 市 １１２ 横 浜 町 ６２ 

野 辺 地 町  ９９ 東 北 町 １７６ 

七 戸 町 １７２ 六 ヶ 所 村 ８４ 

 計 １，００１名 
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２ 母子保健事業関係 

（１） 未熟児訪問指導実施状況          （平成２３年度３月末現在） 

 訪問指導件

数 

（実人員） 

＜再掲＞出生体重別件数（実人員） 

500～999g 
1000～

1499g 

1500～

1999g 

2000～

2499g 

2,500g 

以上 

管 
 
 

内 

十和田市 28(13) 4(2) 4(3) 12(4) 4(2) 4(2) 

三 沢 市 21(13) 4(2) 4(4) 8(4) 2(2) 3(1) 

野辺地町 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

七 戸 町 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0(0) 0(0) 

六 戸 町 2(1) 0(0) 0(0) 2(1) 0(0) 0(0) 

横 浜 町 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 

東 北 町 3(2) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1) 1(1) 

六ヶ所村 5(4) 0(0) 1(1) 3(2) 1(1) 0(0) 

小  計 62(36) 8(4) 9(8) 27(13) 10(7) 8(4) 

管外（里帰り等）計 6(6) 0(0) 1(1) 1(1) 3(3) 1(1) 

合 計 68(42) 8(4) 10(9) 28(14) 13(10) 9(5) 

                                （  ）は実人員 

 

(２） 療育相談（肢体不自由児等） 

発育・発達に心配のある児童及び未熟児等を対象に整形外科専門医による相談を年１２回実施した。

（十和田会場９回、三沢会場３回）    （平成２３年度３月末現在） 

市 町 村 名 相談人員 
再 掲 

要治療 治療不要 経過観察 

十 和 田 市 48 (24) 8 (6) 7 (7) 33 (11) 

三 沢 市 24 (12) 6 (5) 3 (3) 15 (4) 

野 辺 地 町 3 (1) 0  (0) 1  (1) 2 (0) 

七 戸 町 7 (5) 2 (2) 1 (1) 4 (2) 

六 戸 町 4 (3) 2 (1) 2 (2) 0 (0) 

横 浜 町 0 (0) 0 (0)  0 (0)  0 (0) 

東 北 町 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0) 

六 ヶ 所 村 3 (2)  0 (0)  2 (2)  1 (0) 

管 外 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

計 89 (47) 18 (14) 16 (16) 55 (17) 

                                   （  ）は実人員 
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（３） 長期療養児療育相談指導事業 

  疾病により、長期にわたり療養を必要とする児童について、小児科専門医等による相談及び小児慢

性特疾患医療券交付時の面接による相談、新規申請者における日常生活の把握をし、支援強化を図っ

た。 

（平成２３年度） 

事業内容 

専門医による相談 保健師による相談指導  

小児慢性 

特定疾患 
未 熟 児 家庭訪問 随時相談 電話相談 

相談件数 １ ０ １１ ４４ １３ 

 

（４） 養育医療・育成医療給付申請等処理状況 （平成２３年度） 
区分 

市町村 
養育医療 育成医療 

十 和 田 市 １６ ３８ 

三 沢 市 １３ １１ 

野 辺 地 町 １ ２ 

七 戸 町 ３ ２ 

六 戸 町 ２ １ 

横 浜 町 １ １ 

東 北 町 ３ ９ 

六 ヶ 所 村 ３ ４ 

管 内 計 ４２ ６８ 

 

（５） 小児慢性特定疾患治療研究事業          （平成２３年度） 

  区 分 

十
和
田
市 

三
沢
市 

野
辺
地
町 

七
戸
町 

六
戸
町 

横
浜
町 

東
北
町 

六
ヶ
所
村 

計 

01 悪性新生物 ６ １０ ２ ２ ２  ２ １ ２５ 

02 慢性腎疾患 ４ ４ ２ １ １  １ ２ １５ 

03 慢性呼吸器疾患 １ １  １     ３ 

04 慢性心疾患 ７ １４ ３ １   ４ ６ ３５ 

05 内分泌疾患 １６ ８ １ ６ ３ １ ５ ３ ４３ 

06 膠原病 ９  ２    １  １２ 

07 糖尿病 ３ ４     ２  ９ 

08 先天性代謝異常 ２ ２  １     ５ 

09 血友病等血液・免疫疾患 ３ １  １ １    ６ 

10 神経・筋疾患 １ ５ ２      ８ 

11 慢性消化器疾患 ５ １     １  ７ 

計 ５７ ５０ １２ １３ ７ １ １６ １２ １６８ 
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（６） 小児慢性特定疾患児手帳（ひまわり手帳）交付事業 （平成２３年度） 

疾患名 件数 疾患名 件数 

悪性新生物 ３ 糖尿病 ０ 

慢性腎疾患 ４ 先天性代謝異常 ０ 

慢性呼吸器疾患 １ 血友病等血液・免疫疾患 ３ 

慢性心疾患 ２ 神経・筋疾患 １ 

内分泌疾患 ４ 慢性消化器疾患 １ 

膠原病 ６ 計 ２５ 

 

（７） 先天性代謝異常検査等実施状況          (平成２３年度) 

区分 

 

 

 

市町村 

先天性代謝異常検査 先天性副腎過形成症 先天性甲状腺機能低下症 

件

数 

正

常 

疑

陽

性 

判

定

不

能 

要

精

検 

件

数 

正

常 
疑

陽

性 

要

精

検 

件

数 

正

常 

疑

陽

性 

要

精

検 

十和田市 450 450 2 0 0 449 446 0 3 459 448 11 0 

三 沢 市 346 343 3 0 0 347 345 2 0 345 344 1 0 

野辺地町 85 85 0 0 0 85 85 0 0 88 84 3 1 

七 戸 町 98 98 0 0 0 98 97 1 0 100 98 2 0 

六 戸 町 72 72 0 0 0 73 72 1 0 72 72 0 0 

横 浜 町 39 39 0 0 0 39 39 0 0 39 38 0 1 

東 北 町 124 124 0 0 0 124 124 0 0 124 124 0 0 

六ヶ所村 99 99 0 0 0 100 99 1 0 101 101 0 0 

計 1,313 1,310 5 0 0 1,315 1,307 5 3 1,328 1,309 17 2 
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（８） 妊婦連絡票実施状況                        （平成２３年度） 

 ( )は％ 

市町村名 

妊
娠
届
出
数 

妊
婦
連
絡
票
提
出
数 

妊
婦
保
健
指
導
報
告
書
発
行
数 

指導週数別 指導方法別 

要
連
絡
・
指
導
妊

産
婦
連
絡
票 

妊
婦
連
絡
票
の
提
出
は
な
い
が
、
保
健
指
導
を
実

施
し
た
数  

～ 

11週 

12～ 

19週 

20～ 

27週 

28週 

～ 

窓 

口 

訪 

問 

電 
話 

そ
の
他 

受理

数 

 

L 

内訳 

妊婦 産婦 

A B C d e f g h i j k m n O 

  (B/A) (C/B) (d/C) (e/C) (f/C) (g/C) (h/C) (i/C) (j/C) (k/C) (m/L) (n/L) (O/A) 

十和田市 
459 456 456 376 73 3 4 456 0 0 0 

18 
6 

(33.3) 

12 

(66.7) 

3 

 (99.3) (100.0) (82.5) (16.0) ( 0 . 7) (0.9) (100.0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) (0.7) 

三沢市 
419 406 406 364 35 5 2 406 0 0 0 

31 
6 

(19.4) 

25 

(80.6) 

41 

 (96.9) (100.0) (89.7) ( 8 . 6) ( 1 . 2) (0.5) (100.0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) (9.8) 

野辺地町 
96 96 96 81 12 1 2 96 0 0 0 

7 
2 

(28.6) 

5 

(71.4) 

0 

 (100.0) (100.0) (84.4) (12.5) ( 1 . 0) (2.1) (100.0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) 

七戸町 
95 95 95 79 15 0 1 95 0 0 0 

5 
1 

(20.0) 

4 

(80.0) 

0 

 (100.0) (100.0) (83.2) (15.8) ( 0 . 0) (1.1) (100.0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) 

六戸町 
84 84 84 75 9 0 0 78 1 5 0 

5 
1 

(20.0) 

4 

(80.0) 

0 

 (100.0) (100.0) (89.3) (10.7) ( 0 . 0) ( 0 . 0) (92.9) ( 1 . 2) ( 6 . 0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) 

横浜町 
35 35 35 25 9 0 1 35 0 0 0 

1 
1 

(100.0) 

0 

( 0 . 0) 

0 

 (100.0) (100.0) (71.4) (25.7) ( 0 . 0) ( 2 . 9) (100.0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) 

東北町 
120 120 120 102 15 3 0 120 0 0 0 

13 
6 

(46.2) 

7 

(53.8) 

1 

 (100.0) (100.0) (85.0) (12.5) ( 2 . 5) (0.0) (100.0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) ( 0 . 8) 

六ヶ所村 
109 107 107 91 15 0 1 107 0 0 0 

6 
1 

(16.7) 

5 

(83.3) 

2 

 (98.2) (100.0) (85.0) (14.0) ( 0 . 0 ) ( 0 . 9) (100.0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) ( 0 . 0) ( 1 . 8) 

計 
1,417 1,399 1,399 1,193 183 12 11 1,393 1 5 0 

86 
24 

(27.9) 

62 

(72.1) 

47 

 (98.7) (100.0) (85.3) (13.1) ( 0 . 9 ) (0.7) (99.6) (0.1) ( 0 . 4) ( 0 . 0) (3.3) 
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（９） 母子保健ネットワーク会議等 ―妊産婦支援体制整備事業― 

  虐待による死亡が生じ得るリスク要因として、保護者側の強い抑うつ状態が挙げられており、その

対策として、育児の孤立化、育児不安の防止に努める「発生予防」の視点から、地域養育支援体制を

整備する。 

   

ア 母子保健ネットワーク会議 

保健・医療・福祉及び教育等関係者等により、市町村や関係機関が実施する母子保健対策の推進

に係る協議を行う。 

回 期 日 場 所 出席者 内  容 

１回目 
平成 23年 

12月 6日 
七戸庁舎 

市町村保健師１０名 

保健所２名 

児童相談所１名 

１ 母子保健における虐待防止活動に関する

協議及び情報交換 

２ １歳６ヶ月児及び３歳児精神発達健康診

査について 

２回目 
平成 24年 

2月 16日 
上十三保健所 

医療機関５名 

市町村保健師等２１名 

保健所７名 

１ 三沢市立三沢病院からEPDSの実施状況報告 

２ 意見交換 

妊産婦情報共有システム 

子ども虐待による死亡事例等の検証結果 

３ その他 

  乳児死亡状況 

  虐待防止研修伝達 

 

イ 市町村毎の母子保健担当者打ち合わせ（東日本大震災による業務調整で母子保健担当者に変更のあ

った市町村） 

市町村 日程 内 容 

十和田市 平成 23年 7月 6日 
１ 平成 23度の保健所・市町村母子保健事業 

２ 妊産婦の喫煙・再喫煙の予防 

３ 妊産婦連絡票の見直しに係る意見交換 

４ エジンバラ産後うつ病スクリーニング及びカンファレンスの

実施状況について 

５ 情報提供 

六戸町 平成 23年 7月 14日 

東北町 平成 23年 7月 26日 

 

ウ 平成 23 年度開催会議への支援 

会議名 期 日 テーマ 

十和田市健康づくり推進協議会 

母子保健部会 
平成 23年 10月 7 日 ２歳６ヶ月児健康診査について 

七戸町母子保健ネットワーク会議 平成 24年 2月 9 日 自己肯定感を高める対応について 
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エ 医療機関との連携（医療機関主催） 

期 日 医療機関名 対象者数 内  容 参加者数 

平成 23年 5月 17日 

県立中央病院 

NICU 

１名 

・周産期母子医療センタ

ー情報室からの連絡に

より、NICUに入院し退院

予定の新生児について、

今後の方向等検討した。 

保健所１名、 

平成 23年 6月 7日 １名 保健所１名 

平成 23年 8月 9日 １名 七戸町１名 

平成 23年 9月 6日 １名 十和田市１名 

平成 23年 10月 4日 １名 保健所１名、東北町１名 

平成 23年 12月 6日 １名 保健所１名、六ヶ所村１

名 

平成 24年 3月 6日 １名 保健所１名 

 

（１０） 産後うつ病の予防対策推進事業  ―妊産婦支援体制整備事業― 

乳児を抱える母親のメンタルヘルスに注意を向け、母親のメンタル面へのサポート体制を構築する。 

また、母子保健サービスの中に「虐待予防」の視点を盛り込み、市町村母子保健関係者等の虐待予防に関する資質

の向上を図った。 

 

ア 医療機関へのエジンバラ産後うつ病スクリーニングの活用と普及 

期 日 場 所 参加者数 内  容 

平成 24年 2月 16日 
上十三保健所  
（母子保健ネットワー

ク会議に於いて） 

医療機関（三沢病院、十和田市

立中央病院、藤井産婦人科、さ

とうクリニック）５名 

市町村（保健師、看護師）２１

名 

保健所７名 

三沢市立三沢病院から実施状況

について報告 

保健所から要連絡・指導妊産婦

連絡票の状況報告 

各医療機関での課題 

平成 24年 3月 13日 
さとうクリニッ

ク 

さとうクリニック助産師等２

名、七戸町・東北町保健師２名、

保健所３名 

講義 

母親のメンタルヘルスと基礎知

識 

３つの質問紙の実際と活用方法 

意見交換 

 

イ EPDS 等妊産婦のカンファレンス  

日   時 参 集 者 検 討 内 容 

平成２３年４月６日(水) 

上十三保健所 
健康増進課保健師３名 うつ病の母への対応 

平成２３年８月２日（火） 

上十三保健所 
健康増進課保健師３名 EPDS 高得点者１７点（１件）  

平成２３年８月２４日（水） 

上十三保健所 
健康増進課保健師４名 EPDS 高得点者１８点（１件）  

平成２３年９月６日（火） 

上十三保健所 
健康増進課保健師４名 EPDS 高得点者１９点（１件）  

平成２４年２月２４日（金） 

上十三保健所 
健康増進課保健師５名 EPDS 高得点者１１点（１件）  
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（１１）乳幼児の虐待予防に関すること 

   要保護児童の早期発見や適切な保護並びに要保護児童及びその家族への適切な支援をする。また、

特定妊婦の早期発見をし、適切な支援をする。 

 

ア 市町村要保護児童対策協議会・ケース検討会 

市町村名 代表者会議 実務者会議・ケース検討会 内   容 

十和田市 平成 23年 5月 23日 平成 23年 6月 1日 精神疾患を抱えて育児中の母 

平成 23年 7月 15日 住所は十和田市、居住は横浜町 

平成 23年 10月 28日 研修会 

三沢市 平成 23年 10月 27日 なし  

野辺地町 包括ケア会議 なし  

七戸町 平成 23年 5月 11日 なし  

六戸町 平成 24年 1月 31日 なし  

横浜町 

   

平成 23年 12月 20日 平成 23年 7月 11日 実務者会議 

平成 23年 7月 15日 住所は十和田市、居住は横浜町 

平成 23年 11月 11日 実務者会議 

平成 24年 2月 24日 実務者会議 

東北町 平成 23年 6月 28日 平成 23年 10月 27日 研修会 

六ヶ所村 平成 23年 11月 4 日 平成 23年 5月 13日 知的障害をもつ産婦 

 

イ 虐待（疑）相談事例のカンファレンス 

 日   時 参 集 者 検 討 内 容 

平成 23年 5月 13日(金)  

青森県立病院 

市町村保健師、七戸児童相談所、県

病 医師・看護師・佐藤専門員、上

十三保健所 

知的障害をもつ母への対応 

平成 23年 7月 4日（月） 

八戸市民病院 

市町村保健師、八戸市民病院産婦人

科 病棟看護師長、上十三保健所 

拒食症の産婦への対応 

平成 23年 7月 15日（金） 

七戸児童相談所 

市町村保健師、婦人相談員、児童相

談所、上十三保健所 

２つの市町にまたがる問題事

例 

平成 24年 2月 17日（金） 

上十三保健所 

市町村保健師２、上十三保健所１ 出産病院が決まらない妊婦 
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（１２） 女性の健康支援事業 

ア 女性の健康相談 

（ア）開催日：月１回（毎月第３火曜日） 受付時間：１０：００～１０：３０ 

（イ）場 所：上十三保健所 第１相談室 

（ウ）担当者：保健師 

相談件数 

来所相談 実人員１０名（延１０件） 

 〈内訳〉定 期  １名（延１件） 

     随 時  ３名（延３件） 

電話相談 実人員  ６名（延６件） 

相談内容 

不妊に関する相談                      ６件 

婦人科疾患、更年期障害に関する相談             ２件 

メンタルケア                        １件 

その他、性感染症を含め女性の心身の健康に関する一般的な相談 １件 

 

イ 特定不妊治療助成事業 

（ア）特定不妊治療費助成事業申請者 ４８名（延７８名） 

（イ）不妊専門相談センター利用者   １名 
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３ 歯科保健事業関係 

（１） 母と子のよい歯のコンクール実施状況 

  青森県歯科医師会と共催事業。健康な歯をもつ母と子を表彰し、幼児や父母及び地域社会の歯科保

健への関心を高め、本県の歯科保健の推進を図ることを目的に実施した。 

期  日 平成 23年 6月 4日（土）13：00～15：00 

場  所 十和田市イオンスーパーセンター十和田店 

対  象 ７９組  受診者：１８組 

講  評 歯科医師会上十三支部会長  沼山 助直 氏 

 審査の結果、三沢市の母子 1 組を県に推薦（第二次選考）した。 

 

（２） 上十三地域歯科保健推進委員会 

期 日 平成 24年 2月 23日（木） 

場 所 保健所 2階会議室 

出 席 者 

２７名 

（歯科医師３、歯科衛生士１、産業保健センター１、養護教員１

知的障害者福祉協会１、介護支援専門員１、保育所等関係者１、

食生活改善推進員１、保健協力員１、労働基準協会１、市町村関

係者８、保健所関係者７） 

内 容 

１ 上十三地域の歯科保健関係統計について 

２ 平成２３年度歯科保健活動状況について 

（１）ライフサイクルに沿った行動目標毎に各団体の取り組みに

ついて情報交換した。 

（２）歯科医、歯科衛生士から専門的な立場からの助言を聞くこ

とができた。 

（３）その他取り組みについて 

３ その他 
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４ 栄養改善指導事業関係 

（１） 給食施設栄養管理指導事業 

健康増進法に基づき、給食施設の栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行い、 喫食者

の健康増進に寄与する目的で巡回指導及び研修会を行った。 

  ア 巡回指導  

 

特定給食施設 

特定多数人に対して継続

して食事を供給する施設

（特定給食施設を除く） 

計 
総計 

栄養士有 栄養士無 栄養士有 栄養士無 栄養士有 栄養士無 

指導件数 １８ ９ １７ １８ ３５ ２７ ６２ 

対象給食 

施設数 
４５ １２ ５１ ２７ ９６ ３９ １３５ 

 

  イ 研修会 

期 日 場 所 対 象 参加者数 内 容 

平成 23年 

6月 15日 

6月 29日 

十和田市 

 東公民館 

給食施設の

栄養士・調理

師等 

201名 

１ 講義 

「食中毒予防について」 

上十三保健所 大見丈治 

「施設の衛生管理について」 

上十三保健所 高橋むつみ 

「給食施設における栄養管理について」 

上十三保健所 舩渡めぐみ 

２ 情報提供 

「喫煙対策について」 

上十三保健所 木村梨沙 

平成 23年 

6月 17日 

三沢市総合 

福祉センター 

三沢地区保

育園給食担

当者 

23名 

【講義】 

「食中毒予防について」 

「施設の衛生管理について」 

上十三保健所 大見丈治 

「給食施設における栄養管理について」 

上十三保健所 舩渡めぐみ 

平成 23年 

6月 25日 

横浜町ふれあい 

センター 

上北中北部 

保育研究会 

給食部会員 

25名 

【講義】 

「保育所給食における離乳食の提供について」 

上十三保健所 舩渡めぐみ 

平成 23年 

10月 31日 

横浜町ふれあい 

センター 

上北中北部 

保育研究会 

給食部会員 

25名 

【講義】 

「災害時の給食について」 

上十三保健所 舩渡めぐみ 

 

 

http://gweb.pref.aomori.lg.jp/Scripts/dnet/dnet.exe?page=usetuserinfo&id=12765&gid=-8&bproc=dnet%2Eexe%3Fpage%3Dschweekgrp%26gid%3D%2D8%26id%3D5115%26date%3D20120628%26caldate%3D20120628%26dsh%3D%26row%3D0
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（２） 栄養表示、虚偽誇大表示に関する指導 

健康増進法第３１条、３２条の２に基づき、食品への不適切な表示に対し食品製造業者等に指導

を実施した。 

ア 特定用途食品表示確認：１件  

イ 栄養表示指導：１８件  

ウ 虚偽・誇大表示指導：１４件  

エ 表示制度の研修会：依頼なし 

 

（３） 食生活改善推進員の育成 

  管内の食生活改善推進員会の育成を支援し、活動の推進を図った。 

 

管内市町村食生活改善推進員数   （平成 23 年 5 月 10 日現在） 

市町村名 会 員 数 市町村名 会 員 数 

十 和 田 市    ２２５ 六 戸 町     ４７ 

三 沢 市    １２５ 横 浜 町     ２０ 

野 辺 地 町     ３２ 東 北 町     ８０ 

七 戸 町     ５０ 六 ヶ 所 村     ４６ 

 計 ６２５ 名 

 

（４） 市町村栄養改善業務支援事業 

  各市町村の栄養改善業務の推進を図ることを目的に、連絡調整会議及び研修会を開催した。 

 

ア 会議及び研修会 

開催月日 開 催 場 所 参加者数 内  容 

平成 24年 

2 月 28日 
上十三保健所 ８名 

〈会議〉 

１ 報告 

「給食施設巡回指導の結果について 

～市町村と保健所の栄養改善業務の連携～」 

２ 協議 

「市町村における災害時等の対応について」 

３ 連絡 

(1)食生活改善推進員関係事項について 

(2)管理栄養士学生実習について 

平成 24年 

2 月 28日 
上十三保健所 ６名 

〈研修会〉 

【演習】事業計画及び評価票の作成 

テーマ  

～１歳６ヶ月児健康診査の計画と評価～ 
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イ 市町村への支援 

（ア）食生活改善推進員会研修会等の講師  

十和田市：生活衛生課（１回） 

三沢市：所長（１回）、生活衛生課（１回） 

野辺地町：東山課長（２回）、生活衛生課（１回） 

六戸町：舩渡２回、生活衛生課（１回） 

  （イ） 食生活改善推進員会総会の出席 

     十和田市、三沢市、六戸町 

  （ウ） 食育推進計画への支援 

     十和田市食育推進市民会議出席：管理栄養士 1 回 

 

（５） 外食栄養成分表示店定着促進事業 

外食の利用回数が年々増加していることから、外食利用者が栄養情報に基づく適切な料理選択が

行えるように外食栄養成分表示店を拡大し、食生活を要因とする生活習慣病予防を図るものである。 

平成２３年度の表示店認定マーク交付数は、０件であった。 

 

    表示店の市町村別内訳（平成２３年度末現在 延べ２７件） 

十和田市 ９ 七戸町 ３ 

三沢市 １１ 六戸町 １ 

野辺地町 １ 東北町 ２ 

 

（６） 健康・栄養調査 

ア 健康・栄養調査 

国民の身体状況、栄養摂取量及び生活習慣等の状況を明らかにし、健康増進対策等に必要な

基礎資料を得ることを目的として、国民生活基礎調査の単位区からの無作為抽出により選定され

た地区を国の委託事業として実施する調査である。なお、平成２３年度は歯科疾患実態調査も実

施した。 

【調査地区】十和田市大字三本木字一本木沢 

【調査世帯】２０世帯 

【調査内容】 

調査名 内容 実施日 

栄養摂取状況調査 食事内容(種類と量)の記入 平成２３年１１月２５日 

生活習慣調査 生活習慣に関するアンケートの記入 平成２３年１１月２５日 

身体状況調査 調査世帯員の身体測定等 平成２３年１１月２８日 

歯科疾患実態調査 調査世帯員の口腔内審査 平成２３年１１月２８日 

 

イ 県民健康・栄養調査 

県民の身体及び口腔の状況、栄養摂取状況等を把握し、県及び市町村における健康づくり関

係事業等の基礎資料を得るために実施する調査であり平成２２年度に実施。平成２３年度は、本

庁の進捗管理により県内全保健所で調査データを集計し報告書の作成作業を行った。 
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５ 精神保健福祉関係 

（１） 入院通院医療事務関係 

ア 精神障害者の市町村別・入院通院状況        （平成２３年度末） 

医療区分 
 
 
市町村名 

総 数 

入  院 

通 院 その他 
小 計 措 置 

入 院 
医療保
護入院 

その他 

 男 463 76 2 74  387  
十 和 田 市 女 573 122 0 122  451  

 計 1,036 198 2 196 0 838 0 
 男 173 21 1 20  152  

三 沢 市 女 232 44 1 43  188  
 計 405 65 2 63 0 340 0 
 男 75 16 0 16  59  

野 辺 地 町 女 94 12 0 12  82  
 計 169 28 0 28 0 141 0 
 男 95 22 0 22  73  

七 戸 町 女 128 25 0 25  103  
 計 223 47 0 47 0 176 0 
 男 64 12 1 11  52  

六 戸 町 女 68 22 0 22  46  
 計 132 34 1 33 0 98 0 
 男 27 5 0 5  22  

横 浜 町 女 31 5 0 5  26  
 計 58 10 0 10 0 48 0 
 男 99 11 0 11  88  

東 北 町 女 127 14 0 14  113  
 計 226 25 0 25 0 201 0 
 男 35 5 0 5  30  

六 ヶ 所 村 女 37 5 0 5  32  
 計 72 10 0 10 0 62 0 
 男 1,031 168 4 164  863  

合 計 女 1,290 249 1 248  1,041  
 計 2,321 417 5 412 0 1,904 0 

   

イ 精神障害者申請等処理状況             （平成２３年度） 

申請等別 指定医に
よる診察
件数 

措置 非措置 
非措置者の状況 

申請 通報 計 入院 非入院 

１ ２１ ２２ ７ ５ ２ １ １ 

  
ウ 管内精神病院入院状況               （平成２３年度末） 

 精神総病床数 年度末現在入院患者数 年度末現在措置患者数 

十和田市立中央病院  ５０  ２９ １ 

十 和 田 済 誠 会 病 院 ２７０ ２２８ １ 

高 松 病 院 ２３９ ２３６ ０ 

三 沢 聖 心 会 病 院 １４０ １０３ ０ 

計 ６９９ ５９６ ２ 
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エ 精神科救急医療システム利用状況          （平成２３年度末） 

十
和
田
市 

三

沢

市 

野
辺
地
町 

七

戸

町 

六

戸

町 

横

浜

町 

東

北

町 

六
ヶ
所
村 

管 

 

外 

不 

 

明 

計 

８７ １９ ９ ２０ ７ １ ９ ４ １６ １ １７３ 

 

（２） 精神障害者保健福祉手帳所持状況 

市町村別手帳所持者数                    （平成２３年度末） 
 
 手帳所持者 

総数 

手帳所持者等級別内訳 

１級 ２級 ３級 

十 和 田 市 ５９９ ２０５ ３０５ ８９ 

三 沢 市 ２３３ １１６ ９９ １８ 

野 辺 地 町 ８８ ３７ ４４ ７ 

七 戸 町 １１１ ４６ ５７ ８ 

六 戸 町 ７６ ３３ ３３ １０ 

横 浜 町 ３４ １７ １３ ４ 

東 北 町 １２２ ５０ ６１ １１ 

六 ヶ 所 村 ４９ ２２ ２３ ４ 

計 １，３１２ ５２６ ６３５ １５１ 

 

（３） 精神保健福祉相談状況 

  開設状況：年１２回(偶数月第３水曜日、奇数月第４水曜日) 

  嘱 託 医：十和田市立中央病院メンタルヘルス科診療部長、高松病院副院長 

 

ア 相談件数                    （平成２３年度） 

 総件数 
再     掲 

定 期 随 時 電 話 

実数 １３４ １２ ５４ ６８ 

延数 ２５４ １２ ９２ １５０ 

   

イ 目的別利用状況（延べ数）                （平成２３年度） 

相 
談 
内 
容 

①
受
診
・
入
院
に
つ
い

て ②
通
院
・
服
薬
に
つ
い

て ③
生
活
指
導
に
つ
い
て 

④
経
済
的
問
題 

⑤
性
格
・
行
動
上
の
こ

と ⑥
患
者
へ
の
接
し
方
に
つ
い

て ⑦
ア
ル
コ
ー
ル
に
つ
い
て 

⑧
薬
物
に
つ
い
て 

⑨
人
間
関
係
に
つ
い
て 

⑩
施
設
入
所
に
つ
い
て 

⑪
社
会
復
帰
に
つ
い
て 

⑫
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
い
て 

⑬
ひ
き
こ
も
り 

⑭
そ
の
他 

計 

定 期 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 12 

随 時 31 3 1 1 5 4 5 0 9 1 25 0 0 7 92 
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ウ 市町村別件数（延人数）                       （平成２３年度） 

 十
和
田
市 

三

沢

市 

野
辺
地
町 

七

戸

町 

六

戸

町 

横

浜

町 

東

北

町 

六
ヶ
所
村 

管

外 

計 

定期 ８ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ １２ 

随時 ６０ ４ ２ ９ ９ ０ ０ ８ ０ ９２ 

 

（４） 訪問指導状況                     （平成２３年度） 

事
業
区
分 

保健師（相談員含む） その他の職員 合 計 

一

般 

職
親
事
業 

社
会
復
帰 

計 

一

般 

職
親
事
業 

社
会
復
帰 

計 
一

般 

職
親
事
業 

社
会
復
帰 

計 

実人数 ３０ ５ ０ ３５ ０ ０ ０ ０ ３０ ５ ０ ３５ 

延人数 ５１ ８ ０ ５９ ０ ０ ０ ０ ５１ ８ ０ ５９ 

 

（５） 社会適応訓練事業（職親制度）実施状況  

ア 管内登録協力事業所 

２３年度末現在総数 （新規登録数） 職 種 内 訳 

３７ヶ所 ２ヶ所 

クリーニング業：３、食品製造販売業：６、小売業：
４、 
畜産業：１、医療業：１、飲食業：６、農業：４、 
福祉関係：６、その他：６ 

 

イ ２３年度実施状況 

利用事業所 訓練者（うち新規） 訓練者の転帰 

４ヶ所 ６名（１名） 継続：２名 

関係機関との連絡状況 
協力事業所訪問 

１５回 
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（６） 普及啓発活動 

平成２３年度は、「心の健康づくり事業」、「地域特性を踏まえた自殺対策力強化事業」等により住民や関係者を対象

とした健康教室等を実施した。 

 （実施状況） 

 
場 所 期 日 テーマ 講 師 対 象 者 

参加 

者数 

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
事
業 

東北町中央

公民館 

平成 23年

6月 23日 

あなたの心は元気ですか 

～うつ病について～ 

上十三保健所 

主査 西谷 楠緒子 

東北建設企業グ

ループ従業員 
150 

特別養護老

人ホーム一

葉園 

平成 23年

9 月 7日 
うつ病について知ろう 

上十三保健所 

主査 西谷 楠緒子 
一葉園施設職員 22 

十和田地域

広域事務組

合消防本部

庁舎 

平成 23年

9月 26日 
職場のメンタルヘルス 

上十三保健所 

所長 宮川 隆美 

主査 西谷 楠緒子 

十和田地域事務

組合消防職員 
50 

十和田地域

広域事務組

合消防本部

庁舎 

平成 23年

10月 3日 
職場のメンタルヘルス 

上十三保健所 

所長 宮川 隆美 

主査 西谷 楠緒子 

十和田地域事務

組合消防職員 
50 

三沢市総合

社会福祉セ

ンター 

平成 23年

11月 29日 

元気で長生き老後を楽し

く（認知症予防） 

上十三保健所 

所長 宮川 隆美 

ほのぼの交流員

等 
80 

地
域
特
性
を
踏
ま
え
た
自
殺
対
策
力
強
化
事
業 

上十三保健

所 

平成 23年 

7月 21日 

朗読劇のシナリオの提

供・上演 

「借金問題は解決できま

す～悩むのは今日で終わ

りにしましょう～」 

 

（管内保健協力員連絡会

総会代表者研修会におい

て） 

管内保健協力員 管内保健協力員 25 

泊ふれあい

センター 

平成 23年

11月 11日 

朗読劇のシナリオの提

供・上演 

「借金問題は解決できま

す～悩むのは今日で終わ

りにしましょう～」 

六ケ所村保健協力

員 

・泊地区一般住

民 

・六ケ所村保健

協力員 

25 
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（７） 組織育成 

精神障害者家族会、回復者クラブ、精神保健福祉ボランティアの育成支援を行った。 

ア 精神障害者家族会（平成２３年度活動状況） 

 
事務局 

家族会 会員数 活 動 内 容 等 
作業所等運営 

(名 称) 

野辺地町 
野辺地町精神
障害者家族懇
談会 

５ ・総会 

・学習会 

・会員間の交流 

・作業所等の運営 

・当事者の会やデイケアへの協力 

・管内合同の学習・交流会 

（事務局を各家族会が担当） 

 

横  浜  町 
横浜町精神障
害者家族懇談
会 

４  

七  戸  町 よつばの会 ８  

東  北  町 つつじ家族会 ８ つつじ作業所 

六  戸  町 山ざくらの会 ７  

 

家 族 会 

さつき家族会 ８ 

 

福祉法人通所授産施設
「ワークハウスさつき」 

とわだ家族会 １１ 
地域活動支援センター
「ワークハウスとわだ」 

 

イ 精神障害者家族会活動への支援 

 回 数 内   容 

とわだ家族会 

（十和田市） 
１ 

・総会・第 1 回学習会出席 

・ワークハウスとわだ運営会議に 1 回出席 

よつばの会 

（七戸町） 
０  

山ざくらの会

（六戸町） 
１ 「家族の役割について」の学習（総会） 

つつじ家族会

（東北町） 
１ つつじ作業所第 1 回運営委員会に出席 

管内家族学習 

交流会 
５ 

・平成２３年度事務局は、とわだ家族会（十和田市）が担当 

・事前打合せ 1 回、実行委員会 3 回出席 

・学習交流会（平成２３年９月２６日；十和田市保健センター） 

・テーマ：「今日の出会いを明日からの一歩に」 

内容；講演会「共に生き、共に支え合える地域づくりを目指して」 

   講師 ＮＰＯ法人あおもりいのちの電話 理事長 石川敞一 

   情報交換会（家族同士のグループワーク、家族会の活動紹介

や情報交換） 

   レクリエーション（当事者が参加、十和田済誠会病院の作業

療法士による） 

   ゲーム（合同）で交流した。 
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ウ 回復者クラブ 

名 称 三木野クラブ（十和田） きざきのクラブ（三沢） 

開催回数 月 1 回 年 1２回 月２回 年２４回 

会員数 １０名 ４名 

 
 

エ 精神保健福祉ボランティア 

名 称 会員数 開催回数 活動内容 

駒の会 

（十和田市） 
１８名 年１２回 

・自主運営 

・定例会：月１回 

・自主活動：「サロンおあしす」（月１回）を開設 

・有志により、心のひろば「ルピナス」（年１８回）開設 

・三木野クラブ（回復者クラブ）（年１０回）活動協力 

・地域活動支援センター（ワークハウスとわだ）への協力   

（年２回） 

※平成１０年４月に看護ボランティアとして組織化。平成

１５年４月から精神保健福祉ボランティアとして登録。 

さつき友の会 

（三沢市） 
１３名 年２回 

・自主運営 

・自主活動：「サロンひだまり」（年１１回）を開設  

・きざきのクラブ（回復者クラブ）（年１２回）活動協力 

・小規模作業所への協力 

※平成１４年４月に組織化 

 

オ ボランティア、民間団体活動支援事業 

    上十三地区精神障害者家族学習交流会 

     開催月日：平成２３年９月２６日 

     参加状況：１３１名 

     会  場：十和田市保健センター 

     支援内容：実行委員として、企画・実践・評価に参画 

 

（８） 会議等及び研修 

ア 精神保健福祉企画会議（所内） 

期 日 開催内容 出席者 

平成 23年 

6月 16日 
平成２３年度精神保健福祉事業活動計画 保健総室長、次長、健康 

増進課長、精神保健福祉 
担当保健師及び事務担当者、健
康増進課員  

平成 24年 

3月 14日 
平成２３年度精神保健福祉事業活動評価 
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イ 関係者連絡会議 

会議名 期 日 開催内容 出席者 

精神障害者社会復帰支

援協議会 

平成 24年 

2月 27日 

・社会適応訓練事業の実施評価及び

新規事業所の協議 

・「精神障害者の社会復帰に向けて」

のテーマで、十和田市立中央病院メ

ンタルヘルス科診療部長竹内淳子氏

を助言者に意見交換を実施。 

精神科医師、医療機関PSW、社

会復帰施設、職業安定所、協

力事業所、家族会、市町村担

当者 

上十三地域精神科救急

医療システム連絡調整

委員会 

平成 24年 

1月 30日 

精神科救急医療システムの運営状況

について報告し、円滑な運営に向け

て協議。 

連絡調整委員会委員 

（上十三医師会、救急医療施

設、警察署、消防本部、地域

家族会）市町村担当者 

管内精神保健福祉担当

者会議 

平成 23年 

8月 9日 

・精神保健福祉手帳及び自立支援医

療の事務処理の留意点の周知。・精神

保健福祉活動に関する情報共有及び

情報交換。 

市町村保健師・事務担当者 

保健所保健師・事務担当者 

上十三地域自殺総合対

策ネットワーク会議 

平成 24年 

1月 16日 

「自殺総合対策のための地域づく

り」～経済問題とこころの悩み相談

の連携をはかる～をメインテーマに

実施。 

【内容】 

・報告：上十三地域の自殺の現状に

ついて 

・話題提供：「生活と健康をつなぐ法

律相談事業から ～連携事例をとお

して～」 

話題提供者：青森県障害福祉課ここ

ろの健康支援専門員 上村昭子氏 

・意見交換：関係機関との連携事例

について、各機関の自殺対策の取組

状況について 

各関係機関２７機関から実務

者レベルの代表者 

【内訳】 

・地域保健医療福祉関係 

１７機関 

（精神科医療機関、民生児童

委員会、社会福祉協議会、

市民ボランティア、市町村、

福祉事務所等） 

・職域関係１０機関 

（労働基準監督署、労働基準

協会、ハローワーク、地域

産業保健センター、商工会、

司法書士会、弁護士会、農

協、漁協等） 

出席者数３７名 

精神科医と一般かかり

つけ医の連絡会 

平成 24年 

1月 6日 
事前打ち合わせ会 

・当該事業の説明及び協力依頼 

・参集者等の連絡会の持ち方につい

て 

上十三医師会長 

平成 24年 

1月 10日 

上十三医師会十和田地区医師

会長 

平成 24年 

2月 20日 

うつ病患者を効果的に適切な治療に

結びつけるために、現在の連携状況、

今後の連携等について意見交換を実

施。 

精神科医師 4名 

一般かかりつけ医 4名 

保健総室職員  
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ウ ケース会議等 

会議名 場 所 対応状況 備 考 

精神障害者ケ

ース検討会 

・三沢市 

・野辺地町 

・七戸町 

・六戸町 

・東北町 

・六ヶ所村 

・十和田済誠会病院 

<ケース検討会の開催> 

・三沢市  ７回 

・野辺地町 ３回 

・七戸町  １回 

・六戸町  １回 

・東北町  ４回 

・六ヶ所村 ２回 

・十和田済誠会病院 １回 

関係者間での処遇困難ケ

ースへの支援について検

討。 

（三沢市ケアマネジメン

ト会議含む） 

アルコール保

健普及啓発事

業 

・七戸町 

・ ケース検討会の開催なし 

・ アルコール依存症患者に対し

て、町保健師と同行訪問を実施

した。 

 

 

 

（９） 精神障害者地域移行支援特別対策事業 

精神科病院に入院している精神障害者のうち、受入れ条件が整えば退院可能である者に対し、円滑

な地域移行を図るための支援を行い精神障害者の社会的自立を図ることを目的に、19 年度から開始し

た。 

ア 受託事業所：地域活動支援センター「アセンドハウス」   

イ 利用者：なし 

ウ 精神障害者社会復帰支援協議会において、実施に必要な協議及び検討を行う。 
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６ 難病関係 

（１） 特定疾患治療研究事業 

  原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち下記の特定疾患については、治療が

極めて困難であり、かつ、その医療費も高額であることから、医療の確立、普及を図るとともに医療

費の自己負担軽減を図ることを目的としている。 

  平成２１年１０月１日より１１疾患が追加され、対象疾患が 56 疾患になった。 

（追加疾患名：疾患番号４６～５６） 

 

ア 特定疾患医療受給者状況（市町村別）       （平成２４年３月３１日現在） 

疾
患
番
号 

市町村 

疾患名 

管
内
計 

十
和
田
市 

三
沢
市 

野
辺
地
町 

七
戸
町 

六
戸
町 

横
浜
町 

東
北
町 

六
ヶ
所
村 

1 ベーチェット病 24 5 3 8 1 1  6  

2 多発性硬化症 19 4 9 2 2 1  1  

3 重症筋無力症 23 9 9 1  2   2 

4 全身性エリテマトーデス 69 24 14 5 7 6 2 2 9 

5 スモン          

6 再生不良性貧血 14 3 1 1 4 1 1 2 1 

7 サルコイドーシス 25 12 2 3 2  1 4 1 

8 筋萎縮性側索硬化症 10 2 2 3    3  

9 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 23 6 7 1 3 1 2 3  

10 特発性血小板減少性紫斑病 43 14 13 2 4 3 1 6  

11 結節性動脈周囲炎（顕微鏡的多発血管炎） 7 3 2     1 1 

12 潰瘍性大腸炎 147 53 26 15 12 6 5 22 8 

13 大動脈炎症候群 8 1 4   1  1 1 

14 ビュルガー病 15 5 7 1  1   1 

15 天疱瘡 9 2 2  3 1  1  

16 脊髄小脳変性症 161 95 13 8 21 7 2 13 2 

17 クローン病 48 14 8 5 7 5 2 3 4 

18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎 1      1   

19 悪性関節リウマチ 7 3 1 1 1  1   

20 
パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変

性症及びパーキンソン病） 
177 59 38 20 14 9 6 20 11 

21 アミロイドーシス 3 1    1  1  

22 後縦靱帯骨化症 69 25 17 5 4 4 3 7 4 

23 ハンチントン病 2  2       

24 モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症） 8 2 3 3      

25 ウェゲナー肉芽腫症 1 1        

26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症 14 9 3     1 1 

27 
多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシ

ャイ・ドレーガー症候群） 
13 1 3 3  1 1 2 2 

28 表皮水疱症 （接合部型及び栄養障害型）          

29 膿疱性乾癬 4 2 1 1      

30 広範脊柱管狭窄症 6 1 1  1   3  

31 原発性胆汁性肝硬変 28 9 6 6 2 1  3 1 

32 重症急性膵炎 1 1        

33 特発性大腿骨頭壊死症 30 11 3 3 6 2 1 3 1 

34 混合性結合組織病 16 6 5 1 1   1 2 

35 原発性免疫不全症候群 1   1      

36 特発性間質性肺炎 6  5 1      
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37 網膜色素変性症 21 5 10  2 1  1 2 

38 プリオン病 1  1       

39 肺動脈性肺高血圧症 3 1  2      

40 神経繊維腫症 5 1      3 1 

41 亜急性硬化性全脳炎          

42 バット・キアリ（Budd-Chiari） 症候群          

43 慢性血栓塞栓性肺高血圧症          

44 ライソゾーム病（ファブリー[Fabry]病含む）          

45 副腎白質ジストロフィー          

46 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）          

47 脊髄性筋委縮症          

48 球脊髄性筋委縮症          

49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 5 3  2      

50 肥大型心筋症 7 5   1   1  

51 拘束型心筋症          

52 ミトコンドリア病 1 1        

53 リンパ脈管筋腫症（ＬＡＭ）          

54 重症多形滲出性紅斑(急性期)          

55 黄色靭帯骨化症 1 1        

56 

間脳下垂体機能障害（PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、

ADH分泌異常症、下垂体性 TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨

大症、下垂体機能低下症） 
18 5 3 4 1   5  

合    計 1,094 405 224 108 99 55 29 119 55 

 



 - 83 - 

イ 特定疾患医療受給者状況（年齢別）       （平成２４年３月３１日現在） 

疾
患
番
号 

                     年齢階層 

 

疾患名 

合
計 

0

～  

9

歳 

10

～  

19

歳 

20

～  

29

歳 

30

～  

39

歳 

40

～  

49

歳 

50

～  

59

歳 

60

～  

69

歳 

70

歳 

以

上 

1 ベーチェット病 24   2 5 2 6 4 5 

2 多発性硬化症 19   5 5 2 3 1 3 

3 重症筋無力症 23  1 2 1 5 5 3 6 

4 全身性エリテマトーデス 69  4 7 16 10 18 9 5 

5 スモン          

6 再生不良性貧血 14   1 2  3 3 5 

7 サルコイドーシス 25   3 3 3 6 6 4 

8 筋萎縮性側索硬化症 10       7 3 

9 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 23   1 2 2 6 8 4 

10 特発性血小板減少性紫斑病 43 2 1 4 3 8 5 9 11 

11 結節性動脈周囲炎（顕微鏡的多発血管炎） 7    3  1  3 

12 潰瘍性大腸炎 147  5 14 34 26 30 20 18 

13 大動脈炎症候群 8   1 1 1 3  2 

14 ビュルガー病 15     4 8 1 2 

15 天疱瘡 9      3 3 3 

16 脊髄小脳変性症 161  1  2 3 12 51 92 

17 クローン病 48  3 13 10 9 6 5 2 

18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎 1        1 

19 悪性関節リウマチ 7    2 1  2 2 

20 
パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性

症及びパーキンソン病） 
177     2 10 32 133 

21 アミロイドーシス 3      2  1 

22 後縦靱帯骨化症 69    3 5 8 17 36 

23 ハンチントン病 2     1  1  

24 モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症） 8   3  3 2   

25 ウェゲナー肉芽腫症 1    1     

26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症 14     1 4 5 4 

27 
多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャ

イ・ドレーガー症候群） 
13     1 2 4 6 

28 表皮水疱症 （接合部型及び栄養障害型）          

29 膿疱性乾癬 4       2  2  

30 広範脊柱管狭窄症 6    1  2  3 

31 原発性胆汁性肝硬変 28      7 8 13 

32 重症急性膵炎 1  1       

33 特発性大腿骨頭壊死症 30   2 6 4 10 3 5 

34 混合性結合組織病 16    5 4 3 4  

35 原発性免疫不全症候群 1    1     

36 特発性間質性肺炎 6       2 4 

37 網膜色素変性症 21   1 2 1 1 6 10 

38 プリオン病 1        1 

39 肺動脈性肺高血圧症 3     2   1 

40 神経繊維腫症 5  1 1  2 1   

41 亜急性硬化性全脳炎          

42 バット・キアリ（Budd-Chiari）症候群          

43 慢性血栓塞栓性肺高血圧症          

44 ライソゾーム病 （ファブリー[Fabry]病含む）          

45 副腎白質ジストロフィー          

46 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）          

47 脊髄性筋委縮症          

48 球脊髄性筋委縮症          
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49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 5     1  3 1 

50 肥大型心筋症 7     2 2 2 1 

51 拘束型心筋症          

52 ミトコンドリア病 1       1  

53 リンパ脈管筋腫症（ＬＡＭ）          

54 重症多形滲出性紅斑(急性期)          

55 黄色靭帯骨化症 1       1  

56 

間脳下垂体機能障害（PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、

ADH 分泌異常症、下垂体性 TSH 分泌異常症、クッシング病、先端巨

大症、下垂体機能低下症） 
18  2 3 5 4 1 1 2 

合    計 
1,09

4 
2 19 63 113 

11

1 
170 224 392 
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（２） 難病特別対策推進事業   

  目 的：難病患者やその家族の抱える医療及び日常生活上の不安や悩みに対し、専門医等による指導・助言などを行う

医療相談を実施し、また、医療相談に参加できない要支援難病患者やその家族に対しては、保健師や看護師等

の相談員による訪問相談を実施することにより、在宅医療の推進を図ることを目的とする。 

 

ア 難病患者地域支援対策推進事業 

（ア） 難病患者等相談事業 

ａ 医療相談等 

災害支援の関係で業務の効率、事業優先を考慮し、特定疾患別の医療相談を取りやめ、上十三地域保健・医療・

福祉包括ケアシステム推進会議と併催や家庭訪問による検討会を行った。 

回 期 日 場 所 内     容 参加者数 

１ 
平成 23年 
12月 14日 

十和田市総合体育
センター（研修室） 

１ 話題提供 

①災害停電時の対応について 

  川上在宅介護支援相談所  

介護支援専門員 横浜 百合子氏 

 ②野辺地町災害支援ネットワークの取り組み 

  について 

  野辺地町健康増進センター  

所長 濵中 理智子氏 

２ 意見交換 

 「災害時対応を振り返り、見えてきた課題と

今後の対応」 

～震災時における難病患者への支援を通して～   

委員 

２３名 

オブザーバー 

４名 

事務局 

１２名 

 

２ 
平成 24年 
1月 19日 

ＡＬＳ患者宅 
（野辺地町） 

家庭訪問による災害対応について検討会を実施 

患者家族、主治医であるひきち内科クリニック

引地基文氏と保健所保健師が参加し、長期停電

での在宅医療が困難となり、青森市まで緊急搬

送した際、道路が寸断した場合どうするか対応

を検討した。 

患者家族 

１組 

 

ｂ 訪問相談（難病患者等訪問相談員による訪問相談） 

訪問相談 

件  数 

疾  患  群  別  内  訳 

神経・筋肉 

疾患 

循環･呼吸

器疾患 

骨・関節系 

疾患 
膠原病 

消化器 

疾患 
血液疾患 皮膚疾患 

（１６） 

 ４０ 

（１４） 

３６ 

（１） 

２ 

（１） 

２ 
0 0 0 0 

（ ）内は実数 
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（３） 保健師による訪問指導  

訪問件

数 

疾  患  別  内  訳 

筋萎縮性側

索硬化症 

脊髄小脳

変性症 

パーキン 

ソン病 

後縦靱帯

骨化症 

多系統 

萎縮症 

ハンチン 

トン病 
その他 

（８） 

 １１ 

（３） 

５ 

（３） 

４ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（２） 

２ 

（０） 

０ 
（ ）内は実数 

 

（４） 在宅重症難病患者家族支援事業 

ア 目  的：在宅療養を行っている重症難病患者(人工呼吸器を装着した筋萎縮性側索硬化症の患者をい

う。)を常時介護している家族が、社会的理由が生じた場合並びに休息をとる場合に看護人が

家族に代わって介護することにより、家族の社会参加を促すとともに、ALS患者の在宅療養

の環境を整え、患者、家族の生活の質の維持向上を図ることを目的とする。 

 イ 利用回数：１ヶ月１回を限度とし、１回あたりの利用時間は、７時間とする。 

ただし、対象者の状況により、１回あたりの利用時間を４時間とし、1 ヶ月の利用

回数を２回まで分割することができる。 

  ウ 管内利用者：１名 

 

（５） 健康相談状況 

 面接及び電話による随時健康相談を実施している。また、新規及び継続の医療受給者証申請手続き、

変更届の手続き等に際し、個別面接相談の実施及び電話による相談等交付時面接及び申請手続きや医

療機関等の変更で来所した際の個別面接相談の実施及び電話による相談等にも対応している。 

 

                        （平成２４年３月末） 

健康相談延件数 個別面接相談 電話相談 

１６４件 １３０件 ３４件 

 

（６） 患者会の育成・自主活動支援 

  ア 特定疾患患者会「みさわ・もみじの会」への支援 

    平成９年３月２７日に患者会として発足し、平成１８年度から、自立した患者会として活動を

開始している。保健所は会の企画・運営等に関するアドバイスや定例会の講話の講師等、活動を

支援している。また、特定疾患医療受給者証の新規受給者に対して、「みさわ・もみじの会」の紹

介のリーフレットを配布し、新規入会者の拡大のために協力している。 

 

（７） 関係機関との連携、地域の療養環境整備等 

ア 関係機関との連携について 

処遇困難ケースについて、関係者間（訪問看護、訪問介護、地域包括支援センター）でケース

カンファレンスを行った。 

課題や今後の対応について協議することができた。 

イ 関係者への難病保健活動の周知について 

市町村地域ケア会議において、「保健所の難病事業について」活動紹介を行った。 
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７ 石綿（アスベスト）に関すること 

ア 環境再生保全機構により送付されたポスター、リーフレットを保健所内に掲示し、住民に対して

の周知を行った。 

イ 石綿（アスベスト）関連事業場周辺にいた住民の健康不安に対応するため、健康に関する問題に

ついて相談を受け、石綿による健康被害を受けた方が生活・療養等の補償が受けられるように、被

害救済給付申請の受付を行った。 

 

≪相談受付実施状況≫  

相 談 内 容 件数 対  応 

他人所有の壊れた小屋に、ビニール袋

に入ったアスベストがある 
１ 

生活衛生課と対応。町役場へ相談するよう指

導。 
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８ 保健・医療・福祉包括ケアシステムの推進関係 

人口の高齢化、疾病構造の変化、ノーマライゼーションの意識の高まり等に伴い、住民のニーズ

が保健、医療、福祉を通じた総合的なものとなる中で、県民だれもが、生涯にわたり住み慣れた地

域で、健康で安心した生活を送ることができるよう、保健、医療、福祉サービスが利用者本位の視

点で、総合的・一体的に提供されることが望まれる。 

その実現のために、住民に最も身近な市町村単位で保健、医療、福祉ケアシステムを構築するこ

とが必要であり、管内市町村における包括ケアシステムの推進・充実に向けた取り組みに関して支

援を行っている。 

 

（１） 上十三地域保健・医療・福祉包括ケアシステム推進会議 

保健・医療・福祉包括ケアシステムの構築に向けて、二次保健医療圏及び市町村の実情に応じた体

制整備について協議・検討を行うことを目的に、会議を開催している。 

ア 期  日  平成２３年１２月１４日（水）１４：００～１６：００ 

イ 場  所  十和田市総合体育センター研修室（２階） 

ウ 出席者数  ３９名（関係団体委員８名、市町村委員１４名出席） 

エ 組  織  会 

オ 議    事 

（ア） 話題提供 

①災害停電時の対応について 

     話題提供者 川上在宅介護支援相談所 介護支援専門員 横浜 百合子 氏 

   ②野辺地町災害支援ネットワークの取り組みについて 

     話題提供者 野辺地町健康増進センター 所長 濵中 理智子 氏 

（イ） 意見交換 

   「災害時対応を振り返り、見えてきた課題と今後の対応」 

     ～震災時における難病患者への支援を通して～ 

 

（２） 上十三地域保健・医療・福祉包括ケアシステム推進チーム会議 

ア 第一回上十三地域保健・医療・福祉包括ケアシステム推進チーム会議 

（ア） 期  日  平成２３年１０月３１日（月）  

（イ） 協議事項 

ａ 平成２３年度上十三地域保健・医療・福祉包括ケアシステム推進会議の開催について 

ｂ 平成２３年度上十三地域保健・医療・福祉包括ケアシステム推進会議の協議事項について 

 

イ 第二回上十三地域保健・医療・福祉包括ケアシステム推進チーム会議 

（ア） 期  日  平成２３年１２月２日（金） 

（イ） 協議事項 

ａ 平成２３年度上十三地域保健・医療・福祉包括ケアシステム推進会議の進行および運営に

係る事項について 

    ｂ 会議当日資料について 
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（３）  橋渡しネットワーク委員会への支援 

 本委員会は、医療機関の利用者が、退院して地域に生活の場を移行する場合に、適切な退院調整や情報提供を行い、

地域において適切なサービスを受けられるように、また、地域で療養している方が医療機関に入院する場合に、スムー

ズに移行できるように、医療機関と地域を結ぶ橋渡しのためのネットワークを構築することを目的として活動している。 

委員会活動は、本委員会が作成した「橋渡しネットワークシート」の周知活動に重点を置き、「橋渡しネットワーク

シート」の活用について情報提供を行ったり、上十三地域橋渡し看護・関係機関名簿の改訂および周知を行った。 

 

ア 委員 10名 

施設名及び所属・職種等 備 考 

十和田市立中央病院 地域医療連携室 次長（看護師） 委員長 

十和田第一病院 看護部 総看護師長 副委員長 

公立野辺地病院 看護長  

公立七戸病院 地域医療連携室 看護師長  

老健とわだ 在宅介護支援センター ケアマネージャー（看護師）  

十和田市介護保険課課長補佐（社会福祉士）、保健師 委員 1 名、オブザーバー1 名 

十和田市健康推進課 課長補佐（保健師）  

野辺地町地域包括支援センター 保健師  

七戸町地域包括支援センター 保健師  

上十三保健所健康増進課 保健師  

２０年度から、野辺地町および七戸町の地域包括支援センター保健師が委員となり、委員が１０

名となった。 

 

イ 会議開催状況 

回数 期  日 時 間 場 所 

１ 平成２３年 ５月２７日（金） 

１５：００～１７：００ 十和田市立中央病院会議室 

２ 平成２３年 ７月１５日（金） 

３ 平成２３年 ９月２８日（水） 

４ 平成２３年１１月３０日（水） 

５ 平成２４年 ２月２９日（水） 

 

 

（４）介護予防事業及び市町村支援  延べ２３回 

各市町村の包括ケア会議、サービス調整会議、ケアマネージメント会議等へ委員として出席し支

援した。 

 



 - 90 - 

９ 地域保健支援のための総合的地域診断システム構築事業 

  総合的地域診断システム手法定着事業は、県が開発を進めてきた保健統計等の量的データと面談等

の質的データを活用して総合的に地域診断を行うためのツール・手法を完成させ、全県的に普及定着

させることが目的である。 

  総合的地域診断システム推進事業は、県及び各保健総室（保健所）における情報 

 分析機能を強化するとともに、保健所関連業務に係る各種情報をデータベース化する 

 過程を通して質的データの分析手法を確立するものである。 

 平成２３年度は、総合的地域診断手法定着事業として実施。 

 

（１）総合的地域診断手法定着事業（がん・生活習慣病対策課事業） 

市町村が特定健診・特定保健指導のデータを総合的地域診断のモデルとして活用し、市町村にお

ける地域の健康課題の明確化や健康施策の企画・評価に向け診断の実践を行うことができるよう各地

域健康福祉部保健総室が支援し、それを通じて、総合的地域診断手法を普及するとともにその定着化

を図る。 

 

ア 総合的地域診断手法研修会（保健所主催） 

日 時：平成２４年１月１２日 １０：００～１２：００ 

場 所：上十三保健所２階会議室 

参加人数：２３名（市町村健診担当者１９名 保健所４名） 

内 容：＜講話＞ 

・総合的地域診断について 

  健康福祉部 大西基喜保健医療政策推進監 

・総合的地域診断手法について 

  健康福祉部がん・生活習慣病対策課 山田淑子主査 

＜実施状況紹介＞ 

「総合的地域診断手法を活用して」 

東北町（モデル町） 和田真紀子総括保健師 

  

イ ツールの改訂及び教材の作成（本庁実施） 

・モデル町である東北町において健診・保健指導データの集計・分析を、ツールを活用して行っ

た。 
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１０ 実習・研修関係 

（１）地域看護実習 

大学名 実習人員 実習期間 

青森県立保健大学健康科学部看護学科 １Ｇ１０人 ２Ｇ１１人 ３日間 

弘前大学医学部保健学科看護学専攻 １Ｇ ７人 ２Ｇ ９人 ３日間 

弘前学院大学看護学部 １Ｇ ５人 ２Ｇ ５人 ３日間 

計 ４７人 ９日間 

 

（２）初任期・新任期保健師研修 

平成２１年３月に新たに策定された｢青森県保健師活動指針｣に基づき、行政に働く保健師の役割

を意識付けするとともに、地域保健活動を展開するための基本的な意識及び技術を習得することを

目的として、初任期保健師研修（採用１年未満）と、新任期保健師研修（採用１年以上～５年未満）

に区分し研修を実施した。 

  ア 対象者   

    初任期保健師：三沢市１人、上十三保健所１人 

    新任期保健師：十和田市２人、三沢市１人、野辺地町２人、六戸町１人、横浜町２人、上十三

保健所２人 

  イ 実施状況 

    初任期保健師研修（４回） 

研修日 内     容 参加人数 

平成23年7月25日 
保健所の機能、管内の健康課題と活動状況、指導予防課及び生

活衛生課業務について、話し合い（新任期保健師研修合同） 

２人 

平成 23年 8月 4日 
福祉こども総室の業務 

保健所の特徴的な業務について 

２人 

平成23年11月14日 講演：保健師活動と記録 県立保健大学 山本春江教授 １人 

平成23年12月12日 
講演：事例検討の効果的な進め方 

 元杏林大学教授 塚原洋子氏 

２人 

 

  新任期保健師研修（３回） 

研修日 内     容 参加人数 

平成23年7月25日 事例検討：前年度事例検討の振り返り 

話し合い（初任期保健師研修合同） 

８人 

平成23年11月14日 講演：保健師活動と記録 県立保健大学 山本春江教授 １０人 

平成23年12月12日 講演：事例検討の効果的な進め方 

 元杏林大学教授 塚原洋子氏 

９人 
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（３）新任等保健師育成支援 

市町村の２０歳代等の若手の保健師が行う保健活動について、行政機関で保健活動を経験し

たことのある退職保健師がトレーナー保健師として直接支援することとし、「地域全体を見る能

力」「地域に暮らす人々や資源をつなぐ能力」「地域を動かす能力」等、保健師が有する専門能

力の向上を図ることにより、地域保健活動を活性化することを目的とし実施した。 

 

１) 実施市町村（青森県新任等保健師育成支援事業） 

市町村名 トレーナー保健師 実施日数 

三沢市 畑山政子氏 ３０日間 

     

２）上十三保健所（青森県新任保健師等育成支援事業） 

    トレーナー保健師名：北山つね子      
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福祉こども総室 

＜上北地方福祉事務所＞ 
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１ 生活保護 

 

（１） 被保護世帯 

   管内の月平均被保護世帯数は、平成１９年度の８８６世帯から増加傾向にあり、特に平成２０年

度～２１年度、平成２１年度～平成２２年度の増加傾向は顕著であったが、平成２２年度～平成２

３年度は一転して横ばい傾向となった。 

   生活保護の開始件数はさほど減少してはいないが、死亡による廃止件数が増加しているのが横ば

いの原因である。 

   平成２２年度～平成２３年度の町村別の被保護世帯数は、東北町・横浜町で増加傾向となってお

り、高齢者アパートへの他管内からの転入が主たる増加要因となっている。 

 

 ① 年度別月平均被保護世帯数（単位：世帯数） 

 

    区分 

年度 
世帯数 指数 対前年度比 

平成１９年度 886 100.0    

平成２０年度 920 103.8  103.8  

平成２１年度 981 110.7  106.6  

平成２２年度 1,058 119.4  107.8  

平成２３年度 1,060 119.6 100.2 

   

 ② 町村別被保護世帯数（単位：世帯数） 

 

    区分 

町村名 
世帯数 対前年度比 

野辺地町 256 97.3 

七戸町 212 95.9 

六戸町 91 101.1 

横浜町 87 106.1 

東北町 295 104.6 

六ヶ所村 119 98.3 

計 1,060 100.2 
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ア 平成２３年度の被保護世帯を「世帯類型別」にみると高齢単身世帯の構成比が、平成１９年度

４６．１％から２．２ポイントの増加、その他世帯の構成比が平成１９年度４．３％から５．６％

と１．３ポイント増加している。 

  逆に、傷病・障害世帯の単身世帯は、平成１９年度３９．１％から３．０ポイント減少してい

るのが目立つ。 

 

 ① 世帯類型別年度別月平均被保護世帯数（単位：世帯数） 

       区分 

 

 

 

年度 

高齢 

母
子 

傷病・障害 その他 

単
身 

２
人
以
上 

合
計 

単
身 

２
人
以
上 

合
計 

単
身 

２
人
以
上 

合
計 

平成１９年度 409 60 469 34 240 107 347 20 18 38 

平成２０年度 436 64 500 36 234 106 340 25 20 45 

平成２１年度 466 69 535 37 240 115 355 31 23 54 

平成２２年度 507 72 579 40 250 127 377 34 28 62 

平成２３年度 511 69 580 38 251 131 382 35 24 59 

内
訳 

野辺地町 124 19 143 10 58 31 89 7 9 16 

七戸町 106 10 116 11 48 30 78 8 1 9 

六戸町 40 8 48 1 25 12 37 5 0 5 

横浜町 48 5 53 1 21 8 29 2 2 4 

東北町 143 21 164 9 69 35 104 9 8 17 

六ヶ所村 51 7 58 7 30 16 46 4 4 8 

     

イ 「労働力類型別」にみると、「常用」が平成１９年度の３．８％から０．８ポイント減少、「そ

の他」が平成１９年度の３．２％から２．８ポイント減少しているのが目立つ。 

   一方、「世帯員が働いている」は平成１９年度の２．７％から０．６ポイント増加している。  

 

② 労働力類型別年度別月平均被保護世帯数（単位：世帯数） 

        区分 

 

年度 

働いている者がいる世帯 

無稼働 世帯主が働いている 
世帯員働 

常 用 日 雇 内 職 その他 計  

平成１９年度 34 1 3 28 66 24 798 

平成２０年度 34 3 3 28 67 23 830 

平成２１年度 31 4 2 32 68 31 882 

平成２２年度 31 5 1 30 67 36 955 

平成２３年度 32 2 2 24 60 35 964 

内
訳 

野辺地町 12 0 0 1 13 10 232 

七戸町 12 1 0 6 19 6 187 

六戸町 3 1 0 4 8 4 80 

横浜町 0 0 0 1 1 3 83 

東北町 4 0 1 9 14 10 271 

六ヶ所村 1 0 0 3 4 2 112 
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（２） 被保護人員 

   月平均の被保護人員数は、平成１９年度から増加傾向にあり、平成２０年度～平成２１年度及び

平成２１年度～平成２２年度の増加が顕著であったが、平成２２年度～平成２３年度は、わずかで

はあるが減少に転じている。 

   町村別に見ると、横浜町・東北町の増加が顕著で、他の町村は減少している。 

   当該町村は、高齢者住宅が立地しており、他管内からの転入による申請が多いことも増加の一因

となっている。 

 

① 年度別月平均被保護人員（単位：人） 

     区分 

年度 
世帯数 指数 対前年度比 

平成１９年度 1,219 100.0   

平成２０年度 1,253 102.8 102.8  

平成２１年度 1,334 109.4 106.5  

平成２２年度 1,437 117.9 107.7  

平成２３年度 1,425 116.9  99.2  

 

 ② 町村別月平均被保護人員（平成２３年度 単位：人） 

     区分 

町村名 
人員数 対前年度比 

野辺地町 350 97.5 

七戸町 282 94.3 

六戸町 122 98.4 

横浜町 111 108.8 

東北町 394 102.9 

六ヶ所村 166 97.1 

計 1,425 99.2 

 

（３） 保護率 

管内の月平均の保護率は、平成１９年度から平成２２年度まで上昇傾向にあったが、平成２３年

度はほぼ横ばいとなった。 

   町村別では、いずれの町村も上昇傾向にあるが、特に東北町、野辺地町の上昇傾向が顕著である。 

 

 ① 町村別保護率（単位：‰ 人口千人対） 

    年度 

町村名 
19 20 21 22 23 

野辺地町 20.6  21.8  23.5  25.4  24.8 

七戸町 14.6  16.0  17.0  17.4  17.0 

六戸町 9.1  9.8  10.7  12.2  12.0 

横浜町 20.8  19.1  19.9  21.2  22.9 

東北町 15.4  16.0  17.7  20.2  20.8 

六ヶ所村 13.1  13.6  14.6  15.7  15.0 

管内 15.4  16.1  17.4  18.9  18.8 

県 17.3  18.0  19.2  20.8  21.7 

国 12.1  12.5  13.8   15.2  
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（４） 保護の申請・開始・廃止の状況 

保護の申請件数は、平成１９年度より増加し、平成２１年度に大幅に増加したが、平成２２年度、

平成２３年度はやや落ち着いてきている。 

 平成２２年度～平成２３年度にかけては、東北町、七戸町の申請数の増加が目立つ。 

 保護の開始件数は、申請数の増加と連動しており平成２１年度に増加が顕著であったが、平成２

２年度、平成２３年度は落ち着いてきている。 

 一方廃止件数は、平成２２年度、平成２３年度に８０件を数え、死亡廃止が目立ってきている。 

 

 ① 年度別生活保護申請、決定状況及び廃止状況（単位：件） 

 

    区分 

年度 
申請件数 開始件数 却下件数 取下件数 廃止件数 

平成１９年度 143 97 35 11 58 

平成２０年度 159 100 29 30 48 

平成２１年度 198 127 49 22 50 

平成２２年度 141 102 25 14 86 

平成２３年度 161 111 29 21 83 

・決裁日ベースでの集計である。 

 

   

（５） 保護費の状況 

   平成２３年度における保護費の支出総額は、約２０億４００万円であり、平成２２年度が約２０

億７００万円であることから、ほぼ横ばいとなっている。支出総額のうち、医療扶助は４８．１％

となっており高い比重を占めている。 

 

区　　分 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 施設事務費 計

野辺地町 166,040,432 44,971,739 2,297,413 2,200 1,807,642 3,500 1,027,981 791,416 14,311,641 231,253,964

七戸町 137,226,107 24,475,678 1,468,606 0 2,017,713 0 1,483,434 158,220 8,199,631 175,029,389

六戸町 66,130,419 10,859,277 604,123 0 701,195 0 740,614 564,360 8,636,210 88,236,198

横浜町 55,749,674 6,592,290 389,935 14,000 1,363,170 321,100 221,472 195,300 9,350,594 74,197,535

東北町 199,953,471 43,410,388 2,454,102 570,770 5,173,543 0 1,647,652 1,151,779 18,276,594 272,638,299

六ヶ所村 87,084,240 12,293,928 1,141,561 18,500 1,200,043 0 1,352,031 385,869 7,501,340 110,977,512

小　計 712,184,343 142,603,300 8,355,740 605,470 12,263,306 324,600 6,473,184 3,246,944 66,276,010 952,332,897

支払基金
支払分

983,979,600.0 983,979,600.0

国保連
支払分

105,534,891 105,534,891

合　計 712,184,343 142,603,300 8,355,740 106,140,361 996,242,906.0 324,600 6,473,184 3,246,944 66,276,010 2,041,847,388.0
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２ 障害者（児）福祉 

（１） 身体障害者手帳所持状況 

  平成２４年３月３１日現在における上十三地域管内の身体障害者手帳所持者は、市部 4,327 人、

郡部 3,802 人で、そのうち、児童は、市部 84 人、郡部 49 人となっている。 

  手帳所持者を障害種類別でみると、肢体不自由が全体の 58.5％と最も多く、次いで内部障害の

27.2％、聴覚・平衡機能障害 7.1％、以下視覚障害、音声・言語機能障害の順となっている。 

  なお、身体障害者手帳交付等に係る全ての業務は青森県障害者相談センターで実施している。 

 

                         平成２４年３月３１日現在（単位、人、％） 

区 分 

 

 

市町村名 

身体障 

害(児)

者 数 

（B） 

障     害     別 

視   覚 聴覚・平衡機能 音声・言語機能 肢体不自由 内  部 

人数    

(C) 

割合 

(C/B) 

人数    

(D) 

割合 

(D/B) 

人数   

(E) 

割合 

(E/B) 

人数    

(F) 

割合 

(F/B) 

人数    

(G) 

割合 

(G/B) 

十 和 田 市 

三 沢 市 

野 辺 地 町 

七 戸 町 

六 戸 町 

横 浜 町 

東 北 町 

六 ヶ 所 村 

 2,609 

 1,718 

685 

861 

504 

301 

996 

455 

159 

107 

56 

46 

33 

21 

57 

39 

  6.0 

6.2 

8.2 

5.3 

6.5 

7.0 

5.7 

8.6 

176 

106 

42 

62 

34 

17 

91 

48 

6.7 

6.2 

6.1 

7.2 

6.7 

5.6 

9.1 

10.5 

17 

11 

8 

8 

7 

1 

8 

8  

0.7 

0.6 

1.1 

0.9 

1.4 

0.3 

0.8 

1.8 

1,478 

991 

372 

540 

320 

188 

623 

245 

56.7 

57.7 

54.3 

62.7 

63.5 

62.5 

62.6 

53.8 

779 

503 

207 

205 

110 

74 

217 

115 

29.9 

29.3 

30.2 

23.8 

21.8 

24.6 

21.8 

25.3 

 市 部 計 4,327  266   6.1 282 6.5 28 0.6 2,469 57.1 1,282 29.6 

 町 村 計  3,802  252   6.6 294 7.7 40 1.1 2,288 60.2 928 24.4 

 管 内 計 8,129  518   6.4 576 7.1 68 0.8 4,757 58.5 2,210 27.2 



  

別紙２ 障害別・等級別身体障害者手帳交付者数 

 

1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 計 1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 4 計 1 2 3 4 5 6 計

児 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 3 6 0 0 0 0 0 13 6 1 6 1 1 28 5 0 5 0 10 19 8 7 7 1 4 46

者 60 31 13 12 21 20 157 6 45 29 22 1 67 170 0 2 11 4 17 421 372 212 312 95 38 1,450 512 7 80 170 769 999 457 345 520 117 125 2,563

児 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 12 7 2 3 2 1 27 5 0 1 1 7 18 7 3 5 2 3 38

者 37 27 14 8 10 10 106 3 21 20 21 1 37 103 1 0 9 1 11 239 232 158 229 79 27 964 334 4 66 92 496 614 284 267 351 90 74 1,680

児 2 0 0 1 0 0 3 0 2 1 1 0 5 9 0 0 0 0 0 25 13 3 9 3 2 55 10 0 6 1 17 37 15 10 12 3 7 84

者 97 58 27 20 31 30 263 9 66 49 43 2 104 273 1 2 20 5 28 660 604 370 541 174 65 2,414 846 11 146 262 1,265 1,613 741 612 871 207 199 4,243

児 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1 2 4 2 0 1 0 1 8

者 24 9 6 5 5 6 55 0 16 7 8 0 10 41 0 0 6 2 8 91 97 49 94 24 13 368 143 2 31 29 205 258 124 99 138 29 29 677

児 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 2 0 1 0 9 0 0 1 1 2 5 1 4 1 1 0 12

者 19 10 0 3 5 9 46 1 12 9 5 0 34 61 0 0 6 2 8 114 126 89 134 47 21 531 136 4 28 35 203 270 152 132 179 52 64 849

児 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 8

者 12 6 0 6 5 4 33 1 7 6 6 0 12 32 0 0 5 2 7 99 83 39 70 14 9 314 79 1 16 14 110 191 97 66 98 19 25 496

児 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

者 7 3 3 2 3 3 21 2 6 2 4 0 3 17 0 0 0 1 1 55 39 25 41 14 13 187 46 2 8 18 74 110 50 38 66 17 19 300

児 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 5 3 0 1 2 6 4 4 1 2 1 1 13

者 21 22 2 1 5 6 57 3 22 14 15 0 35 89 0 0 7 1 8 160 129 107 148 54 20 618 158 0 22 31 211 342 173 152 196 59 61 983

児 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 6 1 0 0 0 1 4 2 0 1 0 0 7

者 15 9 4 2 4 5 39 0 14 7 10 0 17 48 0 0 5 3 8 53 60 37 61 20 8 239 81 1 14 18 114 149 84 67 94 24 30 448

児 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 6 0 0 0 0 0 17 8 2 1 2 1 31 5 0 2 4 11 22 12 5 5 2 3 49

者 98 59 15 19 27 33 251 7 77 45 48 0 111 288 0 0 29 11 40 572 534 346 548 173 84 2,257 643 10 119 145 917 1,320 680 554 771 200 228 3,753

児 2 1 0 1 0 0 4 0 5 2 1 0 7 15 0 0 0 0 0 42 21 5 10 5 3 86 15 0 8 5 28 59 27 15 17 5 10 133

合計 者 195 117 42 39 58 63 514 16 143 94 91 2 215 561 1 2 49 16 68 1,232 1,138 716 1,089 347 149 4,671 1,489 21 265 407 2,182 2,933 1,421 1,166 1,642 407 427 7,996

計 197 118 42 40 58 63 518 16 148 96 92 2 222 576 1 2 49 16 68 1,274 1,159 721 1,099 352 152 4,757 1,504 21 273 412 2,210 2,992 1,448 1,181 1,659 412 437 8,129

野辺地町

上北郡計

七戸町

六戸町

横浜町

東北町

六ヶ所村

合計

十和田市

三沢市

市部計

聴覚・平衡機能障害 音声・言語機能障害 内部障害肢体不自由
市町村名

視覚障害
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（２） 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の状況 

日常生活において常時介護を要する在宅の障害者（児）を対象に支給される特別障害者手当等の受給者は、平成２４年３月３１日現在

で、特別障害者手当１２２人、障害児福祉手当４６人、経過的福祉手当３人となっている。 

 

                                      平成２４年３月３１日現在（単位：人） 

 

 

 

 

 

   項目 

 

 

 

 

 

 

町村名 

障 害 児 福 祉 手 当 特 別 障 害 者 手 当 経過的福祉手当 

申 請 処 理 状 況 
資 

 

格 

 

喪 

 

失 

年 

度 

末 

受 

給 

者 

数 

申 請 処 理 状 況 
資 

 

格 

 

喪 

 

失 

年 

度 

末 

受 

給 

者 

数 

資 

 

格 

 

喪 

 

失 

年 

度 

末 

受 

給 

者 

数 

申 

請 

件 

数 

認 

 

 

定 

却 

 

 

下 

未 

処 

理 

申 

請 

件 

数 

認 

 

 

定 

却 

 

 

下 

未 

処 

理 

野 辺 地 町 3 2 1 0 1 9 6 5 1 0 2 19 0 0 

七 戸 町 1 1 0 0 0 13 3 2 1 0 9 38 0 0 

六 戸 町 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 13 0 0 

横 浜 町 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 2 6 0 0 

東 北 町 2 2 0 0 2 11 15 13 2 0 10 37 0 1 

六 ヶ 所 村 0 0 0 0 0 5 3 2 1 0 8 9 0 2 

計 6 5 1 0 3 46 29 24 5 0 34 122 0 3 
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（３） 愛護手帳交付状況  

知的障害者に対し、一貫した指導、相談を行うとともに、これらの対象者に対する各種の援護

をうけやすくするため、愛護手帳を交付している。 

管内における平成２４年３月３１日現在の愛護手帳交付者は、児童（１８歳未満）については

２８８人、大人（１８歳以上）については１，２８２人となっている。 

なお、愛護手帳の交付等に係る全ての業務は青森県障害者相談センターで実施している。 

 

                       平成２４年３月３１日現在（単位：人）  

         区 分 

町村名 

手帳交付者数 
計 

１８歳未満 １８歳以上 

十 和 田 市 ９８ ３９８ ４９６ 

三 沢 市 ７６ ２１２ ２８８ 

野 辺 地 町 ２１ １３９ １６０ 

七 戸 町 ２３ １２０ １４３ 

六 戸 町 １２ ７８ ９０ 

横 浜 町 ７ ５７ ６４ 

東 北 町 ３１ １８０ ２１１ 

六 ヶ 所 村 ２０ ９８ １１８ 

合     計 ２８８ １，２８２ １，５７０ 

 

 

（４） 心身障害者扶養共済加入状況 

心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、将来、独立して自活することが困難な障害者

の経済的保障を行う制度で、管内の加入者は７８人、年金受給者は６７人となっている。 

 

                                                    平成２４年４月１日現在（単位：人） 

           区 分 

 

地 区 名 

心 身 障 害 者 扶 養 共 済 加 入 状 況                   

知障 身障 その他 計 年金受給者 

十 和 田 市 ２５ １０  ２ ３７ １８ 

三 沢 市  ８  ２  １ １１ ２０ 

上 北 郡 

（おいらせ町を除く） 
２６  ４  ０ ３０ ２９ 

合   計 ５９ １６  ３ ７８ ６７ 
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（５）管内の指定障害福祉サービス事業所等の状況

　　　　平成１８年４月から障害者自立支援法による障害福祉サービスが提供されている。

平成２４年４月１日現在

障害福祉サービスの種類
十和田

市
三沢市

野辺地
町

七戸町 六戸町 横浜町 東北町
六ヶ所

村
計

居宅介護 14 5 1 3 2 1 4 1 31

重度訪問介護 13 4 1 3 2 1 4 1 29

行動援護 2 3 0 1 1 1 1 1 10

同行援護 1 2 0 3 0 0 0 0 6

児童デイサービス 3 2 0 0 0 0 0 0 5

生活介護 5 1 1 4 0 0 3 1 15

短期入所 1 0 1 5 0 1 3 1 12

共同生活介護 2 1 0 2 0 0 2 1 8

施設入所支援 1 0 1 3 0 0 3 1 9

自立訓練（生活訓練） 2 1 0 1 0 0 1 0 5

就労移行支援 1 2 2 2 0 0 1 0 8

就労継続支援Ａ型 3 0 0 0 0 0 1 0 4

就労継続支援Ｂ型 8 2 2 2 0 0 2 1 17

共同生活援助 4 2 0 4 0 0 1 1 12

相談支援 1 2 0 2 0 0 2 1 8

計 61 27 9 35 5 4 28 10 179
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３ 老人福祉 

（１） 老齢人口等 

 上十三地区内における６５歳以上の老齢人口は、平成２４年２月１日現在で４７，０１２人、 

高齢化率は２５．１９％になっており、県平均の２５．７５％より０．５６ポイント低くなって 

いる。市町村別に見ると、三沢市が県内で最も低く、十和田市は３番目に低くなっている。町村 

部は２８．１１％と県平均を上回っており、中では横浜町が３０．８２％と最も高くなっている。 

一人暮らし老人は６，５６８人（十和田市２，９９８人、三沢市１，１９０人、町村部 

２，３８０人）となっており、高齢化の急速な進展と、これに伴う老人福祉に対するニーズの増

大により、今後、老人福祉施策の多様化とともに、老人福祉サービスの量的拡充が一層進むもの

と推測される。また、施設福祉サービスと在宅福祉サービスのバランスのとれた老人福祉施策が

必要となっている。  

 

ア 管内市町村別老人（６５歳以上）人口と一人暮らし老人の状況 

                                                     平成２４年２月１日現在（単位：人、％） 

          区分 

市町村名 

総人口Ａ 

（人） 

６５歳以上人口 ７５歳以上人口 一人暮らし老人 

総数Ｂ 割合B/A 総数Ｃ 割合C/A 総数Ｄ 割合D/B 

十 和 田 市      65,662 16,337 24.88 8,332 12.69 2,998 18.35 

三 沢 市      42,251 8,544 20.22 4,548 10.76 1,190 13.93 

野 辺 地 町      14,724 4,223 28.68 2,221 15.08 702 16.62 

七 戸 町 17,618 5,394 30.62 2,997 17.01 443 8.21 

六 戸 町      10,585 3,000 28.34 1,657 15.65 282 9.40 

横 浜 町      5,104 1,573 30.82 845 16.56 292 18.56 

東 北 町 19,578 5,608 28.64 3,182 16.25 437 7.79 

六 ヶ 所 村      11,122 2,333 20.98 1,280 11.51 224 9.60 

市 部 計      107,913 24,881 23.06 12,880 11.94 4,188 16.83 

町 村 計      78,731 22,131 28.11 12,182 15.47 2,380 10.75 

管 内 計      186,644 47,012 25.19 25,062 13.43 6,568 13.97 

青 森 県      1,390,428 358,027 25.75 186,415 13.41 36,496 10.19 
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イ 管内市町村の老人（65歳以上）人口、一人暮らし老人の推移 

                                                     基準日は各年度２月１日（単位：人、％） 

          区分 

市町村名 
総人口Ａ 

６５歳以上人口 ７５歳以上人口 一人暮らし老人  

総数Ｂ 割合B/A 総数C 割合C/A 総数Ｄ 割合D/B  

平成 ７年度 201,619    31,027     15.39 11,531 5.72    2,296      7.40  

平成１２年度     200,980    38,184     19.00    14,610      7.27    3,871     10.14  

平成１８年度 194,944 44,016 22.58 20,309 10.42 6,647 15.10  

平成１９年度 192,541 44,765 23.25 21,437 11.13 6,845 15.29 

平成２０年度     190,791   45,669   23.94    22,431     11.76    6,869     15.04  

平成２１年度     189,091   46,281   24.48    23,431     12.39    6,309     13.63  

平成２２年度     187,980   46,441   24.71    24,414     12.99    6,089     13.11  

平成２３年度 186,644 47,012 25.19 25,062 13.43 6,568 13.97  

 

（２） 管内市町村の支援 

市町村が開催する市町村地域ケア会議等において、高齢者やその家族の多様化したニーズに対応

するため、保健・医療・福祉等の各種サービスの総合的な調整を推進し、適切なサービス提供が図

られるよう必要な助言を行っている。 

また、管内市町村間の福祉サービスの均衡に配慮し、広域的な観点から情報提供や助言指導を行

うとともに、各計画の見直しも支援している。 

 

（３） 在宅老人福祉 

介護保険制度が施行後、在宅の要介護（要支援）高齢者に対しては、介護保険事業者による各種

介護保険サービスが提供され、介護を必要としない高齢者に対しては、市町村が、要介護状態に陥

ったり、状態が悪化しないようにする介護予防施策や地域支え合い事業等を実施してきたところで

ある。 

今後は、介護保険法の改正に伴い、地域支援事業として、これまで市町村が実施してきた介護予

防事業等を継続、あるいは見直し・拡充し、事業の積極的な実施について市町村地域ケア会議等を

通じて助言していく必要がある。 

 

（４） 老人福祉施設 

ア 管内市町村内では、平成２４年４月１日現在、養護老人ホーム１か所（定員７０人）、軽費老

人ホーム（ケアハウス）２か所（定員計６０人）が設置されている。 

※ なお、特別養護老人ホームについては、平成１２年４月１日より介護保険制度の施行に伴い、

措置利用から希望者と施設側との契約利用となっている。 
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イ 老人福祉センター等の平成２４年４月１日現在の設置状況は、老人福祉センター（特Ａ型）３

か所、老人憩の家３か所、在宅介護支援センター３０か所となっている。 

 

管内の老人福祉施設の状況 

                                                               平成２４年４月１日現在  

          市町村名 

 

 

 

種  別 

十 

和 

田 

市 

三 

沢 

市 

野 

辺 

地 

町 

七 

戸 

町 

六 

戸 

町 

横 

浜 

町 

東 

北 

町 

六 

ヶ 

所 

村 

 

 

計 

養護老人ホーム     １    １ 

軽費老人ホーム １      １  ２ 

老人福祉センター（特Ａ型）    １   １ １ ３ 

老人憩の家 １     ２   ３ 

在宅介護支援センター ８ ５ ２ ４ ３ １ ４ ３ ３０ 
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管内介護保険事業所数                                      平成２４年４月１日現在 

事業種別 十和田市 三沢市 野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 六ヶ所村 計 

訪問介護 21 6 5 5 2 2 9 2 52 

訪問入浴介護 4 4 2 1 2 1 2 2 18 

訪問看護 14 13 4 3 4 1 5 1 45 

訪問リハビリテーション 5 7 1 2 1  3 1 20 

居宅療養管理指導 36 22 10 10 5 3 10 2 98 

通所介護 11 7 3 3 4 2 6 3 39 

通所リハビリテーション 5 1 3 1   1  11 

短期入所生活介護 3 5 2 3 1 1 2 1 18 

短期入所療養介護 5 1 4 1     11 

特定施設入所者生活介護  2   1    3 

福祉用具貸与 9 1 1 1   1  13 

特定福祉用具販売 8 1 1 1   1  12 

居宅介護支援 21 10 7 7 4 3 11 3 66 

介護老人福祉施設 3 2 1 2 1 1 2 1 13 

介護老人保健施設 4 1 2 1     8 

介護療養型医療施設 1  1      2 

介護予防訪問介護 20 6 5 5 2 2 10 2 52 

介護予防訪問入浴介護 4 2 1 1 1 1 1  11 

介護予防訪問看護 14 12 4 3 4 1 5 1 44 

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 5 7 1 2 1  3 1 20 

介護予防訪問居宅療養管理指導 35 22 9 11 5 3 10 2 97 

介護予防通所介護 12 7 3 3 4 2 7 3 41 

介護予防通所リハビリテーション 4 1 3 2   1  11 

介護予防短期入所生活介護 3 5 1 3 1 1 2 1 17 

介護予防短期入所療養介護 5 1 4 1     11 

介護予防特定施設入居者生活介護  2   1    3 

介護予防福祉用具貸与 9 1 1 1   1  13 

特定介護予防福祉用具販売 8 1 1 1   1  12 

介護予防支援 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

認知症対応型通所介護 1 1  1   1  4 

小規模多機能型居宅介護  3  1   3  7 

認知症対応型共同生活介護 10 6 3 3 4 2 5 1 34 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  3      1 4 

介護予防認知症対応型通所介護  1  1   1  3 

介護予防小規模多機能型居宅介護  3  1   3  7 

介護予防認知症対応型共同生活介護 9 6 3 3 4 2 5 1 33 
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４ 児童福祉 

 

（１）児童相談 

   児童相談については、原則としてこども相談課（児童相談所）が対応しているが、福祉事務所（福 

  祉調整課、保護課）も要保護児童及び児童虐待通告の受付機関であること、並びに児童福祉施設の 

  うち助産施設及び母子生活支援施設（母子寮）への入所措置権限があることから、その限りにおい 

  て児童相談に対応している。 

 

（２） 保育所及び児童館 

    保育所及び児童館の入所については、市町村の事務であるが、適正な運営を確保するため、福 

   祉調整課で指導監査を実施している。 

ア 施設の設置及び入所状況等 

平成２４年４月１日現在上十三管内には、保育所７３か所、児童館１１か所が設置されている。 

イ 保育所の整備及び入所状況 

管内の保育所の状況は、平成２４年４月１日現在７３か所、定員４，８９２人で、管内の入所

率（入所現員／保育定員）は９９．９％となっている。 

ウ 平成２３年の学齢前児童数の状況は、昭和６０年からのデータのある町村部で比較した場合、

昭和６０年度対比３８．７％と減少してきている。市も含めた数値についても毎年減少しており、

平成１２年度対比で７４．３％となっている。 

学齢前児童数の推移

（単位：人）
区分

市町村名 Ｓ６０ Ｈ２ Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

十和田市 - - - 3,754 3,625 3,483 2,921 2,878

三 沢 市 - - - 3,266 2,808 2,676 2,678 2,598

野辺地町 1,589 1,149 893 741 600 597 574 569

七 戸 町 950 663 572 548 679 678 675 652

十和田湖町 552 377 346 298 - - - -

六 戸 町 956 820 603 678 442 541 431 433

横 浜 町 562 324 313 262 178 171 175 182

上 北 町 834 686 565 541 - - - -

東 北 町 1,111 754 642 562 859 826 823 797

天間林村 837 563 456 408 - - - -

六ヶ所村 999 970 714 689 648 630 616 618

市　　計 - - - 7,020 6,433 6,159 5,599 5,476

町 村 計 8,390 6,306 5,104 4,727 3,406 3,443 3,294 3,251

管内合計 8,390 6,306 5,104 11,747 9,839 9,602 8,893 8,727

(参考)県合計 126,214 102,119 90,417 86,761 66,477 67,018 61,930

※１　十和田湖町は十和田市、上北町は東北町、天間林村は七戸町とそれぞれ合併した。
　２　平成８年以前の十和田市、三沢市のデータなし。

学 齢 前 児 童 数

 



  

 

保育所等整備状況 

 

  設置及び入所状況等一覧表                                             （平成２４年４月１日現在） 

整　　備　　状　　況 入　　　　　　　　所　　　　　　　　現　　　　　　　　員 入　所　率

公立施設 民間施設 計 公　　　立　　　施　　　設 民　　　間　　　施　　　設 計

A D／A E／B F／C G／D

十和田市 2,878 22 1,540 22 1540 53.5% 0 631 327 636 1,594 631 327 636 1,594 0.0% 103.5% 103.5%

三 沢 市 2,598 1 100 17 987 18 1,087 41.8% 32 26 58 116 449 182 388 1019 481 208 446 1,135 116.0% 103.2% 104.4%

野辺地町 569 4 325 4 325 57.1% 0 125 58 123 306 125 58 123 306 0.0% 94.2% 94.2%

七 戸 町 652 6 530 6 530 81.3% 0 182 105 202 489 182 105 202 489 0.0% 92.3% 92.3%

六 戸 町 433 3 210 3 210 48.5% 0 118 52 114 284 118 52 114 284 0.0% 135.2% 135.2%

横 浜 町 182 1 70 1 60 2 130 71.4% 15 13 28 56 25 12 21 58 40 25 49 114 80.0% 96.7% 87.7%

東 北 町 797 13 710 13 710 89.1% 1 1 244 131 273 648 244 132 273 649 0.0% 91.3% 91.4%

六ヶ所村 618 5 360 5 360 58.3% 89 60 139 288 16 6 6 28 105 66 145 316 80.0% 0.0% 87.8%

計 8,727 7 530 66 4,362 73 4,892 56.1% 136 100 225 461 1,790 873 1,763 4,426 1,926 973 1,988 4,887 87.0% 101.5% 99.9%

H23.4.1
管内合計

8,893 7 530 65 4,285 72 4,815 48.7% 137 98 226 461 1,743 869 1,711 4,323 1,880 967 1,937 4,784 87.0% 100.9% 99.4%

４才
以上

計
F

３才
未満

３才

民
間

計

数
定員
B

数
定員
C

数
定員
D

３才
未満

３才

     区
分

学
齢
前
児
童
数

普
及
率

公
立４才

以上
計
E

４才
以上

計
G

３才
未満

３才

 ＊広域入所については、住所地のある市町村に計上 
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（３） 特別児童扶養手当 

平成２４年４月１日現在の管内市町村の受給者数は３０２人となっている。また、支給対象児童数は、１級が１４２人、２級が１７４人の合計

３１６人であり、これを障害別にみると、知的障害者の１級が６０人（１９．０％）、知的障害の２級が１３９人（４４．０％）外部障害の 1 級

が７０人（２２．２％）、外部障害の２級が８人（２．５％）、内部障害の１級が１２人（３．８％）、内部障害の２級が２７人（８．５％）など

となっている。 

 

特別児童扶養手当受給者数及び支給対象児童数 

                                                平成２４年４月１日現在（単位：人） 

区分 

 

 

 

市町村 

受給

者数 

児  童  数 

左 の 障 害 別 児 童 の 内 訳 

外部障害 内部障害 知的障害 
知的障害 

精神障害 
精神障害 

旧区分 
重複障害 

知的障害 精神障害 

１級 ２級 計 １級 ２級 １級 ２級 １級 ２級 １級 ２級 １級 ２級 １級 ２級 １級 ２級 １級 ２級 

十和田市 103 46 66 112 21 1 5 8 6 18 5 29 0 0 9 10 0 0 0 0 

三 沢 市 91 40 53 93 15 6 6 8 4 9 10 16 1 4 4 10 0 0 0 0 

野辺地町 20 10 11 21 7 1 0 1 1 3 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 

七 戸 町 27 14 13 27 7 0 1 2 1 5 2 5 0 1 3 0 0 0 0 0 

六 戸 町 14 9 5 14 8 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

横 浜 町 6 3 3 6 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

東 北 町 30 13 17 30 4 0 0 5 3 5 4 4 0 3 2 0 0 0 0 0 

六ヶ所村 10 7 6 13 6 0 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 

市 計 193 86 119 205 36 7 11 16 10 27 15 45 1 4 13 20 0 0 0 0 

町 村 計 109 56 55 111 34 1 1 11 8 17 8 19 0 5 5 2 0 0 0 0 

管 内 計 302 142 174 316 70 8 12 27 18 44 23 64 1 9 18 22 0 0 0 0 

県 計 2635 1187 1542 2729 480 59 80 238 377 403 113 481 12 245 98 98 1 18 26 0 
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５ 母子及び寡婦福祉 

 

（１） 母子及び寡婦相談 

母子及び寡婦世帯に対して、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るための母子・寡婦福祉資

金の貸付と生活の安定と向上を図るため生活一般等の相談・指導を行っている。 

平成２３年度の相談件数は８７９件であり、相談別では、「生活援護」７３８件（８４．０％)で、

うち母子・寡婦福祉資金が７２２件（９７．８％)を占めており、次いで「生活一般」１３１件（１

４．９％)、「児童」１０件（１．１％）となっている。 

 

     母子・寡婦福祉相談状況（各年度の総数）相談内容 

年度 

相談内容 
 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

生 

活 

一 

般 

住        宅 8 6 10 6 1 

医 療 ・ 健 康           13 20 16 23 15 

家  庭  紛  争 5 3 2 1 0 

就                労 60 118 115 123 88 

結        婚 0 0 0 0 1 

内                職 0 0 0 0 0 

養    育    費 8 12 12 12 11 

借        金 8 8 9 4 7 

そ    の      他 1 25 8 13 8 

小        計 103 192 172 182 131 

児 
 

童 

養        育 15 7 18 17 8 

教                育 6 7 5 1 0 

非        行 0 0 0 0 1 

就                職 6 2 5 4 1 

そ   の    他 4 7 1 

 

2 

 

0 

小        計 28 23 29 24 10 

生 

活 

援 

護 

経 

済 

支 

援 
母 子 福 祉 資 金           629 759 713 875 722 

寡 婦 福 祉 資 金           7 15 5 10 3 

公  的  年  金 2  1  0 

児 童 扶 養 手 当           8 7 6 0 1 

生 活 保 護           5 5 4 4 1 

税 1 1 1 2 3 

そ    の       他 6 29 5 1 8 

小        計 658 816 735 892 738 

そ

の

他 

売 店 設 置  (25条)      

たばこ販売 (26条)   1   

母子世帯向公営住宅(27条)      

母子福祉施設の利用      

母子生活支援施設(38条)  2    

小              計 0 2 1 0 0 

 合        計 789 1,033 937 1098 879 

（十和田市及び三沢市を含む） 



  

（２）母子及び寡婦福祉資金貸付状況 

   ２３年度の母子福祉資金の貸付総額は、前年度より 15.3％減少し、45,705,000円となっている。そのうち児童の修学に関わる修学資金、就学

支度資金が貸付額全体の 72.6％を占めている。 

 また、寡婦福祉資金の貸付総額は、前年度より 40％減の 612,000円となっている。 

平成２３年度 

   

 

 

 

母子福祉資金貸付状況 寡婦福祉資金貸付状況 

新規分 継続分 合計 新規分 継続分 合計 

人員 金額 人員 金額 人員 金額 人員 金額 人員 金額 人員 金額 

 事業開始資金             

 事業継続資金             

 修学資金 19 8,132,000 59 25,050,000 78 33,182,000 0 0 1 612,000 1 612,000 

   高校（一般）分 10 2,436,000 36 8,448,000 46 10,884,000 0 0 0 0 0 0 

   専修（一般）分 2 1,440,000 6 3,282,000 8 4,722,000 0 0 0 0 0 0 

   高専・大学（一般）分 4 2,358,000 8 5,070,000 12 7,428,000 0 0 1 612,000 1 612,000 

   高校（特別）分 1 260,000 1 324,000 2 584,000 0 0 0 0 0 0 

   専修（特別）分 2 1,638,000 3 3,240,000 5 4,878,000 0 0 0 0 0 0 

   高専・大学（特別）分 0 0 5 4,686,000 5 4,686,000 0 0 0 0 0 0 

 技能習得資金 5 3,283,000 0 0 5 3,283,000 0 0 0 0 0 0 

 修業資金 2 423,000 0 0 2 423,000 0 0 0 0 0 0 

 就職支度資金 1 80,000 0 0 1 80,000 0 0 0 0 0 0 

 医療介護資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 生活資金 3 1,440,000 0 0 3 1,440,000 0 0 0 0 0 0 

 住宅資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 転宅資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 就学支度資金 28 7,297,000 0 0 28 7,297,000 0 0 0 0 0 0 

   小・中学校分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   高校分 10 1,283,000 0 0 10 1,283,000 0 0 0 0 0 0 

   私立高校分 7 1,394,000 0 0 7 1,394,000 0 0 0 0 0 0 

   専修分 5 2,790,000 0 0 5 2,790,000 0 0 0 0 0 0 

   高専分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   国立大学分 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

   私立大学分 3 1,550,000 0 0 3 1,550,000 0 0 0 0 0 0 

   修業施設分 3 280,000 0 0 3 280,000 0 0 0 0 0 0 

 結婚資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 児童扶養資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 特例児童扶養資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 58 20,655,000 59 25,050,000 117 45,705,000 0 0 1 612,000 1 612,000 
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（３）母子・寡婦福祉資金貸付金償還状況 

 管内の平成２３年度の母子福祉資金の現年度の償還率は、調定額 43,266,439 円に対し収入済額 39,623,316 円で 91.6％、寡婦福祉資金の償還

率は、調定額 941,550 円に対し収入済額は 941,550 円で 100.0％となっている。過年度分の償還率は母子福祉資金 9.8％、寡婦福祉資金 9.0％と

いずれも低く、市部に償還協力員を配置するなど、収入未済の解消に向けて取り組んでいる。 

平成２３年度 

年度 

市町村別 

現  年  度 過  年  度 計 

調定額 収入済額 収入未済額 償還率 調定額 収入済額 収入未済額 償還率 調定額 収入済額 収入未済額 償還率 

母
子
福
祉
資
金 

元  金 43,266,439 39,623,316 3,643,123 91.6% 35,589,515 3,474,336 32,115,179 9.8% 78,855,954 43,097,652 35,758,302 54.7% 

利  子 8,500 8,500 0 100.0% 83,204 9,715 73,489 11.7% 91,704 18,215 73,489 19.9% 

管 内 計 43,274,939 39,631,816 3,643,123 91.6% 35,672,719 3,484,051 32,188,688 9.8% 78,947,658 43,115,867 35,831,791 54.6% 

県  計 265,830,126 232,465,453 33,364,673 87.5% 226,162,280 22,680,940 203,481,340 10.0% 491,992,406 255,146,393 236,846,013 51.9% 

 

 

年度 

市町村別 

現  年  度 過  年  度 計 

調定額 収入済額 収入未済額 償還率 調定額 収入済額 収入未済額 償還率 調定額 収入済額 収入未済額 償還率 

寡
婦
福
祉
資
金 

元  金 941,550 941,550 0 100.0% 1,145,881 103,002 1,042,879 9.0% 2,087,431 1,044,552 1,042,879 50.0% 

利  子 0 0 0 -  0 0 0 -  0 0 0 -  

管 内 計 941,550 941,550 0 100.0% 1,145,881 103,002 1,042,879 9.0% 2,087,431 1,044,552 1,042,879 50.0% 

県  計 6,176,206 5,656,729 519,477 91.6% 8,521,014 390,169 8,130,845 4.6% 14,697,220 6,046,898 8,130,845 41,1% 

‐112 - 



 - 113 - 

（４） 児童扶養手当の支給状況 

平成２４年４月１日現在の管内町村の受給者は９２１人となっている。また、管内支給対象児

童数は１，３６８人であり、これを支給事由別にみると、離婚が１，２０９人（８８．４％）、

未婚の母が１１３人（８．３％）、父又は母死亡が３５人（２．６％）、父又は母障害が７人（０．

５％）等となっている。 

※児童扶養手当事務について、市部の事務は１４年８月から市に事務委譲された。 

 

児童扶養手当受給者数及び支給対象児童数（上段：母子世帯、下段：父子世帯） 

                            平成２４年４月１日現在（単位：人） 

  区分 

 

 

町村名 

受給者数 

児童数 

支 給 事 由 別 児 童 数 

 
その他 

(養育者等) 
離 婚 死亡 障害 遺棄 未婚 その他 

野 辺 地 町 
177 

0 279 
231 7   22 

 
11 16 3    

七 戸 町 
174 

1 294 
243 2 2  20 

 
20 25 2    

六 戸 町 
95 

2 156 
122 4  2 17 

 
9 10 1    

横 浜 町 
52 

 90 
58 2 5  15 

 
7 10     

東 北 町 
200 

 347 
252 2   27 

2 
47 60 4    

六 ヶ 所 村 
111 

2 202 
160 8   12 

 
13 22     

管内町村計 
809 

5 1,368 1,209 35 7 2 113 2 
107 
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 ６ 婦人保護 

婦人保護と DV 防止法 

 売春防止法の規定に基づき実施されている婦人保護事業の一分野であり、売春対策の一環として、

社会的観点から買売春構造に取り込まれている女性の保護と自立援助を行うことを目的として婦

人相談員が配置されている。 

 平成１３年１０月１３日には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV 防

止法）」が施行になり、平成１４年４月から福祉事務所が「配偶者暴力相談支援センター」として

位置づけられ、婦人相談員等が DV 相談支援を行っている。 

 平成１６年１２月に、配偶者からの暴力の定義の拡大や保護命令制度の拡充を盛り込んだ、「配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、また、

平成１９年７月の２度目の改正で、直接的な身体的暴力だけでなく、生命や身体に対する脅迫を受

けた場合にも、保護命令の申し立てができるなど支援内容が拡大されている。 

 配偶者からの暴力の被害者に適当な宿泊先がなく、緊急に保護することが必要と認められるなど

の場合には、一時保護のため、女性相談所に移送している。 

 

（１）婦人保護相談                              （単位:件） 

年 度 区   分 入所相談 生活相談 求職相談 
子 供 の 

相  談 
離婚問題 家庭紛争 

そ の 

他 
計 

１９ 
来所・訪問 ６ ８ ６ ０ ９ ２４ ２ ５５ 

電   話 １ １４ ０ ２ ７ １４ １ ３９ 

２０ 
来所・訪問 ０ ６ １ １ ２５ ６ ４ ４３ 

電   話 １ ７ １ ２ ３７ １２ ８ ６８ 

２１ 
来所・訪問 ２ ７ ０ １ ６ １０ ５ ３１ 

電   話 ０ １０ １ ３ １２ １１ １０ ４７ 

２２ 
来所・訪問 ０ ２ ０ ０ ０ ８ ４ １４ 

電   話 ０ １０ ８ １ ４ １０ ６ ３９ 

２３ 
来所・訪問 ４ ０ ０ ０ ４ １２ ４ ２４ 

電   話 ０ １ ２ ０ ４ １２ ３ ２２ 

 

（２）DV 防止法に関する相談  

 

 

 

 

 

 

※()内は男性からの相談

年   度 相談延べ件数（単位:件） 相談実人員（単位:人） 

１９年度 ３７ ８ 

２０年度 ２６ １０ 

２１年度 ４１ １２ 

２２年度 ２３ １１ 

２３年度 ３４     １８（１）※ 
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７ 指導監査等 

（１） 福祉各法施行事務に関する指導監査 

管内の市町村に対し、事務実施体制の確保や積極的な福祉施策の推進、適正な費用徴収事務の実

施を図るため、毎年実施している。（児童扶養手当・特別児童扶養手当は隔年実施。） 

法別 対 象 数     実施計画（Ａ）     実施結果（Ｂ）     実施率（Ｂ／Ａ：％）     

児童福祉法（保育事務） ８ ８ ８ 100.0 

障害者自立支援法・身体障害者福祉法・

知的障害者福祉法・児童福祉法（障害児

関係） 

８ ８ ８ 100.0 

児童扶養手当・特別児童扶養手当 ８ ３ ３ 100.0 

 

（２） 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査実施状況 

社会福祉法人及び社会福祉施設の運営が社会福祉法、社会福祉関係各法などに基づき、運営管理、

会計経理、利用者（児）処遇等が適正に行われているか、指導監査要綱を定め、原則として年１

回実施している。 

当県民局では、２以上の所管区域にわたる区域を対象とする事業を行うなどのいわゆる大型法人

以外の法人及び施設を対象としている。 

なお、特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等については、それぞれ介護保険法及び障害者自

立支援法に基づく実地指導等を行うこととしている。 

 

 対 象 数     実施計画（Ａ）     実施結果（Ｂ）     実施率（Ｂ／Ａ：％）     

社会福祉法人 ６８ ３６ ３６ 100.0(100.0) 

  ※市町村社会福祉協議会（８ヵ所）を含む。 
   
 

施設種別 対 象 数     実施計画（Ａ）     実施結果（Ｂ）     実施率（Ｂ／Ａ：％）     

特別養護老人ホーム   ８   ０   ０ － 

軽費老人ホーム   １   １（１）   １（１） 100.0 

保育所（休止中の１カ所を除く）  ５８ ５８(３０) ５８(３０) 100.0(100.0) 

児童厚生施設（休止中の２カ所を除く）  １１   ２   ２ 100.0 

乳児院   １   １（１）   １（１） 100.0 

知的障害児施設   １   １（１）   １（１） 100.0 

障害者支援施設   ５   ０   ０   － 

知的障害者更生施設   １ ０ ０ － 

知的障害者授産施設   ６ ０ ０ － 

計  ９２ ６３(３３) ６３(３３) 100.0 (100.0) 

  ※（ ）は書面指導監査件数であり、再掲としている。 
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（３） 介護サービス事業者等の指導実施状況 

介護サービス事業者等に対し、介護サービス利用者の利益保護、介護給付等対象サービスの質の

確保及び保険給付の適正化を図る観点から、指導要綱を定め、実地指導等を実施している。 

介護老人福祉施設及び介護老人保健施設については、原則として４年に１回実施しており、居宅

サービス事業所については、必要に応じて実施している。 

営利法人が運営する介護サービス事業所については、平成２０年度から２３年度までの４年間で

全事業所に対して書面監査を実施することとしており、平成２３年度は１２事業所について実施

した。 

 また、介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する検査を概ね６年に１回実施すること

となり、平成２３年度は１１事業者について実施した。 

事業種別 対 象 数     実施計画（Ａ）     実施結果（Ｂ）     実施率（Ｂ／Ａ：％）     

訪問介護  ３９    ０    ０   － 

訪問入浴介護   ９   ０   ０   － 

訪問看護  ３９   ０   ０   － 

訪問リハビリテーション  １８   ０   ０   － 

居宅療養管理指導  ９５   ０   ０   － 

通所介護  ２６   ０   ０   － 

通所リハビリテーション   ７   ０   ０   － 

短期入所生活介護   ８   ０   ０   － 

短期入所療養介護   ８   ０   ０   － 

特定施設入所者生活介護   １   ０   ０   － 

福祉用具貸与  １３   ０   ０   － 

特定福祉用具販売  １２   ０   ０   － 

居宅介護支援  ４９   ０   ０ － 

介護老人福祉施設   ８   ０   ０   － 

介護老人保健施設   ５   １   １  100.0 

介護療養型医療施設   ２   ０   ０   － 

介護予防訪問介護  ３９   ０   ０   － 

介護予防訪問入浴介護   ７   ０   ０   － 

介護予防訪問看護  ３９   ０   ０   － 

介護予防訪問リハビリテーション  １８   ０   ０   － 

介護予防居宅療養管理指導  ９３   ０   ０   － 

介護予防通所介護  ２６   ０   ０   － 

介護予防通所リハビリテーション   ８   ０   ０   － 

介護予防短期入所生活介護   ７   ０   ０   － 

介護予防短期入所療養介護   ８   ０   ０   － 

介護予防特定施設入居者生活介護   １   ０   ０   － 

介護予防福祉用具貸与  １３   ０   ０   － 

特定介護予防福祉用具販売  １２   ０   ０   － 

計 ６１０   １   １  100.0 
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（４） 指定障害福祉サービス事業者等の指導実施状況 

障害者自立支援法による指定障害福祉サービス事業者等に対し、利用者の利益保護、支援内容の

質の確保及び介護給付費支給の適正化を図る観点から、指導要綱を定め、実地指導を実施してい

る。 

施設入所支援及び旧法施設支援については、原則として２年に１回実施しており、その他のサー

ビスについては、原則として３年に１回実施している。 

 

事業種別 対 象 数     実施計画（Ａ）     実施結果（Ｂ）     実施率（Ｂ／Ａ：％）     

居宅介護 ２８  ８  ５  62.5 

重度訪問介護 ２７  ６  ４  66.6 

行動援護 １１  １  １ 100.0 

児童デイサービス  ４  ０  ０    － 

生活介護 １０  ２  ２  100.0 

短期入所 １１  ２  ２  100.0 

共同生活介護  ６  ０  ０    － 

施設入所支援  ６  １  １  100.0   

自立訓練（生活訓練）  ４  ０  ０    － 

就労移行支援  ４  １  １  100.0   

就労継続支援（Ａ型）  ２  １  １  100.0   

就労継続支援（Ｂ型）  ８  ５  ５   100.0 

共同生活援助  ９  １  １   100.0 

相談支援  ７  ０  ０    － 

旧法施設支援 １１  ４  ４   100.0 

計 １４８ ３２ ２７  84.3 

   

  ※ 居宅介護が実施計画８に対し実施結果５、重度訪問介護が実施計画６に対し実施結果４となっ

たのは、いずれもサービス提供の実績がなく、実施指導を中止したためである。 

 



 - 118 - 

 

 

 

 

 

福祉こども総室 

＜七戸児童相談所＞ 
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１ 相談業務 

 

（１） 相談の種類と主な内容 

養
護
相
談 

養 護 相 談 

父又は母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役 

等による養育困難児、棄児、迷子、虐待を受けた子ども、親権を喪失

した親の子、後見人を持たぬ児童等環境的問題を有する子ども、養子

縁組に関する相談 

保
健
相
談 

保 健 相 談 
未熟児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患（精神疾患

を含む）等を有する子どもに関する相談 

 
 

障 

害 

相 

談 

肢体不自由相談 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談 

視聴覚障害相談 盲（弱視を含む）、ろう（難聴を含む）等視聴覚障害児に関する相談 

言語発達障害等相談 

構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ子ども、言語発 

達遅滞、学習障害や注意欠陥多動性障害等発達障害を有する子ども等

に関する相談（ことばの遅れの原因が知的障害、自閉症、しつけ上の

問題等他の相談種別に分類される場合は、それぞれのところに入れる） 

重症心身障害相談 重症心身障害児（者）に関する相談 

知 的 障 害 相 談 知的障害児に関する相談 

自 閉 症 等 相 談 自閉症若しくは自閉症同様の症状を呈する子どもに関する相談 

 

非 

行 

相 
談 

ぐ犯行為等相談 

虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、若しく

は飲酒、喫煙等の問題行動のある子ども、警察署からぐ犯少年として

通告のあった子ども、又は触法行為があったと思料されても警察署か

ら法第２５条による通告のない子どもに関する相談 

触法行為等相談 

触法行為があったとして警察署から法第２５条による通告のあった 

子ども、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関す

る相談（受け付けた時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定さ 

れている子どもに関する相談についてもこれに該当する） 

 

育 

成 

相 

談 

性 格 行 動 相 談 

子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きが 

ない、内気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等 

性格若しくは行動上の問題を有する子どもに関する相談 

不 登 校 相 談 

学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校（園）していない状 

態にある子どもに関する相談（非行や精神疾患、養護問題が主である 

場合等にはそれぞれのところに分類する） 

適 性 相 談 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談 

育児・しつけ相談 家庭内における幼児のしつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相談 

その他 そ の 他 の 相 談 上記のいずれにも該当しない相談 
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（２） 業務の流れ 

１８ 歳 未 満 の 児 童 に 関 す る あ ら ゆ る 問 題 

養 護 相 談 保 健 相 談 障 害 相 談 非 行 相 談 育 成 相 談 そ の 他 の 相 談 
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（社会診断・心理診断・行動診断・医学診断） 

(意見照会) 

(意見具申) 

援助方針会議 

援助方針の決定 

児童福祉 

審議会 
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（３） 相談の状況 

平成２３年度に児童相談所が受け付けた相談の総件数は、４３２件で前年度に比べ５１件減少し

た。 

相談種別では、「障害相談」が２２４件（５１．９％）と最も多く、「養護相談」が１０８件（２

５．０％）、育成相談が７５件（１７．４％）、「非行相談」が１６件（３．７％）となっている。 

 

表１ 年度別・相談種類別児童受付数 

  養護 保健 障     害 非行 育  成 その他 

計 
養

護 

保

健 

肢
体
不
自
由 

視
聴
覚
障
害 

言
語
発
達
障
害
等 

重
症
心
身
障
害 

知

的

障

害 

自

閉

症 

ぐ
犯
行
為
等 

触
法
行
為
等 

性

格

行

動 
不

登

校 

適 
 
 

性 

し 
 

つ  

け 

そ 

の  

他 

20 年度 120 0 15 1 75 2 120 6 12 8 37 14 10 1 17 438 

21 年度 146 0 27 0 65 33 174 5 11 9 37 5 1 5 13 531 

22 年度 122 1 16 0 69 0 151 2 14 14 51 11 17 3 12 483 

23 年度 108 0 15 0 61 0 147 1 8 8 49 20 5 1 9 432 

 

表２ 平成２３年度市町村別・相談種類別児童受付数     

市町村名 

 

 

 

相談種別 

市 上北郡（おいらせ町除く） 

管外 不明 合計 
十

和

田

市 

三

沢

市 
計 

野

辺

地

町 

七

戸

町 

六

戸

町 

横 

浜 

町 

東 

北 

町 

六

ヶ

所

村 

計 

養     護 42 25 67 7 12 6 0 4 7 36 4 1 108 

保          健 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

肢 体 不 自 由 7 3 10 0 2 1 0 1 1 5 0 0 15 

視 聴 覚 障 害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

言語発達障害等 10 17 27 0 4 5 6 7 11 33 1 0 61 

重症心身障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

知 的 障 害 43 40 83 8 13 7 2 21 8 59 5 0 147 

自 閉 症 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ぐ 犯 行 為 等 3 3 6 0 0 0 0 1 1 2 0 0 8 

触 法 行 為 等 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 

性 格 行 動 15 9 24 3 3 0 1 3 10 20 4 1 49 

不 登 校 5 3 8 1 3 2 0 4 2 12 0 0 20 

適     性 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

し つ け 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

そ の 他 3 1 4 0 1 0 0 0 1 2 2 1 9 

計 137 106 243 19 38 21 9 41 41 169 17 2 432 

※市町村名が不明は、電話相談で居住地を明かさなかった場合である。     
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 相談の経路別の受付状況は、表３のとおりである。相談経路の主なものは、「家族・親戚からの相

談」が２０７件（４７．９％）で一番多く、次いで「市町村」からの相談（福祉事務所及び保健セン

ターを含む）が６４件（１４．８％）、「児童福祉施設等」からが５３件（１２．３％）、「都道府県」

が４１件（９．５％）、「警察等」が２３件（５．３％）、「学校等」が１９件（４．４％）となってい

る。 

 

表３ 平成２３年度経路別相談受付数 

  

都

道

府

県 

市 
 
 

町 
 
 
 

村 

児

童

委

員 

児
童
福
祉
施
設
・
保
育
所 

警

察

関

係 

家

庭

裁

判

所 

保

健

所 

医

療

機

関 

学 
 

校
・
幼 

稚 
園 

教

育

委

員

会

等 

里

親 

家

族

・

親

戚 

近

隣

・

知

人 
児

童

本

人 

そ

の

他 

巡
回
相
談
で
受
け
た
も
の(

再
掲) 

電

話

相

談

(

再

掲

)
 

計 

件数 41 64 0 53 23 3 1 4 19 2 3 207 8 1 3 0 47 432 

(％) 9.5 14.8 0 12.3 5.3 0.7 0.2 0.9 4.4 0.5 0.7 47.9 1.9 0.2 0.7   100 

 

平成２３年度中に措置・処理した件数は４７２件である。「助言指導」の処理をしたものが３４７

件で（７３．５％）、「児童福祉施設入所」が１９件（４．０％）、「児童福祉司指導」が５件（１．１％）、

「継続指導」が２６件（５．５％）となっている。 

 

表４ 平成２３年度相談処理数 

  

助

言

指

導 

継

続

指

導 

他

機

関

あ

っ

せ

ん 

児

童

福

祉

司

指

導 

児

童

委

員

指

導 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
指
導 

福
祉
事
務
所
送
致
又
は
通
知 

訓

戒

・

誓

約 

児

童

福

祉

施

設

入

所 

児

童

福

祉

施

設

通

所 

指

定

医

療

機

関

委

託 

里

親 

法 
27 
│ 
1 
│ 
4 
に 
よ 
る 
家 
庭 
裁 
判 
所 
送 
致 

障 

害 

児 

施 

設 

利 

用 

契 

約 

そ

の

他 

計 

件数 347 26 1 5 0 1 0 0 19 0 0 3 0 16 54 472 

(％) 73.5 5.5 0.2 1.1 0 0.2 0 0 4.0 0 0 0.6 0 3.4 11.4 100 
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（４） 虐待相談の状況 

平成２３年度の虐待相談は表５のとおり５５件である。また、虐待の種類別件数等は表６，７，

８のとおりである（平成２３年度処理件数を表したものであり、受付件数とは異なる）。なお、虐待

相談は、養護相談に含めて計上されているものであり、表９のとおり、養護相談１２４件のうち５

５件となっている。 

 

表５ 年度別相談処理件数 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

４１ ５０ ５０ ５５ 

 

表６ 虐待の内容別相談件数 

身体的虐待 心理的虐待 性的虐待 
保護の怠慢・拒否 

（ネグレクト） 
計 

３３ ８ ０ １４  

 

表７ 虐待者の内訳 

実

父 

実
父
以
外
の
父
親 

実

母 

実
母
以
外
の
母
親 

祖 
 
 
 

父 

祖 
 
 
 

母 
兄 

 
 
 

弟 

義

兄

弟 

親 
 
 
 

戚 

そ

の

他 

不 
 
 
 

詳 

両

親

(

再

掲)
 

計 

15 2 34 0 0   0  0 0 0 4 0 0 55 

 

表８ 虐待相談の処理状況 

助

言

指

導 

継

続

指

導 

他
機
関 

あ
っ
せ
ん 

児
童
福
祉
司 

指
導 

児
童
福
祉
施
設

等
入
所 

里

親

委

託 

そ

の

他 

計 

49 1 0 1 3 0 1 55 

 

表９ 平成２３年度養護相談の理由別処理件数 

              理由別 

   

 

 

 処理 

棄

児 

家
出 

(

失
踪
を
含
む) 

死

亡 

離

婚 

傷
病 

(

入
院
を
含
む) 

家
庭
環
境 

そ

の

他 

計 

虐
待 

そ
の
他 

児 童 福 祉 施 設 入 所       3 9  12 

里親・保護受託者委託      2    2 

面 接 指 導      1 50 46 9 106 

そ の 他       2 2  4 

計 0 0 0 0 3 55 57 9 124 
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（５） 里親制度について  

 

＜概要＞ 

里親制度は、家庭的環境に恵まれない児童を個人（里親）の家庭に預け、その温かい愛情と家庭的雰

囲気の中で育てようとする制度である。里親は、都道府県知事が認定している。 

平成２４年３月３１日現在、登録里親数１８人のうち実際に委託を受けている里親は１０人（他管内

からの委託児童も含む）で委託率は５５．６％となっている。 

養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親の４種類がある。（養子縁組里親は平成２１年度に新

設） 

 

・ 養育里親･･･保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適切であると認められる児  

童を養育する里親 

・ 専門里親･･･２年以内の期間を定めて、要保護児童のうち、児童虐待等の行為により心身に有害 

な影響を受けた児童を養育する里親 

・ 養子縁組里親･･･要保護児童について、養子縁組によって養親となることをあらかじめ希望する 

           里親 

・ 親族里親･･･次に掲げる要件を満たす要保護児童を養育する里親 

         ア 当該親族里親の三親等以内の親族であること 

         イ 両親や要保護児童を現に監護する者が、死亡・行方不明・拘禁等の状態とな

たことにより、これらの者による養育が期待できないこと 

 

＜里親研修＞ 

 里親及び里親になることを希望する方に対して、養育技術の向上を図ると共に里親委託の促進と里親

制度の理解を広めることを目的に八戸児童相談所と共同開催してきた。 

 なお、平成２０年度には、児童福祉法の改正に伴う里親制度の大幅な改正があり、すべての養育里親

が養育里親認定前研修制度を受講することとなったため、平成２１年度以降は独自の研修は行っていな

い。 
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２ 判定業務 

 相談種類別判定件数は表１０のとおりである。判定件数総数は１７９件であり、前年度の２２３件に

比べ４４件の減となっている。 

 判定の内容については、表１１に示されているが、医学的診断指導件数は１１５件、心理診断指導件

数は７２８件となっている。また、表１２のとおり継続的に心理判定員や児童福祉司による心理療法や

カウンセリング等をおこなっている。 

 

表１０ 年度別・相談種類別判定件数 
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害 

言
語
発
達
障
害
等 

重
症
心
身
障
害 

知

的

障

害 

自

閉

症 

ぐ
犯

行
為

等 

触
法

行
為

等 
性

格

行

動 

不

登

校 

適 
 
 
 

性 

し

つ

け 

そ

の

他 

計 

20年度 15 0 0 0 89 0 73 2 2 2 14 0 3 0 0 200 

21年度 27 0 0 0 70 0 79 0 1 6 15 3 2 0 0 203 

22年度 12 0 0 0 60 0 110 0 5 5 18 3 10 0 0 223 

23年度 9 0 0 0 57 0 86 1 4 3 10 2 7 0 0 179 

 

表１１ 平成２３年度医学的・心理学的検査状況 

  医学診断指導 心理診断指導 

診
断

・
指

導 
医
学

的
検

査 

そ

の

他 

計 

知

能

検

査 

発

達

検

査 

人

格

検

査 

そ
の
他
の
検
査 

面
接
・
観
察
・
指
導 

計 

児 童 51 2 1 54 156 88 44 3 210 501 

保護者 52 0 0 52 0 0 0 0 181 181 

その他 9 0 0 9 0 0 0 0 46 46 

計 112 2 1 115 156 88 44 3 437 728 

 

表１２ 平成２３年度心理療法・カウンセリングの状況 

 
心理療法・カウンセリングの状況 

医       師 心理判定員等 児童福祉司等 その他の職員 

児  童 0 110 106 0 

保護者 0 16 490 0 

その他 0 60 711 0 

計         0 186 1307 0 
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３ 一時保護状況 

 

 平成２３年度に管内で一時保護した児童の実人員の総数は２３人で、前年度と比べて１５人減となっ

ている。また、延日数の総数は９２７日で、前年度と比べて５４０日の減となっている。一時保護の種

類別では、「一時保護所」が多く、実人員１７人、延日数５５９日となっている。 

 

表１３  年度別・種類別一時保護児童数 

   種別 

年度 

一時保護所 所内保護 一時保護委託 計 

実人員 延日数 実人員 延日数 実人員 延日数 実人員 延日数 

20年度 12 422 3 3 29 230 44 655 

21年度 13 320 1 1 9 99 23 420 

22年度 21 1040 0 0 17 427 38 1467 

23年度 17 559 0 0 6 368 23 927 

 

 管内で一時保護した児童を相談種類別にみると、実人員では、養護が１２人、非行が７人となってい

る。また、延人員では、養護が５３６日、非行が２６０日となっており、実人員、延日数とも虐待相談

を含む養護相談での一時保護が過半数を占めている。 

 

表１４  年度別・相談種類別一時保護児童数 

   種別 

年度 

養護 保健 障害 非行 育成その他 計 

実人員 延日数 実人員 延日数 実人員 延日数 実人員 延日数 実人員 延日数 実人員 延日数 

20年度 38 473 0 0 0 0 4 145 2 37 44 655 

21年度 20 324 0 0 0 0 2 40 1 56 23 420 

22年度 27 854 0 0 0 0 8 494 3 119 38 1467 

23年度 12 536 0 0 0 0 7 260 4 131 23 927 

 



 - 127 - 

４ 児童福祉施設措置状況等 

 

 管内の児童で児童福祉施設等に措置されている児童は平成２４年４月１日現在で８５人である。内訳

は乳児院が７人、児童養護施設が５５人、知的障害児施設が８人、児童自立支援施設３人、情緒障害児

短期治療施設が３人、ファミリーホームが１人、里親委託が８人となっている。 

表１５                              （平成２４年４月１日現在） 

            市町村名 

 

 

 

相談種別 

市 上北郡（おいらせ町除く） 

管外 合計 
十

和

田

市 

三

沢

市 

計 

野

辺

地

町 

七

戸

町 

六

戸

町 

横 

浜 

町 
東 

北 

町 

六

ヶ

所

村 

計 

乳 児 院 
青森若葉乳児院   0  1    2 3 1 4 

ひまわり乳児院 1 1 2       0 1 3 

児童養護施設 

藤 聖 母 園  2 2  1 2    3  5 

弘 前 愛 成 園   0     2  2  2 

美 光 園 10 2 12 3 2   3 2 10 1 23 

あけぼの学園 5 4 9  2  1 3 7 13 2 24 

幸  樹  園   0  1     1  1 

知的障害児 

施設(入所) 

八 甲 学 園 1  1 1     1 2 1 4 

うみねこ学園   0       0  0 

もみのき学園 1  1 1 1 1    3  4 

はまゆり学園   0       0  0 

肢体不自由 

児 施 設 

あすなろ医療療育センター

（入所） 
  0       0  0 

あすなろ医療療育センター

（通所）   0       0  0 

はまなす医療療育センター

（入所）   0       0  0 

はまなす医療療育センター

（通所）   0       0  0 

重症心身障 

害 児 施 設 

（独立行政法人

国立病院機構） 

八 戸 病 院   0       0  0 

南 花 巻 病 院   0       0  0 

はまなす医療療育センター

（重心）   0       0  0 

児童自立 

支援施設 

子ども自立センター 

みらい 
2 1 3       0  3 

国立武蔵野学園   0       0  0 

情緒障害児短期

治療施設 
おおぞら学園  1 1     1  1 1 3 

ファミリー 

ホーム 
がっぽホーム   0       0 1 1 

里   親 1  1   2 2 2  6 1 8 

合   計 21 11 32 5 8 5 3 11 12 44 9 85 
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５ 子ども虐待防止対策 
 

（１） 児童相談所法律相談実施事業 

   関係者が自らの虐待行為を認めない場合の法的介入、又は処遇にあたり法的手続上専門的な助言

を必要とする場合などにおいて、迅速かつ適切な対応ができるよう弁護士を活用し、相談体制の強

化を図っている。平成２３年度の実績は３回となっている。 

 

（２） 子ども虐待ホットライン 

  子どもへの虐待防止と早期発見・早期対応を目的とし、子どもへの虐待に関する通告・通報を受 

けるホットライン（フリーダイヤル）を設置している。 

 

表１６ 平成２３年度子ども虐待ホットライン受付件数 

内容 件数 

通告・相談 
虐待 ３ 

一般 ３ 

間違い ２ 

無言 １ 

問い合わせ ０ 

いたずら ０ 

計 ９ 

 

（３） 被虐待児フォローアップ事業 

  被虐待経験を持つ児童やその保護者への治療的援助等を目的としてフォローアップ事業を実施

している。 

 

表１７ 被虐待児集団心理治療 

区 分 児 童 数 延べ指導回数 スーパービジョン参加職員数 

２３年度実績 １６ １５ １５ 

 

表１８ 被虐待児の親への指導 

区 分 親   数 延べ指導回数 

２３年度実績 １ ５ 

 

（４） 施設入所児童支援強化事業 

  施設に入所している児童の生活安定及び自立・家庭復帰に対する支援、児童福祉施設職員

との連携強化等を目的として支援強化事業を実施している。 

 

表１９ 情報交換会実施状況 

区 分 訪問施設実数 延べ訪問回数 

２３年度実績 ２ ６ 
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６ 児童環境づくり支援事業 

 

（１） 主任児童委員研修会 

  地域における子育て支援の役割を担う主任児童委員の資質向上を図るため研修会を実施してい

る。 

 

表２０ 主任児童委員研修会実施状況 

年度 開催日 
開催場所 

（市町村名、会場名） 
参加人員 研修内容 

２０年度 
平成 21年 

2月 6日 

東北町 

町民文化センター 
２９名 

行政説明 

講演「発達障害の状況」 

（講師 荒谷雅子 芙蓉会病

院医師） 

２１年度 
平成 22年 

2月 4日 

七戸町 

青森県七戸庁舎 
３４名 

行政説明 

意見交換「現在の主任児童委員

の活動状況及びこれからの役

割について」 

２２年度 
平成 22年 

9月 1日 

七戸町 

青森県七戸庁舎 
２０名 

行政説明 

意見交換「地域における児童虐

待防止と子育て支援」 

２３年度 
平成 23年 

8月 22日 

七戸町 

青森県七戸庁舎 
１７名 

行政説明 

意見交換「教育と児童福祉の連

携について」 
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７ 市町村児童家庭相談支援 

 

   児童福祉法改正により、平成１７年４月から児童家庭相談に応じることが市町村の業務として規

定されたことから、市町村担当者の資質向上を図ることを目的に研修会を実施し、巡回支援を行っ

ている。また、要保護児童対策地域協議会設置運営に対する支援等を行っている。 

 

表２１ 平成２３年度市町村支援状況 

区 分 会議等の名称 開催日 開催場所 

２３年度実績 児童家庭相談市町村担当職員研修（基礎研修） 平成 23年 5月 26日 七戸庁舎 

２３年度実績 

（巡回支援） 

 

市町村児童家庭巡回支援（１期） 

平成 23年 6月 15日 十和田市 

平成 23年 6月 15日 七戸町 

平成 23年 6月 16日 東北町 

平成 23年 6月 17日 野辺地町 

平成 23年 6月 20日 三沢市 

平成 23年 6月 20日 六戸町 

平成 23年 6月 22日 横浜町 

平成 23年 6月 22日 六ヶ所村 

２３年度実績 

（要保護児童対

策協議会） 

代表者会議 平成 23年 5月 11日 七戸町 

代表者会議 平成 23年 5月 23日 十和田市 

代表者会議 
平成 23年 6月 24日 

平成 23年 12月 20日 
横浜町 

代表者会議 平成 23年 6月 28日 東北町 

代表者会議 平成 23年 10月 27日 三沢市 

代表者会議 平成 23年 11月 4日 六ヶ所村 

代表者会議 平成 24年 1月 31日 六戸町 
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８ 精神発達精密健康診査 

 

（１） ３歳児精神発達精密健康診査及び同事後指導 

   各市町村が３歳児に対して行っている健康診査の際、精神発達面、言語発達面に何らかの問題点

があった児童は児童相談所に連絡される。これらの児童に対して精密健康診査を行い、場合によっ

ては、それ以後継続的な指導を行っている。 

    

 

表２２ 平成２３年度３歳児精神発達精密健康診査主訴・診断名別件数 

診断名 

 

 

 

 

 

 

 

主訴 

相

談

児

童

数 

診 断 名 

正

常

・

正

常

範

囲 

精
神
発
達
の
問
題(
遅
滞) 

言

語

発

達

遅

滞 

構

音

障

害 
神

経

性

習

癖 

社

会

性

の

未

熟 

反

社

会

的

傾

向 

自

閉

的

傾

向 

そ

の

他 

保

留 

言 葉 の 遅 れ 7 2 3 2          

発 音 異 常             

吃     音              

精神発達の遅れ 3  2      1     

落ち着きがない 3  1 2          

夜尿・指しゃぶり                

そ の 他                

合     計 13 2 6 4 0 0 0 0  1 0 0  

 

表２３ ３歳児精神発達精密健康診査及び同事後指導状況 

             年度 

 

区分 

２３年度 

精神発達精密健康診査（新規） １３ 

精神発達精密健康診査事後指導（過年度からの指導を含む） １１ 
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（２） １歳６か月児精神発達精密健康診査及び同事後指導 

   １歳６か月児健康診査の際、精密健康診査が必要とされた児童について実施している。 

 

表２４ 平成２３年度１歳６か月児精神発達精密健康診査主訴・診断名別件数 

診断名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主訴 

相

談

児

童

数 

診 断 名 

正

常

・

正

常

範

囲 

精
神
発
達
の
問
題(

遅
滞) 

言

語

発

達

の

問

題 

情

緒

発

達

の

問

題 

そ

の

他 

保 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 

留 

言 葉 の 遅 れ 1  1        

発 音 異 常           

吃     音           

精神発達の遅れ           

落ち着きがない           

そ の 他           

合     計 1  1        

 

表２５ １歳６か月児精神発達精密健康診査及び同事後指導状況 

             年度 

 

区分 

２３年度 

精神発達精密健康診査（新規） ２ 

精神発達精密健康診査事後指導（過年度からの指導を含む） １ 
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１ 人口関係 

 
（１） 管内市町村別人口 

 平成２２年 平成２３年 

青森県 

人 口 １，３７１，６７４ １，３６３，５８３ 

 
男 ６４３，９３２ ６４０，９５８ 

女 ７２７，７４２ ７２２，６２５ 

世帯数 ５１３，３８５ ５１６，４９４ 

１世帯当たり人口 ２．６７ ２．６４ 

管 内 

人 口 １８３，８９６ １８２，０１４ 

 
男 ８９，２５４ ８８，３９８ 

女 ９４，６４２ ９３，６１６ 

世帯数 ６９，１９３ ６９，５９９ 

１世帯あたり人口 ２．６６ ２．６２ 

十和田市 

人 口 ６５，４９１ ６５，７７３ 

 
男 ３１，２６５ ３１，３２７ 

女 ３４，２２６ ３４，４４６ 

世帯数 ２５，５５４ ２５，７０２ 

１世帯あたり人口 ２．５６ ２．５６ 

三沢市 

人 口 ４２，２６５ ４１，１３３ 

 
男 ２１，１７２ ２０，３４６ 

女 ２１，０９３ ２０，７８７ 

世帯数 １６，２１１ １６，３１３ 

１世帯あたり人口 ２．６１ ２．５２ 

野辺地町 

人 口 １４，１８１ １４，１５８ 

 
男 ６，４８１ ６，５１４ 

女 ７，７００ ７，６４４ 

世帯数 ５，７６６ ５，７５０ 

１世帯あたり人口 ２．５２ ２．４６ 

七戸町 

人 口 １７，２１６ １６，５３９ 

 
男 ８，１７６ ７，８３１ 

女 ９，０４０ ８，０７８ 

世帯数 ５，７１３ ５，７６０ 

１世帯あたり人口 ３．０１ ２．８７ 

六戸町 

人 口 １０，１３１ １０，１６５ 

 
男 ４，８６１ ４，８６１ 

女 ５，２７０ ５，３０４ 

世帯数 ３，３０７ ３，３４９ 

１世帯あたり人口 ３．０６ ３．０４ 

横浜町 

人 口 ４，７９４ ４，８３７ 

 
男 ２，３２４ ２，３６９ 

女 ２，４７０ ２，４６８ 

世帯数 １，８８４ １，９０６ 

１世帯あたり人口 ２．５４ ２．５３ 

東北町 

人 口 １８，９１４ １８，９２６ 

 
男 ８，８７０ ８，９４８ 

女 １０，０４４ ９，９７８ 

世帯数 ６，００７ ６，０１４ 

１世帯あたり人口 ３．１５ ３．１５ 

六ヶ所村 

人 口 １０，９０４ １１，１１３ 

 
男 ６，１０５ ６，２０２ 

女 ４，７９９ ４，９１１ 

世帯数 ４，７５１ ４，８０５ 

１世帯あたり人口 ２．３０ ２．３１ 

    ※ 青森県企画政策部「人口移動統計調査」の推計による。（各年１０月 1日現在） 

      年齢不詳を含む。 



 - 135 - 

（２） 管内年齢３区分別人口及び構成比率 

 

平成２２年 平成２３年 

年少人口 生産年齢人口 老年人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口 

１５歳未満 １５～６４歳 ６５歳以上 １５歳未満 １５～６４歳 ６５歳以上 

青 

森 

県 

構成比率 １２．７ ６１．５ ２５．８ １２．４ ６１．６ ２６．０ 

人 口 １７３，９９７ ８４３，８３３ ３５３，１５５ １６８，０１０ ８３６，１９０ ３５３，６８８ 

 
男 ８８，７４４ ４１４，６２１ １４０，２１８ ８５，４９１ ４１１，５０９ １４０，６２１ 

女 ８５，２５３ ４２９，２１２ ２１２，９３７ ８２，１５９ ４２４，６８１ ２１３，０６７ 

管 

 

内 

構成比率 １３．５ ６１．４ ２５．１ １３．１ ６１．４ ２５．６ 

人 口 ２４，７５１ １１２，８６９ ４６，０８９ ２３，７６８ １１１，８１０ ４６，５４１ 

 
男 １２，５９７ ５８，０５６ １８，４３１ １２，０５２ ５７，２４３ １８，７２４ 

女 １２，１５４ ５４，８１３ ２７，６５８ １１，７１６ ５４，５６７ ２７，８１７ 

十 

和 

田 

市 

構成比率 １３．１ ６２．２ ２４．７ １２．７ ６２．２ ２５．１ 

人 口 ８，５５６ ４０，７４６ １６，１６７ ８，３４９ ４０，８０８ １６，４８１ 

 
男 ４，３５９ ２０，３４４ ６，５４１ ４，２５１ ２０，３１２ ６，６６７ 

女 ４，１９７ ２０，４０２ ９，６２６ ４，０９８ ２０，４９６ ９，８１４ 

三 

沢 

市 

構成比率 １６．３ ６３．８ １９．９ １５．６ ６３．８ ２０．６ 

人 口 ６，８８５ ２６，９６４ ８，３９３ ６，３８８ ２６，１０４ ８，４２７ 

 
男 ３，５５５ １４，２２２ ３，３８１ ３，２６２ １３，５０４ ３，４３０ 

女 ３，３３０ １２，７４２ ５，０１２ ３，１２６ １２，６００ ４，９９７ 

野 

辺 

地 

町 

構成比率 １１．６ ５９．３ ２９．１ １１．３ ５９．２ ２９．５ 

人 口 １，６４０ ８，４０８ ４，１２６ １，５８９ ８，３４０ ４，１５１ 

 
男 ８０７ ４，０６４ １，６０１ ７７９ ４，０６３ １，６１７ 

女 ８３３ ４，３４４ ２，５２５ ８１０ ４，２７７ ２，５３４ 

七 

戸 

町 

構成比率 １１．５ ５８．２ ３０．３ １１．３ ５７．５ ３１．３ 

人 口 １，９８８ ９，９９９ ５，２０５ １，８６３ ９，５０２ ５，１７１ 

 
男 １，００５ ５，１４１ ２，０２４ ９２９ ４，８４３ ２，０５６ 

女 ９８３ ４，８５８ ３，１８１ ９３４ ４，６５９ ３，１１５ 

六 

戸 

町 

構成比率 １２．４ ５９．１ ２８．５ １２．５ ５８．６ ２８．９ 

人 口 １，２６１ ５，９８３ ２，８８４ １，２６６ ５，９５０ ２，９２９ 

 
男 ６５１ ３，０４１ １，１６８ ６５６ ３，００３ １，１９４ 

女 ６１０ ２，９４２ １，７１６ ６１０ ２，９４７ １，７３５ 

横 

浜 

町 

構成比率 １１．８ ５６．７ ３１．５ １１．３ ５７．６ ３１．１ 

人 口 ５６５ ２，７２１ １，５１３ ５４６ ２，７８５ １，５０６ 

 
男 ２８６ １，４４７ ５９４ ２７５ １，４９９ ５９６ 

女 ２７９ １，２７４ ９１９ ２７１ １，２８６ ９１０ 

東 

北 

町 

構成比率 １２．６ ５７．９ ２９．５ １２．２ ５７．８ ３０．０ 

人 口 ２，３９２ １０，９４８ ５，５７８ ２，３０５ １０，９３２ ５，６６５ 

 
男 １，１９３ ５，４８２ ２，１９０ １，１６４ ５，５４１ ２，２２６ 

女 １，１９９ ５，４６６ ３，３８８ １，１４１ ５，３９１ ３，４３９ 

六 

ヶ 

所 

村 

構成比率 １３．６ ６５．８ ２０．６ １３．２ ６６．８ ２０．０ 

人 口 １，４６４ ７，１００ ２，２２３ １，４６２ ７，３８９ ２，２１１ 

 
男 ７４１ ４，３１５ ９３２ ７３６ ４，４７８ ９３８ 

女 ７２３ ２，７８５ １，２９１ ７２６ ２，９１１ １，２７３ 

※ 青森県企画政策部「人口移動統計調査」の推計による。（各年 10月 1日現在） 
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（３） 管内児童人口 

 

 

   ※ 青森県企画政策部「人口移動統計調査」の推計による。 

 

 （４）高齢世帯 

 

 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 

全世帯数 59,500 63,633 67,882 68,327 68,964 

 うち高齢単身世帯 1,998 2,832 4,087 5,083 6,309 

 全世帯に占める割合（％） 3.4 4.5 6.0 7.4 9.1 

うち高齢夫婦世帯 2,301 3,551 4,850 5,858 6,580 

全世帯に占める割合（％） 3.9 5.6 7.1 8.6 9.5 

青森県 国勢調査集計結果  

0

2

4

6

8

10

12

平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年

％

高齢単身世帯

高齢夫婦世帯

 

    

市町村名 
児童人口（１８歳未満） 

Ｈ２２．１０．１ Ｈ２３．１０．１ 

十 和 田 市 １０，７１３ １１，２２７ 

三  沢  市 ８，２１９ ８，１２０ 

野 辺 地 町 ２，０３３ ２，１２３ 

七  戸  町 ２，５０６ ２，５４０ 

六  戸  町 １，５８８ １，６６６ 

横  浜  町 ７００ ７０４ 

東  北  町 ２，９３７ ２，９８２ 

六 ヶ 所 村 １，７６８ １，８４３ 

管  内  合  計 ３０，４６４ ３１，２０５ 



 

 

２ 人口動態 

（１）人口動態総覧 

  
年 
別 

出     生 死    亡 自然増加 乳 児 死 亡 新生児死亡 死   産 周 産 期 死 亡 婚姻 離婚 

総数 率 男 女 

2,500g未満 
（再掲） 総数 率 男 女 総数 率 総数 率 男 女 総数 率 総数 率 自然 人工 総数 率 

妊娠満 
２２週以降 

早期新生 
児死亡 

件数 率 件数 率 
総数 割合 

青森県 

20 10,187 7.3 5,267 4,920 962 9.4 15,400 11.1 8,273 7,127 -5,213 -3.8 21 2.1 8 13 11 1.1 290 27.7 130 160 45 4.4 37 8 6,401 4.6 2,828 2.04 

21 9,523 6.9 4,873 4,650 879 9.2 15,387 11.2 8,312 7,075 -5,864 -4.3 33 3.5 19 14 17 1.8 290 29.6 139 151 46 4.8   6,067 4.4 2,768 2.01 

22 9,711 7.1 4,949 4,762 922 9.5 16,030 11.7 8,552 7,478 -6,319 -4.6 21 2.2 8 13 12 1.2 283 28.3 142 141 39 4.0   5,924 4.3 2,679 1.96 

管 内 

20 1,546 8.3 804 742 139 9.0 1,942 10.4 1,090 852 -396 -2.1 3 1.9  3 1 0.6 41 25.8 16 25 6 3.9 5 1 948 5.1 403 2.16 

21 1,337 7.2 707 630 122 9.1 1,924 10.4 1,043 881 -587 -3.2 8 6.0 5 3 4 3.0 35 25.5 21 14 6 4.5 4 2 941 5.1 407 2.20 

22 1,428  7.8  737  691  126  8.8  2,050  11.2  1,104  946  -622 -3.4  3  2.1  2  1  1  0.7  37  25.3  25  12  7  4.9  6  1  842  4.6  369  2.01  

十和田市 

20 503 7.6 255 248 52 10.3 667 10.1 381 286 -164 -2.5 2 4.0  2 1 2.0 9 17.6 3 6 2 4.0 1 1 281 4.2 160 2.41 

21 402 6.1 206 196 41 10.2 677 10.3 352 325 -275 -4.2 1 2.5 0 1 1 2.5 13 31.3 9 4 3 7.4 3 0 294 4.5 134 2.04 

22 473  7.2  240  233  36  7.6  696  10.5  360  336  -223  -3.4              9  18.7  5  4  2  4.2  2  -  279  4.2  136  2.06  

三沢市 

20 491 11.5 266 225 38 7.7 367 8.6 210 157 124 2.9       14 27.7 5 9 1 2.0 1  341 8.0 109 2.55 

21 421 9.9 231 190 39 9.3 367 8.7 200 167 54 1.3 4 9.5 2 2 1 2.4 14 32.2 8 6     310 7.3 108 2.55 

22 425  10.3  226  199  44  10.4  367  8.9  214  153  58  1.4  2  4.7  1  1  1  2.4  14  31.9  11  3  3  7.0  2  1  257  6.2  90  2.18  

野辺地町 

20 90 6.2 52 38 8 8.9 173 11.9 96 77 -83 -5.7 1 11.1  1   6 62.5 1 5     57 3.9 25 1.73 

21 88 6.2 53 35 9 10.2 162 11.4 97 65 -74 -5.2       1 11.2  1     52 3.6 37 2.59 

22 90  6.3  46  44  11  12.2  195  13.6  102  93  -105 -7.3               59  4.1  18  1.26  

七戸町 

20 122 6.9 62 60 13 10.7 214 12.1 114 100 -83 -5.7       6 62.5 1 5     57 3.9 25 1.73 

21 103 5.9 52 51 8 7.8 200 11.5 111 89 -97 -5.6       2 19.0 2 19.0     66 3.8 34 1.95 

22 100  6.0  50  50  11  11.0  242  14.4  122  120  -142 -8.5 1  10.0  1     5  47.6  2  3         61  3.6  28  1.67  

六戸町 

20 69 6.8 32 37 8 11.6 128 12.6 69 59 -59 -5.8       2 28.2 1 1 1 14.3 1  45 4.4 19 1.87 

21 62 6.1 34 28 3 4.8 122 12.0 62 60 -60 -5.9 1 16.1 1    2 31.3  2     41 4.0 17 1.67 

22 62  6.1  29  33  4  6.5  139  13.6  74  65  -77 -7.5       2  31.3  2    1  15.9  1    44  4.3  29  2.83  

横浜町 

20 24 4.9 10 14 1 4.2 68 13.8 39 29 -44 -8.9       1 40.0  1     22 4.5 8 1.63 

21 25 5.2 14 11 1 4.0 68 14.1 33 35 -43 -8.9       1 38.5  1     16 33 9 1.87 

22 32  6.6  18  14      53  10.9  28  25  -21 -4.3       1  30.3  1            18  3.7  6  1.23  

東北町 

20 131 6.8 69 62 13 9.9 225 11.7 129 96 -94 -4.9       5 36.8 3 2 1 7.6 1  84 4.4 36 1.87 

21 138 7.2 68 70 8 5.8 224 11.8 118 106 -86 -4.5       1 7.2 1      91 4.8 35 1.84 

22 139  7.3  72  67  9  6.5  248  13.0  143  105  -109 -5.7               70  3.7  37  1.94  

六ヶ所村 

20 116 10.6 58 58 6 5.2 100 9.1 52 48 16 1.5               65 5.9 21 1.92 

21 98 9.0 49 49 13 13.3 104 9.5 70 34 -6 -0.6 2 20.4 2  2 20.4 1 10.1 1  3 30.3 1 2 71 6.5 33 3.03 

22 107  9.6  56  51  11  10.3  110  9.9  61  49  -3 -0.3       6  53.1  4  2  1  9.3  1    54  4.9  25  2.25  

 
「人口動態統計（確定値）」による。率は 1,000人当たり。 
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【１】用語の説明 

自然増加…出生数から死亡数を減じたものをいう。 

乳児死亡…生後１年未満の死亡をいう。 

新生児死亡…生後４週未満の死亡をいう。 

早期新生児死亡…生後１週未満の死亡をいう。 

死産…妊娠満１２週以降の死児の出産をいう。 

周産期死亡…妊娠満２２週以降の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。 

 

【２】比率の算出方法 

出生率…（年間出生数）÷（１０月１日現在の人口）×１，０００ 

死亡率…（年間死亡数）÷（１０月１日現在の人口）×１，０００ 

自然増加率…（自然増加数）÷（１０月１日現在の人口）×１，０００ 

乳児死亡率…（年間乳児死亡数）÷（年間出生数）×１，０００ 

新生児死亡率…（年間新生児死亡数）÷（年間出生数）×１，０００ 

死産率…（年間死産数）÷（年間出生数＋年間死産数）×１，０００ 

周産期死亡率…（年間周産期死亡数）÷（年間出生数＋妊娠満２２週以降の死産数）×１，０００ 

婚姻率…（年間婚姻届出件数）÷（１０月１日現在の人口）×１，０００ 

離婚率…（年間離婚届出件数）÷（１０月１日現在の人口）×１，０００ 

 

 【３】比率の算出に用いた人口 

    青森県については、平成２０～２１年は総務省統計局発表の日本人人口、平成２２年は国勢調査 

の人口を用いている。 

管内及び市町村については、平成２０～２１年は青森県分析統計課公表の推計人口、平成２２年は 

国勢調査の人口を用いている（各年１０月１日現在）。
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（２）平成２２年主要死因別一覧               （人口動態統計（確定値）から抜粋） 

  

悪性 
新生物 

心疾患 
脳血管
疾患 

肺炎 自殺 
不慮の
事故 

老衰 腎不全 肝疾患 糖尿病 その他 合計 

青
森
県 

計 4784 2634 1883 1631 403 552 608 375 207 227 2726 16030 

率 348.4 191.8 137.1 118.8 29.3 40.2 44.3 27.3 15.1 16.5 198.5 1167.4 

男 2813 1311 917 925 297 339 136 185 135 120 1374 8552 

女 1971 1323 966 706 106 213 472 190 72 107 1352 7478 

管 

内 

計 576 393 237 205 70 80 60 45 41 35 308 2050 

率 313.4 213.9 129.0 111.6 38.1 43.5 32.6 24.5 22.3 19.0 167.6 1115.5 

男 344 208 125 99 49 50 14 26 28 16 145 1104 

女 232 185 112 106 21 30 46 19 13 19 163 946 

十
和
田
市 

計 185 134 99 71 29 33 18 17 17 13 80 696 

率 279.8 202.7 149.7 107.4 43.9 49.9 27.2 25.7 25.7 19.7 121.0 1052.6 

男 107 67 52 33 21 22 5 10 11 6 26 360 

女 78 67 47 38 8 11 13 7 6 7 54 336 

三
沢
市 

計 112 57 48 27 12 13 4 4 5 8 77 367 

率 271.4 138.1 116.3 65.4 29.1 31.5 9.7 9.7 12.1 19.4 186.6 889.5 

男 71 29 29 16 9 7 2 2 4 5 40 214 

女 41 28 19 11 3 6 2 2 1 3 37 153 

野
辺
地
町 

計 49 34 20 30 5 4 2 5 5 1 40 195 

率 342.6 237.7 139.8 209.7 35.0 28.0 14.0 35.0 35.0 7.0 279.6 1363.3 

男 27 20 10 13 3 2  2 5  20 102 

女 22 14 10 17 2 2 2 3  1 20 93 

七
戸
町 

計 81 55 17 23 9 7 17 3 4 3 23 242 

率 483.2 328.1 101.4 137.2 53.7 41.8 101.4 17.9 23.9 17.9 137.2 1443.7 

男 46 30 5 10 4 2 3 1 3 3 15 122 

女 35 25 12 13 5 5 14 2 1  8 120 

六
戸
町 

計 47 32 18 9 1 6 4 2 1 5 14 139 

率 458.9 312.4 175.7 87.9 9.8 58.6 39.1 19.5 9.8 48.8 136.7 1357.2 

男 29 16 9 4 1 5  1   9 74 

女 18 16 9 5  1 4 1 1 5 5 65 

横
浜
町 

計 17 7 6 4 2 2 1 1 3  10 53 

率 348.4 143.4 123.0 82.0 41.0 41.0 20.5 20.5 61.5  204.9 1086.1 

男 10 6 5 1 2 1 1 1   1 28 

女 7 1 1 3  1   3  9 25 

東
北
町 

計 58 49 16 31 11 12 11 9 4 4 43 248 

率 303.6 256.5 83.7 162.3 57.6 62.8 57.6 47.1 20.9 20.9 225.1 1298.1 

男 40 28 8 17 8 8 2 6 3 1 22 143 

女 18 21 8 14 3 4 9 3 1 3 21 105 

六
ヶ
所
村 

計 27 25 13 10 1 3 3 4 2 1 21 110 

率 243.4 225.4 117.2 90.2 9.0 27.0 27.0 36.1 18.0 9.0 189.3 991.7 

男 14 12 7 5 1 3 1 3 2 1 12 61 

女 13 13 6 5   2 1   9 49 
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※死亡率は人口10万人対  率の算出に用いた人口（平成22年10月1日現在）  

青森県企画政策部統計分析課による推計人口 

 

（３）平成２２年悪性新生物による市町村別死亡数    （人口動態統計（確定値）から抜粋） 

 青森県 管内計 
 

十和田市 三沢市 野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 六ヶ所村 

食道癌 146 15 4 4 1 4 1  1  

胃癌 705 91 20 16 14 17 5 2 12 5 

結腸癌 490 66 19 13 5 8 10 1 6 4 

直腸Ｓ状結腸移行部・直腸癌 203 16 8 2 2 1 1  2  

肝・肝内胆管癌 365 32 15 4 5 3 3  2  

胆のう・その他の胆道癌 283 29 8 4 1 7 2 3 1 3 

膵癌 408 63 23 12 8 7 2 1 6 4 

気管、気管支・肺癌 945 122 37 31 6 16 9 6 14 3 

乳癌 155 18 7 4 1 3 2  1  

子宮癌 65 4 3 1       

白血病 71 12 3 2 2 2 1 1  1 

その他の癌 948 108 38 19 4 13 11 3 13 7 

合 計 4784 576 185 112 49 81 47 17 58 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管内　悪性新生物内訳

食道癌
2.6% 胃癌

15.8%
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21.2%
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管内　主要死因別割合

悪性新生物
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心疾患
19.2%

脳血管疾患
11.6%

肺炎
10.0%
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15.0%

老衰
2.9%
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2.0%
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1.7%
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（４）平成２２年心疾患による市町村別死亡数      （人口動態統計（確定値）から抜粋） 

 青森県 管内計 
 

十和田市 三沢市 野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 六ヶ所村 

急性心筋梗塞 700 115 35 9 20 15 4 4 15 13 

その他の虚血性心疾患 366 99 51 19 1 9 9  9 1 

不整脈及び伝導障害 447 41 13 10 2 6 4  4 2 

心不全 913 108 24 12 11 21 11 3 19 7 

その他の心疾患 208 30 11 7  4 4  2 2 

合 計 2634 393 134 57 34 55 32 7 49 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）平成２２年脳血管疾患による市町村別死亡数    （人口動態統計（確定値）から抜粋） 

 青森県 管内計 
 

十和田市 三沢市 野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 六ヶ所村 

くも膜下出血 206 27 9 7 3 4 3  1  

脳内出血 486 52 21 10 4 4 2 3 3 5 

脳梗塞 1134 154 68 29 13 8 13 3 12 8 

その他の脳血管疾患 57 4 1 2  1     

合 計 1883 237 99 48 20 17 18 6 16 13 

管内　心疾患内訳

急性心筋梗
塞

29.3%

その他の虚
血性心疾患

25.2%

不整脈及び
伝導障害
10.4%

心不全
27.5%

その他の心
疾患
7.6%

管内 脳血管疾患内訳

脳内出血
21.9%

脳梗塞
65.0%

くも膜下
出血
11.4%

その他の
脳血管疾

患
1.7%
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（６） 平成２３年度人工妊娠中絶件数 

２０歳
未満

２０～
２４歳

２５～
２９歳

３０～
３４歳

３５～
３９歳

４０～
４４歳

４５～
４９歳

５０歳
以上

不詳 計

第１号該当 12 23 25 28 31 16 1 136

第２号該当 0

計 12 23 25 28 31 16 1 0 0 136

第１号該当 22 19 21 23 23 11 119

第２号該当 0

計 22 19 21 23 23 11 0 0 0 119

第１号該当 1 2 2 1 1 7

第２号該当 0

計 1 0 2 2 1 1 0 0 0 7

第１号該当 2 2

第２号該当 0

計 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

第１号該当 2 1 1 1 5

第２号該当 0

計 2 1 0 0 1 1 0 0 0 5

第１号該当 0

第２号該当 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 43 48 53 56 29 1 0 0 269

区分

合計

満７週
以前

満１２
～
１５週

満８～
１１週

満２０
～
２１週

満１６
～
１９週

週数
不明

 

 

 注 第１号該当･･･妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある

もの 

   第２号該当･･･暴行若しくは脅迫によって抵抗若しくは拒絶することが出来ない間に姦淫され妊娠したもの 

 

 なお、不妊手術については、平成２３年度、当部管内では実施されていない。 
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３ 市町村別妊婦・乳幼児健康診査実施状況 

（平成２２年度市町村母子事業実施状況調査から抜粋） 

下段再掲は医療機関等への委託数 

    
人員 

 

 

 

 

 

 

 市町村 

妊婦 乳児 
幼児 

1歳6ヶ月児 3歳児  

その他 

受
診
実
人
員 

受
診
延
人
員 

受
診
実
人
員 

受
診
延
人
員 

健康診査 歯科健康診査 健康診査 歯科健康診査 

対
象
人
員 

受
診
人
員 

対
象
人
員 

受
診
人
員 

む
し
歯
の
総
数 

対
象
人
員 

受
診
人
員 

対
象
人
員 

受
診
人
員 

む
し
歯
の
総
数 

対
象
人
員 

受
診
人
員 

実 
 
 
 
 

施 
 
 
 
 

数 

十
和
田
市 

439  7,621 931 931 406 398 406 398 22 499 484 499 484 473 512 493 

439 7,621 440 440             

三
沢
市 

454 4,709 1,090 1,090 466 437 466 435 110 436 390 436 389 459 455 399 

454 4,709 396 396             

野
辺
地
町 

141 1,164 434 434 93 93 93 93 20 97 95 97 95 167 0  0 

141 1,164 170 170             

七
戸
町 

153 1,180 193 193 116 112 116 112 14 123 121 123 121 192 122 120 

153 1,180 193 193             

六
戸
町 

112 782 179 179 70 68 70 68 7 79 79 79 79 39 0 0 

112 782 55 55             

横
浜
町 

50 389 70 70 30 30 30 30 4 27 25 27 24 76 0 0 

50 389 70 70             

東
北
町 

132 2,063 416 416 124 115 124 115 0 145 141 145 141 204 269 258 

132 2,063 283 283             

六
ヶ
所
村 

179 1,421 242 242 92 82 92 82 13 112 102 112 102 171 122 100 

179 1,421 242 242             

計 

1,660 19,329 3,555 3,555 1,397 1,335 1,397 1,333 190 1,518 1,437 1,518 1,435 1,781 1,480 1,370 

1,660 19,329 1,849 1,849             
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４ 平成２３年度市町村健康増進事業実績 

（平成２４年度地域保健・健康増進事業報告から抜粋） 

（１） 健康手帳の交付 

 

 

 

 

 

  

 

（２） 個別健康教育 

 

（３） 集団健康教育 

 ４０～７４歳 ７５歳以上 合  計 

十和田市 １５４ ２２ １７６ 

三 沢 市 １４６ ２ １４８ 

野辺地町 １５０ １４ １６４ 

七 戸 町 ２８０ ８０ ３６０ 

六 戸 町 １１５  １１５ 

横 浜 町 １００ ５０ １５０ 

東 北 町 １５  １５ 

六ヶ所村 １０４ ３７ １４１ 

計 １，０６４ ２０５ １，２６９ 

  
高血圧 脂質異常症 糖尿病 喫煙 合 計 

指導開始者 指導終了者 指導開始者 指導終了者 指導開始者 指導終了者 指導開始者 指導終了者 指導開始者 指導終了者 

十和田市           

三 沢 市           

野辺地町 ２ ２ １１ １１ ４ ４   １７ １７ 

七 戸 町           

六 戸 町           

横 浜 町           

東 北 町   １ １     １ １ 

六ヶ所村           

計   １２ １２ ４ ４   １８ １８ 

  
  

歯周疾患 骨粗鬆症 病態別 薬 一般 計 

開催回数 延人員 開催回数 延人員 開催回数 延人員 開催回数 延人員 開催回数 延人員 開催回数 延人員 

十和田市 2 63   37 1,976   45 1,336 84 3,375 

三 沢 市 19 504 8 170 9 143   5 38 75 855 

野辺地町   1 22 10 201   73 1,779 84 2,002 

七 戸 町     34 1,996   12 808 46 2,804 

六 戸 町 5 250   7 271   44 208 56 729 

横 浜 町 1 9 1 8 6 44   19 525 27 606 

東 北 町   2 5 78 781   154 1,883 234 2,669 

六ヶ所村 1 2 2 169 6 169 2 229 34 839 45 1,408 

計 28 828 14 374 187 5,581 2 229 386 7,416 617 14,428 
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（４） 健康相談 

 

（５） 健康診査 

※健康診査の対象者は以下のものを対象者として計上した。 

 （１）４０歳以上７４歳以下の者については、健康保険の未加入者 

 （２）７５歳以上の者は、後期高齢者医療の被保険者の適用除外となっている者 

  
  

高血圧 脂質異常症 糖尿病 歯周疾患 骨粗鬆症 病態別 女性の健康 総合健康相談 計 

開
催
回
数 

延
人
員 

開
催
回
数 

延
人
員 

開
催
回
数 

延
人
員 

開
催
回
数 

延
人
員 

開
催
回
数 

延
人
員 

開
催
回
数 

延
人
員 

開
催
回
数 

延
人
員 

開
催
回
数 

延
人
員 

開
催
回
数 

延
人
員 

十和田市 6 61 8 95 7 75     2 8   83 83 106 322 

三 沢 市 9 100 10 10 5 14 19 275 3 19 25 295 5 7 24 103 100 823 

野辺地町       1 93       33 33 34 126 

七 戸 町 2 11 2 178 8 79 1 12   53 1,091     66 1,371 

六 戸 町 2 117         12 360   18 56 32 533 

横 浜 町 4 41 1 7 2 23 2 18 1 8 6 106 2 17 11 110 29 390 

東 北 町 4 43 6 41 6 28 5 18 2 5 69 170   219 826 311 1,131 

六ヶ所村 3 48 3 77 4 102 1 2 2 133 6 52 10 141 61 328 90 883 

計 30 421 30 408 32 321 29 418 8 165 173 2,082 17 165 449 1,539 768 5,519 

  
  

健康診査 歯周疾患 骨粗鬆症 

対象者数 受診者数 
受診率 
（％） 

受診者数 要精検者 要指導者 異常認めず 受診者数 要精検者 要指導者 異常認めず 

十和田市 848 34 4.0     121 33 50 38 

三 沢 市 338 20 5.9 109 72 21 16 285 65 62 158 

野辺地町 174 9 5.2 6 5  1 129 14 46 69 

七 戸 町 225 20 8.9     142 7 43 92 

六 戸 町 94 5 5.3 18 16  2 14  3 11 

横 浜 町 105 7 6.7 4 3  1 30 4 2 24 

東 北 町 172 15 8.7 29 25 2 2 185 12 66 107 

六ヶ所村 156 4 2.6     21 2 8 11 

計 2,112 114 5.4 166 121 23 22 927 137 280 510 
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（６）がん検診実施状況（平成２２年度） 

ア 胃がん検診 

  

イ 肺がん検診 

 

ウ 乳がん検診 

 

エ 子宮がん検診 

市町村 対象人員 受診者数 受診率(%) 要精検者数 要精検率(%) 精検受診者数 精検受診率(%) 

十和田市 20,946 5,220 24.9 546 12.0 473 86.6 

三沢市 9,950 2,142 21.5 227 9.7 189 83.3 

野辺地町 6,070 894 14.7 92 9.7 81 88.0 

七戸町 9,364 2,481 26.4 259 10.8 259 100.0 

六戸町 5,327 950 17.8 49 5.1 13 26.5 

横浜町 2,314 545 23.6 57 10.3 50 87.7 

東北町 8,053 2,862 35.5 337 12.1 323 95.8 

六ヶ所村 3,046 930 30.5 100 11.4 100 100.0 

市町村 対象人員 受診者数 受診率(%) 要精検者数 要精検率(%) 精検受診者数 精検受診率(%) 

十和田市 20,946 6,448 30.8 141 2.2 135 95.7 

三沢市 9,781 2,369 24.2 22 0.9 21 95.5 

野辺地町 6,070 1,077 17.7 29 2.7 27 93.1 

七戸町 9,364 3,361 35.9 37 1.1 37 100.0 

六戸町 5,325 1,346 25.3 30 2.2 19 63.3 

横浜町 1,823 667 36.6 11 1.6 8 72.7 

東北町 8,053 3,156 39.2 85 2.7 84 98.8 

六ヶ所村 3,046 984 32.3 19 1.9 19 100.0 

市町村 対象人員 受診者数 受診率(%) 要精検者数 要精検率(%) 精検受診者数 精検受診率(%) 

十和田市 13,102 2,316 17.7 139 6.0 127 91.4 

三沢市 6,263 1,204 19.2 84 7.0 75 89.3 

野辺地町 1,658 407 24.5 17 4.2 17 100.0 

七戸町 5,170 1,381 26.7 88 6.4 88 100.0 

六戸町 3,074 486 15.8 36 7.4 30 83.3 

横浜町 1,252 194 15.5 10 5.2 9 90.0 

東北町 4,760 1,178 24.7 76 6.5 76 100.0 

六ヶ所村 1,791 702 39.2 35 5.0 35 100.0 

市町村 対象人員 受診者数 受診率(%) 要精検者数 要精検率(%) 精検受診者数 精検受診率(%) 

十和田市 20,946 6,413 30.6 377 5.9 333 88.3 

三沢市 9,950 2,364 23.8 103 4.4 80 77.7 

野辺地町 6,070 1,104 18.2 42 3.8 29 69.0 

七戸町 9,364 2,906 31.0 185 6.4 185 100.0 

六戸町 5,381 1,188 22.1 45 3.8 31 68.9 

横浜町 2,314 621 26.8 27 4.3 20 74.1 

東北町 8,053 3,058 38.0 208 6.8 193 92.8 

六ヶ所村 3,046 1,166 38.3 41 3.5 41 100.0 
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オ 大腸がん検診 

 

（７） 訪問指導 

※ 平成20年度から健康増進事業区分年齢は40～64歳のみとなった。 

市町村 対象人員 受診者数 受診率(%) 要精検者数 要精検率(%) 精検受診者数 精検受診率(%) 

十和田市 15,766 2,195 13.9 43 2.0 43 100.0 

三沢市 8,747 1,708 19.5 18 1.1 17 94.4 

野辺地町 1,837 403 21.9 1 0.2 0 0.0 

七戸町 6,368 1,018 16.0 3 0.3 3 100.0 

六戸町 3,933 552 14.0 1 0.2 1 100.0 

横浜町 1,660 314 18.9 5 1.6 1 20.0 

東北町 5,446 1,090 20.0 27 2.5 27 100.0 

六ヶ所村 2,469 997 40.4 10 1.0 10 100.0 

 
 

十和田市 三 沢 市 野辺地町 七 戸 町 六 戸 町 横 浜 町 東 北 町 六ヶ所村 計 

実
人
員 

延
人
員 

実
人
員 

延
人
員 

実
人
員 

延
人
員 

実
人
員 

延
人
員 

実
人
員 

延
人
員 

実
人
員 

延
人
員 

実
人
員 

延
人
員 

実
人
員 

延
人
員 

実
人
員 

延
人
員 

要 指 導 者 等 41 249 38 82 66 73 5 6 1,247 1,247 32 34 1 1 2 2 1,432 1,694 

個 別 健 康 教 育 

対 象 者 
                0 0 

閉じこもり予防       1 1   3 4     4 5 

介 護 家 族 者     4 17 8 9   2 4     14 30 

寝 た き り 者     7 21 2 3         9 24 

 
 
 

口腔衛生指導 
（再掲）                 0 0 

栄 養 指 導 
（再掲）                 0 0 

認 知 症 の 者       2 3         2 3 

そ の 他     70 136   49 149 15 17 14 48   148 350 

計 41 249 38 82 147 247 18 22 1,296 1,396 52 59 15 49 2 2 1,609 2,106 
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５ その他 

  （１）健康危機管理体制 

            

現 地 危 機 対 策 本 部    大規模発生時 

          

  本部長：県民局長 中田 哲 

副本部長：保健総室長 工藤 淳子 

   

地域健康福祉部長 

田沢 定信 

青森県 

危機対策本部 

 

指示等 

報告 

（地域健康福祉部内） 

部長：保健総室長 工藤 淳子 

副部長：次  長 向井 正浩 

   

          

報告等            

                   

           

   

   指導予防課長 

 総 括 班  班長  

    生活衛生課長 

   

  

                                   

                                   

   

指導予防課 

   

生活衛生課 

 

健康増進課 

 

       

                                   

  

情報収集班 

 

主 査 遠藤 尚美 

主 査 越後 春子 

主 査 畑山 奈津子 

主 事 藤森 仁文 

主 事 並岡 和樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

防疫班 

 

課 長 保木 卓也 

主 査 泉舘 三枝 

主 査 前田 輝昭 

主 査 玉澤 淑子 

技 師 蓬畑 恵久美 

技 師 秋元 一江 

技 師 葛原 彩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活衛生班 

 

総括主幹（課長）磯島 隆 

主 幹 菊池 裕子 

主 幹 長嶺 光泰 

主 査 高橋 むつみ 

技 師 斉藤 聖子 

技 師 田中 真希 

技 師 齋藤 悠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救護班 

 

課長 瀬川 節子 

主幹 川村 悦子 

主査 三戸 波子 

主査 大柳 友子 

主査 松坂 育子 

主査 西谷 楠緒子 

技師 舩渡 めぐみ 

技師 木村 梨沙 

技師 工藤 梓 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

注）上記の体制のみでの対応が困難な場合は、保健総室長の判断により福祉こども総室の職員 

  が各班に加わることがある。 

 

 



 

 

第一報（発生連絡・指示）  発生連絡に基づく調査確認
調　査

第二報以降報告
災害救助法関係被害状況報告 b 第二報以降報告

（人及び住家等の被害状況報告）

　　医療施設被害状況報告 調　査

調　査

　　社会福祉施設被害状況報告 調　査

（２）災害発生時における連絡系統図

上北地域県民局地域連携部
　　　（管理室）
代表　0176-22-8111(内366)
直通　0176-22-8193
FAX　0176-22-8198

　　　　　 被害状況報告

　　　健康福祉政策課
　　　（総務グループ）
直通　017-734-9276
代表　017-722-1111(内
6208)
FAX　017-734-8085

　　　　福祉こども総室
　　　　福祉調整課
　　　　（災害担当）
　　　　TEL  0176-62-2145
　　　　FAX  0176-62-2454

市　町　村
（担　当　課）

市町村
a 救助の実施状況報告

　　医療薬務課
　（医務指導グループ）
　　　TEL  017-734-9291
      FAX  017-734-8089

�

医療施設
保健総室 調　査　確　認

市　町　村
（担　当　課）

（指導予防課）
TEL  0176－23－4261 被害状況報告
 FAX  0176－23－4246

　　保健衛生課
　（生活衛生グループ）
  　　TEL  017-734-9213
      FAX  017-734-8047

環境衛生施設

水道施設

　　環境衛生施設、水道施設被害
　　状況報告

保健総室 調　査　確　認
市　町　村

（担　当　課）
（生活衛生課）

　 TEL  0176－23－4261 被害状況報告
 FAX  0176－23－4246

　　健康福祉政策課
  （企画政策グループ）
      TEL   017-734-9277

福祉こども総室

社会福祉施設

（福祉調整課・保護課・こども相談課） 調　査　確　認
市　町　村

（担　当　課）
TEL  0176－62－2145
FAX  0176－62－2454 被害状況報告

　

被
害
状
況
報
告

連
絡
・
指
示

連
絡
・
指
示

被
害
状
況
報
告
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上上北北地地域域県県民民局局  地地域域健健康康福福祉祉部部  

 
 

    ◎保健総室＜上十三保健所＞ 

     〒０３４－００８２ 十和田市西二番町１０－１５ 

                ＴＥＬ  ０１７６－２３－４２６１ 

                          ＦＡＸ  ０１７６－２３－１９９０ 

 

 

    ◎福祉こども総室＜上北地方福祉事務所・七戸児童相談所＞ 

     〒０３９－２５９４ 七戸町字蛇坂５５－１ 

     （福祉調整課・保護課）ＴＥＬ  ０１７６－６２－２１４５ 

                          ＦＡＸ  ０１７６－６２－２４５４ 

     （こども相談課）   ＴＥＬ  ０１７６－６０－８０８６ 

                          ＦＡＸ  ０１７６－６０－８０８７ 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


